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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和７年１１月４日（火） 午前１０時１分 開会 

               午後 ５時７分 散会 

 

１．場所  

３０１会議室 

   

１．出席委員 

  委 員 長 光 好 博 幸  副委員長 増 永 和 起   委  員 中 川 嘉 彦  

  委  員 村 上 英 明  委  員 大 川 ゆ り   委  員 光田あまね 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 嶋野浩一朗  副市長 山 本 和 憲 

生活環境部長 吉 田 量 治  保健福祉部長 谷内田 修 

保健福祉部次長兼障害福祉課長 由 井 秀 子 

生活環境部副理事兼自治振興課長 川 本 勝 也 

生活環境部副理事兼産業振興課参事 川 西 浩 司 

市民課長 坂 本 真 輔  文化スポーツ課長 妹 尾 智 行 

産業振興課長 鈴 木  誠  環境政策課長 菰 原 知 宏 

環境業務課長 三 浦 佳 明  保健福祉課長 西 村 公 輔 

生活支援課長 仲 野  誠  高齢介護課長 細 井 隆 昭 

国保年金課長 畑 原 陽 介  国保年金課参事 田 村 信 也 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局長 荒 井 陽 子  事務局副主査 杉 本 晃 司 

 

１．審査案件 

認定第１号 令和６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件 所管分 
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（午前１０時１分 開会） 

○光好博幸委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者からの挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 委員の皆様方におかれまし

ては、何かとお忙しい中、民生常任委員会

をお持ちいただきましてありがとうござ

います。 

 本日の案件でございますが、令和６年度

摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分、ほか４件の審査を賜ります。何とぞ

慎重審査の上、御認定いただきますように

よろしくお願い申し上げます。 

 私は、この場を一旦退席いたしますけれ

ども、在庁しておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○光好博幸委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、中川委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおりに行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 吉田生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 認定第１号、令和６

年度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

生活環境部に係ります項目について、目を

追って、その主なものを説明させていただ

きます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１４使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料のうち、生活環境部に係る主

なものは、コミュニティプラザ、別府コミ

ュニティセンター及び文化ホールの施設

使用料等でございます。 

 ３４ページ、目３衛生使用料は、斎場使

用料、葬儀会館使用料及び墓地使用料等で

ございます。 

 ３６ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち、生活環境部に係る主なものは、

戸籍手数料、住民票手数料及び印鑑証明手

数料等でございます。 

 同じく３６ページ、目２衛生手数料は、

飼犬登録及び狂犬病予防注射済票交付に

係る手数料、一般廃棄物収集運搬処分等に

係る手数料、し尿処理及び浄化槽汚泥処分

に係る手数料等でございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち、

生活環境部に係るものは、個人番号カード

交付事務費補助金等でございます。 

 ４４ページ、目３衛生費国庫補助金のう

ち、生活環境部に係るものは、外来生物対

策管理事業費補助金でございます。 

 同じく４４ページ、目４土木費国庫補助

金のうち、生活環境部に係るものは、コミ

ュニティセンター整備に伴う土地購入費

に対する都市構造再編集中支援事業補助

金でございます。 

 ４６ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち、生活環境部に係るものは、中

長期在留者住居地届出等事務委託金でご

ざいます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち、生活環

境部に係るものは、特定非営利活動法人の

設立認証等の手続及び旅券発行事務に係
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る窓口対応業務に対する権限移譲交付金

等でございます。 

 ５０ページ、目３衛生費府補助金のうち、

生活環境部に係るものは、所有者不明動物

死体処理交付金及び大阪府公害防止事務

費等の権限移譲交付金でございます。 

 ５２ページ、目４農林水産業費府補助金

は、農業委員会交付金等でございます。 

 同じく５２ページ、目５商工費府補助金

は、地方消費者行政活性化交付金及び商工

会の設立許可の手続等に対する権限移譲

交付金でございます。 

 ５４ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち、生活環境部に係るものは、人

口動態調査委託金でございます。 

 ５６ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、生活

環境部に係るものは、摂津市商工会への建

物貸付に係る収入でございます。 

 同じく５６ページ、目２利子及び配当金

のうち、生活環境部に係る主なものは、国

際交流基金利子及び墓地管理基金利子で

ございます。 

 ５８ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境基金か

ら一般会計への繰入金でございます。 

 同じく５８ページ、目４墓地管理基金繰

入金は、墓地管理基金から一般会計への繰

入金でございます。 

 同じく５８ページ、款２０諸収入、項３

貸付金元利収入、目２中小企業事業資金融

資預託金収入は、金融機関からの戻入でご

ざいます。 

 ６２ページ、項４雑入、目２雑入のうち、

生活環境部に係る主なものは、文化スポー

ツ課の文化ホール入場料、産業振興課の南

千里丘分室入居者負担金、環境業務課のペ

ットボトル拠出金等でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、９０

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

６都市交流費は、国際交流に係る会計年度

任用職員報酬及び国際交流協会補助金等

でございます。 

 ９６ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員等への報償金及び摂津まつり振

興会への補助金等でございます。 

 ９８ページ、目１４文化振興費は、市民

ルーム、文化ホールの指定管理料等でござ

います。 

 同じく９８ページ、目１５コミュニティ

プラザ費は、コミュニティプラザの指定管

理料、パソコンサーバー等の更新委託料等

でございます。 

 １００ページ、目１６コミュニティセン

ター費は、別府コミュニティセンターの指

定管理料、（仮称）味生コミュニティセン

ターの実施設計委託料及び土地購入費等

でございます。 

 １０６ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍システム、

コンビニ交付システム、窓口業務に係る委

託料等でございます。 

 １１８ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費は、スポーツ推進委員報酬等

でございます。 

 １２０ページ、目２体育振興費は、摂津

ふれあいマラソン大会開催に係る委託料

等でございます。 

 目３体育施設費は、温水プール、体育施

設の指定管理料等でございます。 

 １５６ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目４環境衛生費は、動物死体の処理

及び害虫等駆除に係る委託料等でござい

ます。 

 同じく１５６ページ、目５公害対策費は、

大気、水質、騒音振動対策に係る委託料等
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でございます。 

 １５８ページ、目６環境政策費は、地球

温暖化対策に係る省エネ住宅支援補助金

等でございます。 

 同じく１５８ページ、目７斎場費は、斎

場、葬儀会館の指定管理料等でございます。 

 同じく１５８ページ、目８墓地管理費は、

市営墓地の管理に係る経費でございます。 

 １６０ページ、項２清掃費、目１清掃総

務費は、一般廃棄物の収集運搬に係る会計

年度任用職員報酬などでございます。 

 １６２ページ、目２塵芥処理費は、ごみ

の広域処理に係る茨木市への負担金のほ

か、家庭ごみや再生資源に係る収集運搬委

託料などでございます。 

 １６４ページ、目３し尿処理費は、し尿

収集運搬委託料、し尿及び浄化槽汚泥の処

理に係る負担金等でございます。 

 同じく１６４ページ、目４環境センター

費は、環境センターの維持管理に係る経費

のほか、環境センターの敷地における土壌

汚染調査委託料などでございます。 

 １６６ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

委員報酬及び農業委員会に係る経費等で

ございます。 

 同じく１６６ページ、目２農業総務費は、

農政事務に係る経費及び大阪府農業共済

組合負担金等でございます。 

 同じく１６６ページ、目３農業振興費は、

鳥飼なすの保存、農園管理指導に係る委託

料及び花とみどりの補助金等でございま

す。 

 １７０ページ、款６商工費、項１商工費、

目１商工総務費は、商工事務に係る経費及

び労働相談に係る委託料等でございます。 

 同じく１７０ページ、目２商工振興費は、

南千里丘別館に係る施設管理業務委託料、

企業立地奨励金、物価高騰対策割引券交付

金及び中小企業事業資金融資預託金等で

ございます。 

 １７２ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームの運営に係る会計年度任

用職員の報酬等でございます。 

 以上、生活環境部に係ります項目につい

て、令和６年度摂津市一般会計歳入歳出決

算の補足説明とさせていただきます。 

○光好博幸委員長 谷内田保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 認定第１号、令和

６年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、保健福祉部が所管しております事項に

つきまして、目を追ってその主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３２

ページを御覧ください。 

 款１３分担金及び負担金、項１負担金、

目１民生費負担金は、老人保護施設入所負

担金、介護給付費利用者負担金及び介護給

付費負担金でございます。 

 ３４ページ、款１４使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料は、地域福祉

活動支援センター用地使用料でございま

す。 

 ３８ページ、款１５国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、国民

健康保険基盤安定負担金や介護保険低所

得者保険料軽減負担金、４０ページの生活

保護費等負担金、障害者自立支援給付費等

負担金などでございます。 

 同じく４０ページ、目２衛生費国庫負担

金は、新型コロナウイルスワクチン接種対

策負担金などでございます。 

 ４２ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金は、生活困窮者就労準備支援

事業費等補助金や地域生活支援事業補助

金でございます。 
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 同じく４２ページ、目３衛生費国庫補助

金は、がん検診推進事業補助金、予防接種

事業費補助金、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保補助金、口腔保健推進事業

費補助金でございます。 

 ４６ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、国民年金事務委託金、中国残留邦

人等支援事業委託金でございます。 

 款１６府支出金、項１府負担金、目１民

生費負担金は、民生児童委員協議会負担金

や国民健康保険基盤安定負担金、介護保険

低所得者保険料軽減負担金、４８ページの

生活保護費負担金、障害者自立支援給付費

等負担金などでございます。 

 同じく４８ページ、項２府補助金、目２

民生費府補助金は、地域福祉、高齢者福祉

交付金、老人クラブ活動等社会活動促進事

業補助金や５０ページの地域生活支援事

業補助金、重度障害者医療費補助金などで

ございます。 

 同じく５０ページ、目３衛生費府補助金

は、保健事業費補助金や予防接種事業費補

助金などでございます。 

 ５６ページ、款１９繰入金、項１特別会

計繰入金、目２介護保険特別会計繰入金は、

介護保険特別会計からの繰入金でござい

ます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、６２ページの各種検診や予防

接種に係る自己負担金、生活保護費に係る

返還金及び徴収金や６４ページの高齢者

緊急通報装置利用料、高齢者日常生活支援

利用料、重度障害者医療費に係る返還金な

どでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１２

２ページ、款３民生費、項１社会福祉費、

目１社会福祉総務費は、１２４ページの地

域福祉活動支援センターに係る委託料や

社会福祉関係団体に対する補助金、広域連

合市町村負担金のほか、１２６ページの国

民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別

会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出

金などでございます。 

 同じく１２０ページ、目２老人福祉費は、

各種高齢者福祉サービスに係る委託料や、

１２８ページのシルバー人材センターに

対する補助金、高齢者民間賃貸住宅家賃助

成費などでございます。 

 同じく１２８ページ、目３国民年金総務

費及び目４国民年金事務費は、国民年金事

務に係る経常経費でございます。 

 同じく１２８ページ、目５重度障害者医

療助成費は、医療費に係る助成金などでご

ざいます。 

 同じく１２８ページ、目６障害福祉費は、

１３０ページのふれあいの里及びみきの

路に係る運営委託料や各種障害福祉サー

ビスに係る給付費などでございます。 

 １４８ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、１５０ページの電子レセ

プトシステム使用料など、目２扶助費は、

生活保護費などでございます。 

 同じく１５０ページ、款４衛生費、項１

保健衛生費、目１保健衛生総務費は、１５

２ページの保健センター管理委託料、休日

小児急病診療所管理委託料、三島救命救急

センター負担金などでございます。 

 同じく１５２ページ、目２予防費は、各

種検診、予防接種に係る委託料や１５４ペ

ージの健康せっつ２１計画策定に係る委

託料などでございます。 

 以上、保健福祉部が所管しております令

和６年度一般会計歳入歳出決算について

の補足説明とさせていただきます。 

○光好博幸委員長 説明は終わり、質疑に

入ります。 
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 質疑のある方は挙手をお願いいたしま

す。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 それでは、１７点ほど

質問させていただきます。担当課ごとにま

とめておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 まず１点目ですが、決算概要５８ページ、

自治振興課の国際交流事業について質問

いたします。 

 摂津市の国際交流協会に対する助成が

多く占めているようですが、市民レベルで

の国際交流促進とは具体的にどのような

内容で、どのような助成をしているのか、

お伺いいたします。 

 次に２点目ですが、決算概要６６ページ、

こちらも自治振興課です。 

 市民活動支援事業について質問いたし

ます。 

 市民活動団体の主体的、自主的な公益活

動を支援するとのことですが、一時保育の

実施状況について、お伺いいたします。 

 次に３点目ですが、決算概要７２ページ、

こちらは市民課に対する質問です。 

 個人番号カード交付事業についてお尋

ねします。 

 登庁いたしますと、曜日によってはマイ

ナンバーカード交付窓口が混雑している

状況が見受けられます。そこで、摂津市に

おけるマイナンバーカードの普及状況に

ついて、令和６年度の交付率をお聞かせく

ださい。 

 次に、４点目ですが、決算概要６４ペー

ジ、音楽活動推進事業のうち、音楽祭の運

営委託料について、音楽祭の目的や内容、

昨今の出場者数の推移をお聞かせくださ

い。 

 次に、５点目ですが、決算概要８０ペー

ジ、体育施設管理事業のうち、キャッシュ

レス決済に関する委託料と手数料負担金

がありますけれども、どのような取組なの

か、お聞かせください。 

 次に、６点目ですが、産業振興課に質問

です。 

 決算概要１１８ページ、米消費拡大推進

事業について御質問します。 

 今年春頃に日本全国で米不足が叫ばれ

まして、大きな国家的課題となりました。

お米は我が国の主食であり、大きな関心事

だと認識しています。摂津市は都市部の自

治体であり、また、水田を見かけることは

少ないですが、具体的にどのような取組を

実施されたのでしょうか、米消費拡大推進

事業の内容をお教えください。 

 次は、７点目ですが、決算概要１２０ペ

ージ、産業振興課の中小企業育成事業につ

いてお伺いします。 

 約４，０００の事業所がある摂津市にお

きまして、伴走型のビジネス相談所である

摂津ビジネスサポートセンターの役割は

重要であると考えています。まず、摂津ビ

ジネスサポートセンターの令和６年度の

相談実績及び相談者の傾向をお聞かせく

ださい。 

 次に、８点目ですが、同じく決算概要１

２０ページ、商工業活性化対策補助事業に

ついてお伺いいたします。 

 商工業活性化につながるイベントや、ま

た、組織強化等の取組に対する補助とあり

ますけれども、具体的にどのような取組に

対して補助を行ったのか、お教えください。 

 次は、９点目ですが、環境政策課にお伺

いします。 

 事務報告書１５５ページ、飼犬等保護管

理事業について、飼犬登録状況の報告があ

ります。摂津市は令和６年度に飼犬登録に
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係るワンストップサービスに参加してい

ますが、その効果をお伺いいたします。 

 次は、１０点目ですが、環境業務課にお

伺いします。 

 決算概要１１４ページ、ごみ減量推進事

業ですが、これまでごみの減量化を推進す

るため、様々な取組を行っていらっしゃっ

たかと思います。 

 そこで、これまでのごみ減量に向けた具

体的な取組とごみ量の推移及びリサイク

ル率の推移についてお聞かせください。 

 次は、１１点目ですが、保健福祉課にお

伺いします。 

 決算概要１０４ページ、健都イノベーシ

ョンパーク企業立地推進事業について、令

和６年度の執行率がゼロ％となっていま

すが、その理由をお伺いいたします。 

 次に、１２点目ですが、決算概要１０４

ページ、健都フェス運営等業務委託料の内

容や、令和５年度との変更点についてお伺

いいたします。 

 次は、１３点目ですが、生活支援課にお

伺いします。 

 決算概要８２ページ、生活困窮者自立支

援事業について、事務報告書１７６ページ

に、学習支援事業の実施状況の記載がござ

います。学生ボランティアの協力のもと、

生活困窮世帯や生活保護世帯の子どもを

対象として学習支援を実施とありますけ

れども、この事業内容や参加者数の近年の

動向についてお答えください。 

 次に、１４点目ですが、高齢介護課にお

伺いします。 

 決算概要８４ページ、高齢者日常生活支

援事業の高齢者移送サービス委託料につ

いてですが、どのような車両や体制で運用

されているのか、内容と実施状況について、

また、令和５年度と比較してどうだったの

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、１５点目ですが、決算概要８４ペ

ージ、ひとり暮らし高齢者等安全対策事業

の緊急通報装置設置委託料について、令和

６年度の利用者数及び緊急通報件数の実

績について、令和５年度と比較してどうだ

ったのかを教えてください。 

 次に、１６点目ですが、障害福祉課にお

伺いします。 

 決算概要８８ページ、身体障害者更生医

療事業の更生医療費がございますが、事業

としては９５．８％と高い執行率であり、

その中でも更生医療費の決算額が高額で

ありますが、その内容についてお答えくだ

さい。 

 最後に、１７点目ですが、決算概要９０

ページ、チャレンジドオフィス事業につい

てですが、備考欄に障害者を会計年度任用

職員として雇用と記載がありますが、その

内容についてお答えください。 

 以上、１回目の質問となります。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、自治

振興課に係ります御質問にお答え申し上

げます。 

 まず、質問番号１番、国際交流事業の摂

津市国際交流協会補助金の内容という点

でございます。 

 まず、摂津市国際交流協会は、市民、行

政、各種団体と連携を図りながら、摂津市

と友好都市との交流の促進を図るととも

に、市民の国際意識の高揚と市民外交の充

実、発展を図ることを目的に設立されたも

のでございます。 

 国際交流協会補助金につきましては、協

会の事務員２名の人件費のほか、協会が行

う多文化理解を促進するための国際理解

講座や日本語学習支援のボランティア養
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成講座、英語や中国語の語学教室、広報紙

発行などの各種事業に充てられておりま

す。 

 続きまして、質問番号２番、市民活動支

援事業の一時保育の内容でございます。 

 本市では、市民公益活動を行う団体や個

人を対象に、市民活動支援講座や市民活動

団体交流会を定期的に開催しております

が、子育て世代の方にも参加しやすいよう

に、会場の別室で一時保育を実施しておる

ものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、市民課に係り

ます御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号３番、マイナンバーカードの交

付率についてでございますが、本市におけ

る令和６年度末の交付率は８７．２％とな

っております。令和５年度末と比較いたし

ますと８．５ポイントの増加となっており、

およそ１０人に９人弱に対しましてマイ

ナンバーカードを交付している状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 質問番号４番、

音楽祭運営委託料についての御質問にお

答えいたします。 

 摂津音楽祭リトルカメリアコンクール

は、クラシック分野での有能な音楽家を発

掘、育成し、併せて音楽文化の発展と向上

を目指すとともに、市民がクラシック音楽

に触れる機会を提供することを目的に、ピ

アノや弦楽器、管楽器、声楽など幅広い分

野を総合審査方式によって審査するコン

クールとして実施してまいりました。 

 コンクールの出場者数は令和４年度で

６３人、令和５年度で５２人、令和６年度

で３６人でございました。 

 続きまして、質問番号５番の体育施設の

キャッシュレス決済に関する御質問にお

答えいたします。 

 これまで体育館や屋外運動場、テニスコ

ートといったスポーツ施設につきまして

は、利用申請においてインターネット上で

の予約を可能としておりましたが、予約後

の料金支払いについては窓口での現金払

いとなっておりました。近年のキャッシュ

レス決済普及に伴いまして、インターネッ

ト予約の際にオンラインによるキャッシ

ュレス決済導入を希望されるという御意

見がございましたことから、既存のシステ

ムにキャッシュレス決済機能を付加いた

しまして、令和７年２月中旬にインターネ

ット予約時においてオンラインでのクレ

ジットカードによる決済を導入したもの

でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 質問番号６番、

米消費拡大推進事業について内容を御説

明いたします。 

 これは主に市民の皆さんに実際に米作

りを体験いただきまして、米の大切さを理

解いただくことで、我が国の主食である米

の理解を深め、米の消費拡大を図る事業で

ございます。 

 具体的には、学童農業体験学習といたし

まして、小学校の授業で実際に子供たちに

向けて田植・稲刈り体験を実施しておりま

す。この田植・稲刈り体験は摂津の名物イ

ベントとして小学校に定着しております。 

 また、これ以外といたしまして、毎年１

１月に農業祭を開催しておりますが、そこ

で来場者の皆さんに抽せんでプレゼント

する米の購入費にも充てさせていただい
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ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

７番、中小企業育成事業、摂津ビジネスサ

ポートセンターについてお答えいたしま

す。 

 摂津ビジネスサポートセンターは毎週

火曜日及び木曜日に経営に関する多様な

相談に応じており、令和６年度は予約枠３

８７枠に対しまして３６４件の相談がご

ざいました。 

 ３６４件のうち、新規の方が４９件、継

続して相談されている方が３１５件であ

り、開設当初と比べまして継続相談の方の

割合が増加傾向でございます。 

 また、相談内容といたしましては、イベ

ントへの参加やクラウドファンディング

の実行、ホームページやＳＮＳの活用など

の事業継続や事業展開に関する相談が２

５７件、創業に関する相談が１０７件でご

ざいました。 

 本市は、このビジネスサポートセンター

の設置の効果もございまして、創業相談の

件数は他市に比べて多い傾向にございま

す。 

 続きまして、質問番号８番の商工業活性

化対策補助事業についてでございます。 

 この具体的な内容でございます。 

 商工業活性化対策事業補助金は、商工業

団体に対する補助で、令和６年度は、大き

く分けまして二つの取組に対して補助を

行っております。 

 一つは、商店街の街路灯に係る電気代に

対する補助で、街路灯は商業振興のためだ

けでなく、市道の安全確保にも寄与してい

ることから、一定の公共性があるものとし

て補助したものでございます。 

 もう一つは、商業活性化のイベントに対

する補助で、まちゼミ及びおしごと体験の

イベントや市内四つの商店会が時期を合

わせて１００円商店街の取組などを行う

摂津市商店街まつりに対して補助を行っ

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、９番目の

御質問でございます、飼い犬登録に係るワ

ンストップサービスに関する御質問にお

答えいたします。 

 ワンストップサービスは、動物愛護管理

法の改正により令和４年６月以降、販売に

供される犬のマイクロチップの装着が原

則義務化され、マイクロチップが装着され

た犬について、そのマイクロチップやマイ

クロチップに登録された情報に基づき狂

犬病の予防に基づく飼い犬の登録及び鑑

札の交付があったものとみなせる制度で

ございまして、本市は令和６年６月から参

加しております。 

 事務報告書には令和６年度のほかの自

治体からの転入等を除く新規飼い犬登録

数は２６３頭となっておりますが、そのう

ちワンストップサービスによるものが１

６３頭を占めております。令和５年度の登

録数が１６５頭でございましたので、犬の

飼い主が市役所窓口での飼い犬登録の手

続が不要となった利便性の向上とともに、

飼い犬の登録数の向上にも寄与している

ものと認識しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

１０番、環境業務課に係りますごみ減量に

向けた具体的な取組とごみ量の推移、リサ

イクル率の推移についてお答えいたしま
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す。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

おきまして、市町村の責務の一つとして、

一般廃棄物の減量の促進がうたわれてお

ります。 

 本市の取組といたしましては、資源とし

てダンボール、雑誌、新聞、古布、缶、ビ

ン、ペットボトル、食品トレイを分別収集

しております。また、指定ごみとして乾電

池や小型充電式電池、モバイルバッテリー

等の電池類に加え、蛍光灯などの水銀使用

製品も分別収集するほか、小型家電につき

ましては拠点回収することでリサイクル

につなげております。 

 さらに、住民団体が行う資源の集団回収

に対して助成金を交付することで、資源の

分別を促進するほか、小学４年生を対象と

したごみ減量化・環境絵画展の実施や、学

校への出前授業、リサイクル工作を通じた

環境教育等を行うなど、住民の環境意識の

向上を図ることで、ごみ減量化に努めてお

ります。 

 なお、ごみ量の推移でございますが、平

成３０年度の総処理量は２万９，７９５ト

ンでございました。それ以降、コロナ禍の

影響等もあり、多少の増減はございました

が、長期的な傾向といたしましてはごみ量

は減少傾向にあり、令和６年度の総処理量

は２万５，６２５トンとなっております。 

 また、リサイクル率でございますが、さ

きの本会議でも御答弁させていただきま

したが、令和５年度からの茨木市とのごみ

処理の広域化に伴い、焼却方式がストーカ

炉から溶融炉に変わったことにより、焼却

後に排出されるメタルやスラグが資源と

なることで、リサイクル率を大幅に押し上

げたことにより、平成３０年度は１２．

７％でしたが、令和６年度では２０．０％

となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 質問番号１１番、健

都イノベーションパーク企業立地推進事

業の執行率についての質問にお答えいた

します。 

 令和５年度に実施いたしました売却に

向けた公募につきましては、建設費の高騰

などの理由から、申込みのあった業者から

辞退届が提出され、不調となりました。令

和６年度は公募条件の見直しや業者のヒ

アリングを実施いたしましたが、新たな公

募の実施までには至らなかったため、選定

委員の報酬として確保しておりました予

算については未執行となり、執行率はゼ

ロ％となっております。 

 続きまして、質問番号１２番、健都フェ

ス運営等業務委託料の内容についてお答

えいたします。 

 健都フェスにつきましては、健都に関わ

る吹田市や国立循環器病研究センター、国

立健康・栄養研究所、健都の企業などと合

同で市民とのつながりをつくり、健都のに

ぎわいを創出するために様々なイベント

を行っております。 

 本市におきましては、健都フェスの一つ

のイベントという位置づけで、令和４年度

から毎年１１月に秋フェスｉｎ明和池公

園というイベントを行っており、健都フェ

ス運営等業務委託料はその運営費用とな

ります。 

 具体的には、市民の健康づくりのきっか

けづくりと健都のまちのにぎわいづくり

の２点を目的に実施しており、健康関連企

業による測定会などの実証事業と、キッチ

ンカーやワークショップの出店によるに

ぎわいづくりを実施しております。 
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 令和６年度の変更点といたしましては、

令和５年度は市主催で秋フェスを企画、運

営しており、摂津市商工会に委託料を支払

う形で店舗の管理をいただき、イベントを

実施しておりましたが、令和６年度は市と

摂津市商工会との共催事業という形で、健

康づくりの部分は市が、にぎわいづくりの

部分は商工会が、それぞれ担う形で役割分

担し、イベントの形態の見直しを行いまし

た。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号１３番、生

活困窮者自立支援事業の学習支援事業に

ついての御質問にお答えいたします。 

 学習支援事業は、生活困窮世帯、生活保

護世帯の子供を対象に学習支援を実施し

ているもので、安定した学習環境の下で継

続的な学習ができるよう支援し、高校への

進学、ひいては安定した就労につながるこ

とで貧困の連鎖を抑制することを目的に

実施しております。 

 他市でも企業などに委託して実施して

いるところはございますが、本市では大阪

人間科学大学の学生ボランティアに御協

力をいただきながら、直営で実施しており、

原則として週１回開催しております。 

 生徒の進学や学習習慣の定着を目的と

しておりますが、大阪人間科学大学の学生

ボランティアに協力いただく中で、家族や

学校で話しにくいことも年齢の近い大学

生のお兄さんやお姉さんにはつい本音を

漏らしたり、相談を行ったりする生徒もお

ります。 

 生徒たちの様子は、熱心に学習に取り組

む生徒もおりますが、コミュニケーション

を求めてやってきているような生徒もお

り、安心して来ることができる場所として

の機能もあると認識しております。 

 登録している生徒は、令和４年度は１０

人、令和５年度は１２人、令和６年度は１

９人で、学生ボランティアの登録者数は、

令和４年度４人、令和５年度は６人、令和

６年度は１０人と、生徒、学生ボランティ

アともに増加傾向にあり、大学生も生徒た

ちの学習支援にやりがいを感じていただ

いている様子で、今後も継続して取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１４番で

す。 

 高齢者移送サービスは、市内及び近隣市

への通院等に一人で外出することが困難

な車椅子を利用する６５歳以上の市民の

方で、基本チェックリスト該当者、または

要支援１以上の要介護認定をお持ちの方

に、月４回まで無料での移送を、シルバー

人材センターへの委託により、福祉車両４

台、運転手７名体制で実施しております。 

 令和６年度は延べ利用者数８２０人、 

延べ利用回数１，１７３回、稼働率は９

０％で、令和５年度の延べ利用者数７５９

人、延べ利用回数１，１５６回、稼働率８

９％に対して、延べ利用者数６１人、延べ

利用回数１７回、稼働率１ポイントそれぞ

れ増加している状況でございます。 

 続きまして、質問番号１５番、緊急通報

装置の令和６年度末のサービス利用者数

は、固定型１３９人、携帯型３７人の計１

７６人となっており、令和５年度の１４４

名に対して３２人増加しております。 

 また、１年間の緊急通報件数は３９０件、

緊急搬送件数３４件となっておりまして、

令和５年度の通報件数４０６件に対し１

６件減少したものの、緊急搬送件数は令和

５年度は３１件でございましたので、３件

増加しているという状況でございます。 



- 12 - 

 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 それでは、障害福

祉課に係ります２点、１６番、１７番の御

質問にお答えいたします。 

 まず、身体障害者更生医療制度事業の内

容です。 

 １８歳以上の身体障害者を対象に、障害

の軽減や機能回復を目的とする医療費の

自己負担分を軽減する公費負担医療制度

です。 

 更生医療の対象者としましては、身体障

害者の手帳所持者で、その障害を除去、軽

減する効果が期待できる治療を受けられ

る方であります。指定の医療機関で手術や

治療等を受ける場合に必要な医療費を助

成しております。 

 続きまして、質問番号１７番のチャレン

ジドオフィス事業についての御質問にお

答えさせていただきます。 

 知的障害者、精神障害者の方が市役所内

において支援員のサポートを受けながら

事務作業に従事しておりまして、その経験

を生かして一般企業等への就労を目指す

ことを目的としている事業になります。 

 支援員を配置し、事務作業員一人一人の

特性やスキルに応じて伝え方を工夫しな

がら業務の指示を行っています。 

 市役所で実際に働きながら、次の一般就

労に向けて社会のルールや就労継続のた

めの生活リズムを身につけていただいて

おります。 

 業務内容としましては、庁内の補助的な

業務を集約し、専任常駐支援員の指導、支

援の下、文書の封入、発送文書のラベル貼

り、各種データ入力、各課からの発送郵便

物の集配や各課宛の郵便物の配達、各課で

出るシュレッダーの対象となる廃棄書類

の回収などを行っております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 丁寧な御答弁ありが

とうございます。 

 それでは、２回目の質問、もしくは要望

に移らせていただきます。 

 まず最初に、自治振興課の１番目の質問

についてでございます。 

 こちらは、市民やまた行政、団体等が協

力をし合いながら市民生活の充実を図っ

て進められているということがよく分か

りました。 

 国際交流という下で、市民の方々が市内

に在住される方々と充実した交流を持た

れること、またお住まいである外国の方が、

その文化に飛び込むことは非常に有意義

だと思いますので、続けていただけるよう

に要望とさせていただきます。 

 ２番目の質問についてでございますが、

世代を問わず幅広く御意見をヒアリング

しようとされていることは承知いたしま

した。 

 それでは、実際どのくらい利用があるの

か、お伺いいたします。 

 次に、市民課に移ります。 

 ３番目の質問についてでございますが、

令和６年度の交付率が８７．２％であると

お聞かせいただきました。これだけの交付

率であると、多くの方がカードを所持して

いる状況であると思われます。ただ、マイ

ナンバーカードの有効期限は、カード自体

が１０年であり、附随する電子証明書は５

年の有効期限ということもありますので、

今後多くの市民の方々が更新手続に来庁

されると思われます。申請手続における窓

口混雑を緩和するために、令和４年２月か

ら窓口から離席されても、順番が近づくと
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お知らせ通知が発信される窓口案内シス

テムを導入されるなど、工夫をされている

ことは承知しておりますが、今後、申請や

更新のピークはいつ頃になると想定され

ているのか、お聞かせください。 

 また、マイナンバーカード申請時に、摂

津市が御好意でされているとは承知して

おりますけれども、撮影していただいた写

真に汚れがあったようでして、申請のやり

直しをする必要があったというお声も市

民の方から伺っております。そういうこと

が生じないような取組についてどうお考

えかも併せてお聞かせください。 

 次に、文化スポーツ課です。 

４番目の質問についてでございますが、

令和７年度予算書には当該委託料は計上

されていないことから、令和６年度を最後

に実施されていないと推察しております。

事業を終了した理由をお聞かせください。 

 ５番目の質問についてでございますが、

決算ベースで、特に決済手数料負担金の執

行率が非常に低いように思いますけれど

も、利用件数はどのようになっているのか、

お聞かせください。 

 次に、産業振興課の農政係です。 

 ６番目の質問についてでございますが、

子供たちに米作りを体験してもらい、主食

である米の大切さに触れることで、米の消

費拡大を図る取組であることがよく理解

できました。 

 御答弁の中でおっしゃいました学童農

業体験学習に大変興味を持ちましたが、こ

れは具体的にどのようなものでしょうか、

また、この御時世、ましてや都会育ちの摂

津の子供たちにとっては、田んぼで農作業

などやったことがないとも思われます。こ

の学童農業体験学習の詳細と、実際に体験

した子供たちの感想などもございました

ら、含めて御答弁をお願いいたします。 

 次に、産業振興課です。 

 ７番目の質問についてでございますが、 

中小企業育成事業についてです。 

 摂津ビジネスサポートセンターでは、創

業に関する相談も多いですけれども、本市

の創業支援の体制をどのように捉えてい

るのか、お聞かせてください。 

 ８番目の質問についてでございますが、

商工業活性化対策補助事業についての質

問です。 

 商業活性化のイベントの補助内容につ

いて、内訳を教えてください。 

 次に、環境政策課です。 

９番目の質問についてでございますが、

ワンストップサービスへの参加によって

飼い犬登録数が増加したとのことですけ

れども、狂犬病予防注射の接種率の推移と

接種率向上に向けてどのように取り組ま

れたのか、お聞かせください。 

 次に、環境業務課です。 

 １０番目の質問についてでございます

が、ごみの減量推進事業についてです。 

 先ほどの御答弁で、ごみの分別を行い、

様々な施策に取り組んでいらっしゃるこ

とが分かりました。その結果として、ごみ

の量の減少につながったものではないか

と感じております。 

 その中で、蛍光灯などの水銀使用製品の

分別を行っているとの御答弁がございま

したが、水銀使用製品の分別収集における

これまでの傾向と現状について教えてく

ださい。 

 次に、保健福祉課です。 

 １１番目の質問についてでございます

が、改めて実施する公募の準備をされてい

たということですけれども、現状と今後の

展開について教えてください。 
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 １２番目の質問についてでございます

が、健都フェスや秋フェスの内容につきま

しては理解しました。参加者数や実証事業

の内容について教えてください。 

 次に、生活支援課です。 

１３番目の質問についてでございます

が、学習支援事業について、学習だけでは

なくて、大学生とのコミュニケーションが

図られたり、安心してそこに行くことがで

きる居場所としての役割があることも理

解できました。未来のある子供たちが実際

に高校への進学をはじめ、今後安定した就

労につながり、貧困の連鎖の抑制につなげ

ていただきたいと思っております。家庭環

境や経済の状況に左右されることなく、希

望する子供たちにはその能力を伸ばして

いく、その可能性を伸ばしていけるよう取

り組んでいただくことを要望とさせてい

ただきます。 

 次に、高齢介護課です。 

１４番目の質問についてでございます

が、高齢者移送サービスの稼働率は非常に

高いと理解しました。高齢化が進む中、当

該サービスは高齢者の外出手段として重

要なものであり、需要がさらに増加してい

くと考えます。 

 そのような中、利用者の利用目的や予約

の状況等はどのようになっているのか、把

握されているものがあれば教えてくださ

い。 

 １５番目の質問についてでございます

が、緊急通報装置の役割は高齢化が進む状

況におきまして、ますます重要となってき

ています。近年、７５歳以上の後期高齢者

の割合が増加する中で、一人暮らし高齢者

などの安全を確保することが社会全体の

課題ともなっていると認識しています。 

 そのような背景の中、緊急通報装置は、

高齢者が日常生活を安心して送るための

支えとなるだけでなく、地域社会の見守り

体制を強化する手段として、今後もより多

くの方に利用してもらうことが重要と考

えますが、制度の周知についてはどのよう

に取り組んでいらっしゃるのか、教えてく

ださい。 

 次に、障害福祉課です。 

 １６番目の質問についてでございます

が、医療費の自己負担分を軽減するとのこ

とですけれども、自己負担がどのようにな

っているのか、また、令和６年度において

どのような方が該当として多かったのか、

また人数を教えてください。 

 １７番目の質問についてでございます

が、令和６年度の所属人数と障害の種別を

お答えください。 

 また、先ほど一般企業等への就労を目指

すことを目的としているとのことでした

けれども、実績はどのようなのか、教えて

ください。 

 以上、２回目の質問及び要望を終わりま

す。 

○光好博幸委員長 要望２件と質問１５

件です。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号２番、一時保育の実際の利用状況とい

うお問いでございます。 

 令和６年度は、市民活動支援講座を年２

回、市民活動団体交流会を年７回実施いた

しましたが、そのうち一時保育の利用があ

ったのは講座で１回、交流会で２回あり、

延べ５人のお子さんの一時保育を実施い

たしました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、質問番号３番、
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マイナンバーカードの申請や更新のピー

ク等についてでございます。 

 令和７年９月末時点での交付率は９３．

７％となっておりまして、新規申請のピー

クは過ぎておりますけれども、５年ごとの

電子証明書の更新での来庁手続は必要と

なっております。 

 令和２年度から４年度にかけまして、マ

イナポイント事業が実施されたことに伴

いまして、その時期のマイナンバーカード

交付枚数は急上昇をしておりますので、そ

こから５年前後の令和６年度から５年程

度が電子証明書の更新のピークであると

想定をしております。 

 また、マイナンバーカードは発行日から

１０回目の誕生日までが有効期限となっ

ておりまして、令和８年１月には制度開始

から１０年目に到達することや、マイナン

バーカードを所有されている方につきま

しては、他市からの転入時に券面の住所書

換えも必要となってまいりますので、来庁

者が多い状況は５年と言わず、当面の間継

続すると見込んでおります。 

 また、カード申請時の写真不具合につい

てでございますけれども、撮影後の写真を

御本人様に確認いただくとともに、撮影時

にカメラレンズに汚れがないかや、撮影デ

ータを拡大し、不具合がないかを確認する

ように徹底してまいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号４番、音楽祭に関する２回目の御質問

にお答えいたします。 

 委員御質問のとおり、コンクール形式で

の実施は令和６年度の第３８回を最後の

開催としております。これまで摂津音楽祭

を続けてきた中で、他の地域においても

様々な音楽コンクールが始められ、一定の

出場者を集めておられます。若手音楽家の

発掘、育成を目的に開催いたしました本市

のコンクールにつきましては、当初から総

合審査によるコンクールとして実施いた

しまして、これまでいろいろな分野で多く

の受賞者を輩出してまいりました。 

 様々な成果がある中一例を挙げますと、

先日閉幕いたしました大阪・関西万博のス

テージイベントにおいて、過去に摂津音楽

祭で受賞された摂津市民の方２組に演奏

を披露していただく機会を設けることが

でき、当初の目的を達成したものと考えて

おります。 

 今後は、コンクールを柱にするのではな

く、文化ホールにおいて実施されるクラシ

ックコンサートなど、音楽鑑賞の機会充実

といった観点で事業内容の見直しを図っ

たものでございます。 

 それから、質問番号５番目のキャッシュ

レス決済に関する２回目の御質問でござ

います。 

 令和６年度の予算編成におきまして、下

半期での導入で一定の利用を見込んでお

りましたけれども、利用開始が令和７年２

月中旬となりました。 

 オンラインでのキャッシュレス決済の

事業件数でございますが、月の途中で導入

いたしました２月で１５件、３月で９４件

でございました。３月１か月だけの集計で

ございますと、利用料支払い総数が１，６

５４件のうちキャッシュレス決済が９４

件で、率としては約５％でございました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 では、質問番号

６番の２回目の御質問にお答えいたしま

す。 
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 学童農業体験学習の詳しい内容でござ

います。 

 これは市内の全ての小学５年生の授業

に取り入れているもので、具体的には５月

頃の田植体験、１０月頃の稲刈り体験、ま

た、３学期には農家の方が直接授業、教室

に入りまして、米作りの裏話も含めました

講話という形の３部構成になっておりま

す。 

 とりわけ５月の田植体験が子供たちに

とりまして一番人気のある授業でござい

まして、実際に水を張った水田に子供たち

が入りまして、膝まで水に浸かりながら稲

を実際に手で植えております。手足がどろ

どろになりながらも、またクラスで数名転

倒して尻餅をついたり、頭から田んぼには

まるお子さんもおられるんですけれども、

皆さん楽しそうに夢中になって田植をす

る姿がもう大変印象的な授業でございま

す。 

 この授業が終わりましても子供たちは

ずっと田んぼから出てこないほど本当に

夢中になって田植に取り組んでおります。 

 また、後日、子供たちから田植体験の感

想文をいただくんですけれども、その文面

を読みましても、田んぼで子供たちがした

体験がどれほど物珍しくて楽しかったか、

貴重な体験であったかというのがうかが

い知れるものでございました。 

 これからも我々といたしましては水田

の所有者の皆さんの御協力を得ながら、こ

の授業は続けてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

７番の本市の創業支援の体制でございま

す。 

 本市が設置いたします創業に関する相

談窓口は、創業サポート総合相談窓口でご

ざいます摂津市商工会及び摂津ビジネス

サポートセンターでございます。 

 令和６年度の創業相談の件数は全部で

１３３件ございまして、そのうち１０７件

がビジネスサポートセンターでの相談で

した。 

 創業された後も継続してビジネスサポ

ートセンターで支援しているケースも多

く、それがビジネスサポートセンターの継

続相談の件数が多い理由でもございます。

事業の創業から継続、定着までを一体的に

伴走支援している結果であると捉えてお

ります。 

 続きまして、質問番号８番の商業活性化

イベント補助の内訳についてでございま

す。 

 商店の方が講師となり、講座や体験を通

して独自の専門知識をお客様に伝えるま

ちゼミ及びお仕事体験を夏と冬で２回実

施され、合わせて１０万１，０００円を補

助しております。 

 また、摂津市商店連合会として四つの商

店会が協力しまして開催されました摂津

市商店街まつりに１３万６，０００円の補

助を行うとともに、その四つの商店会のう

ちの二つの商店会で行われました１００

円商店街という取組に１１万８，０００円、

一つの商店会で行われましたスタンプラ

リーに８万５，０００円を補助いたしまし

て、合計で４４万円の補助を行っておりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、９番目の

質問にお答えいたします。 

 まず、狂犬病予防注射の接種率につきま
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しては、令和６年度は６９．７％でござい

ました。令和５年度は７１．２％でござい

ましたので１．５ポイント減少した結果と

なっております。 

 接種率は減少となりましたが、接種頭数

は令和５年度より６９頭増加し、また、令

和６年度の大阪府下平均の６１．３％は超

えている状況でございます。 

 次に、接種率向上の取組といたしまして

は、飼い主の方に対して集合注射の御案内

を３月下旬に発送し、未接種の犬の飼い主

の方に対しては、８月に再接種の勧奨も実

施いたしております。また、高齢の犬の飼

い主に生存確認の調査を実施しており、対

象の犬の年齢も平成３０年は２０歳を超

える犬を対象としておりましたが、その範

囲を年々拡大し、令和６年度においては１

６歳を超える犬を対象に調査を実施して

おります。 

 集合注射の日数につきましても令和３

年度に４日から５日に日数を１日増やし

て対応している次第でございます。 

 そのほか、市広報、自治会回覧といった

啓発、３年以上未接種の飼い主に訪問接種

勧奨などを行っております。 

 今後も国内で狂犬病を発生させないた

めにも、接種率向上に向けた取組を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

１０番、水銀使用製品に係ります御質問に

お答えいたします。 

 水銀使用製品につきましては、水銀汚染

防止法の制定や、水銀に関する水俣条約の

発効など、国の動きを受け、本市といたし

ましても水銀が環境に与えるリスクの軽

減のため、平成３０年１０月より分別収集

を開始したものでございます。 

 分別収集を始める以前から、水銀含有電

池につきましては分別収集を行っており

ましたが、それに加え、水銀が使用されて

いる体温計や血圧計、温度計、蛍光灯につ

いても分別収集を行うことで、現在は電池

以外の水銀使用製品について毎年約４ト

ン程度を収集し、リサイクルしております。 

 今後の水銀使用製品の収集量でござい

ますが、令和９年末で蛍光灯の製造及び輸

出入が禁止されることとなっているため、

照明器具の買替え需要が想定されること

から、一時的な排出量の増加はあるものの、

段階的に減少するものと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 質問番号１１番、健

都イノベーションパーク企業誘致の現状

と今後の展開についての質問にお答えさ

せていただきます。 

 健康・医療のまちづくりという健都のコ

ンセプトに合致する事業者に対して売却

を行う方針の下で、令和６年度と７年度の

上半期で公募の条件等の検討及び公募要

項の見直しが一定終わりましたので、摂津

市健都イノベーションパーク立地企業等

選定委員会を経て、１１月中の公募の開始

を目指して準備を進めているところでご

ざいます。 

 公募開始後は、令和８年３月に第２回摂

津市健都イノベーションパーク立地企業

等選定委員会を開催し、事業者の提案を採

点、優先交渉権者を決定し、本契約に向け

て手続を進めていく予定としております。 

 続きまして、質問番号１２番、健都フェ

スの参加人数や実証事業の内容につきま

してお答えいたします。 

 令和６年度は１１月１７日に健都フェ
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スとして一斉にイベントを開催し、延べ２

万３，４７５人の方が参加し、健都全体を

盛り上げる大規模なイベントになりまし

た。 

 本市が主催しました秋フェスｉｎ明和

池公園への参加者数は５，０９６人で、子

育て世代から高齢の方まで幅広い年齢層

の方に参加いただいております。 

 実証事業につきましては保険会社によ

る血管年齢測定を実施いたしまして、３２

７名の方に参加いただきました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１４番で

ございます。 

 高齢者移送サービスの利用目的につき

ましては、利用者の大半が市外への病院利

用となっております。 

 予約状況は市外病院の利用ということ

もあり、車両１台当たりの回転率の低下、

また、予約を当日キャンセルされる方も増

加している傾向にございまして、予約をお

断りする件数が１３０件と令和５年度の

７９件に対して５１件増加している状況

にございます。 

 このような状況も踏まえまして、現在予

約方法の見直しなど、シルバー人材センタ

ーとも協議を行っているところでござい

ます。 

 続きまして、質問番号１５番、緊急通報

装置の周知につきましては、高齢者のため

の福祉サービスをまとめた冊子への掲載

や、高齢介護課窓口、市民への案内チラシ

等の配布のほか、民生児童委員やライフサ

ポーターなどにより、幅広く周知を行って

いただいております。 

 また、他市の居宅介護支援事業所等を利

用されている高齢者が多数おられること

も考慮いたしまして、介護保険事業者連絡

会主催のケアマネジャーを対象とした資

質向上法定外研修の場をお借りして、市内

にとどまらず他市のケアマネジャーに対

する制度周知にも取り組んでいるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 それでは、１６番、

１７番の２回目の御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、１６番目の更生医療の自己負担で

すが、更生医療に対する医療費助成制度を

利用すると、認定を受けた指定医療機関に

おいて、医療費の自己負担割合が１割に軽

減されます。さらに、世帯の所得に応じて

自己負担上限額が定められており、１割の

金額と上限額のいずれか低いほうが自己

負担額となります。 

 人数につきましては、腎臓の内部障害に

対しての給付が一番多い状況であり、令和

６年度では入院の腎臓関連が決定支給人

員としては２９人、医療費負担額は１，９

７１万２，３３０円、入院外の腎臓関連が

７５人の支給人員に対して、医療費の負担

額が１億２，５２７万７，８６７円であり

ます。 

 続きまして、１７番目のチャレンジドオ

フィスの人数と障害の種別についての御

質問についてお答えさせていただきます。 

 支援員については１名、事務作業員につ

いては、知的障害者が５名、精神障害者が

１名であり、年度途中で退職された方、途

中採用された方もおられました。 

 チャレンジドオフィスの事務作業員に

ついては、最長３年間の任用期間であり、

令和６年度に３年目を迎えられた方は６

名のうち４名であり、全員障害者枠の一般
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就労につなげられておることから、就労先

につなげることの一定の成果を出せたと

考えております。 

 今後もこのオフィスでの就労を通じて、

個々のスキルアップを行い、社会のルール

や生活リズムを確実に身につけて、一般企

業への就労を目指していただけるよう取

り組んでまいります。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 御答弁ありがとうご

ざいます。 

 それでは、３回目、質問及び要望をさせ

ていただきます。 

 ２番目の自治振興課に係る質問ですが、

これは要望とさせていただきます。一時保

育についてですが、５名の実績があったと

いうことでして、いろんな活動をされてい

く中で小さなお子様がいらっしゃる方は、

活動に関してお子様をどこに預けていい

のかが分からないとか、何か活動の障壁に

ならないようにそのようなサービスを展

開されていることを非常にすばらしいな

と思います。今後も小さなお子様がいらっ

しゃる方もそれに左右されることなくい

ろんな活動ができるように支援をしてい

ただけたらと思いまして要望とさせてい

ただきます。 

 ３番目の市民課に係る質問ですが、マイ

ナンバーカードの件です。マイナンバーカ

ードの手続での来庁者のピークは続くと

いう御答弁でした。健康保険証との一体化

を皮切りに、運転免許証との一体化など、

マイナンバーカードを利用した住民サー

ビスが、今後さらに拡大していくことが見

込まれています。窓口での交付業務は、大

変だと思いますけれども、今後様々なサー

ビスを摂津市民が受けることができるよ

う、また、市民の方がお困りにならないよ

う対応をお願いしまして、この質問を終わ

らせていただきます。要望とさせていただ

きます。 

 ４番目の文化スポーツ課に係る質問で

すが、要望とさせていただきます。 

昨日が文化の日ということもありまし

て、非常にすばらしい市民芸能文化祭を体

験させていただきました。一時的ですが摂

津市の財政状況が厳しい中でも、市民の方

の生活に彩りを加えるという点では、こう

いう文化や、また芸術を実際に体験する、

また、自分たちが何かを表現するというこ

とは非常にすばらしいことだと思います。

いろいろ補助金に多く頼らないといけな

いところもあるかもしれないんですけれ

ども、そこはまた関連の方々といろいろ工

夫を重ねながら、この活動を続けていって

いただけたらなと思いまして要望とさせ

ていただきます。 

 ５番目の質問ですが、こちらも要望とさ

せていただきます。体育施設のキャッシュ

レスについてですが、予約後の料金支払い

について、せっかくインターネットで予約

をしても、実際には窓口で現金を支払わな

いといけないことは、今の時流には不便さ

も残ると思います。例えばＱＲコード決済

や、クレジットカードだけではなくて、い

ろいろな電子サービスがありますので、そ

れらを活用しながら市民の利便性向上の

ために、体育施設の使用率向上に向けてい

ろいろと取り組んでいただきたく、要望と

させていただきます。 

 ６番目の産業振興課の農政係に係る質

問です。 

 子供たちが非常に楽しんでいらっしゃ

る様子を御答弁いただき、ありがとうござ

います。私も実際に別の市で、米作りを体
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験させていただいたことがあります。教科

書、机上で学ぶだけではなくて、実際に自

分が体験をして、田んぼの中の土のぬかる

みとか、どうやったら足がとられてしまう

とか、そういうことを体でも体験しながら、

そして文字でも勉強し、五感を使って学ぶ

ということは非常に有意義な学習だと感

じております。 

 また、日本の全体的な傾向として、農業

の後継者不足も挙げられています。この学

習を通じて農業にも興味を持ち、自分でも

また作物をつくっていきたいというよう

なお子様が増えていくことも願っており

ます。 

 いろんなことを体験する支援として非

常に重要だと思いますので、いろいろな調

整があり大変かと思いますけれども、今後

も進めていただきますよう、私も応援させ

ていただき、要望とさせていただきます。 

 ７番目の産業振興課に係る質問ですが、

こちらも要望とさせていただきます。中小

企業の育成事業について、個人から創業し

て、そしてそれを軌道に乗せていくのは非

常に不安もある中で、摂津市の支援や商工

会の支援がありますが、最初だけではなく

て、伴走型の支援としていただきたいです。

創業してから５年は支援がありますけれ

ども、その後も切ることなくずっと一緒に

走っていくというのは、創業者にとっても

非常に心強い取組だと私は感じます。お子

様が自転車に乗るときでも最初は補助輪

をつけていて少しずつ外していき、後ろか

ら保護者の方が押しながら、大丈夫よ、大

丈夫よと言いながら、実際振り返ったらも

うお母さん、お父さんはいなかった。でも

自分で走ることができたというようなこ

とと似ている部分もあると思いますので、

過剰な支援というのは、お金を稼ぐという

性質がら好ましくないかもしれないけれ

ども、うまく軌道に乗るまでの間に必要な

支援が市として、また商工会としてできる

ように進めていっていただきたいと要望

とさせていただきます。 

 ８番目の質問でございますが、こちらも

要望とさせていただきます。商工業活性化

につながるイベント等の取組に補助金も

活用されていること、認識いたしました。 

 商店の方が講師となって、まちゼミとか、

また、おしごと体験をされて、商店街の活

性化にもつなげるように四つの商店街が

合同で取り組まれていることも非常にい

い傾向だなと思います。世界陸上でも選手

たちが日本のアニメや、人気キャラクター

のポーズを多数されていたことをテレビ

でも拝見いたしました。国の期待を背負っ

て陸上の選手が日本のアニメのポーズを

取ってこれから本気を出して頑張るとい

うような傾向は、私は日本全体のサブカル

チャーが世界にも認められていると感じ

ております。そのような世界の動きと合わ

せて、商店街や摂津市のいろいろな場所が

聖地となり、多くの方が、摂津市に来てく

ださり、それからさらに居住される方が増

えることは大変望ましいです。摂津市の魅

力を商店街、そして、今世界が注目してい

るサブカルチャーを通じて発信できるこ

とは非常にすばらしいと思いますので、詳

しくはまた次の一般質問でも触れさせて

いただきますが、ぜひ商工会と関連の方と

手を取って進めていっていただきたいと

要望とさせていただきます。 

 ９番目の環境政策課に係る質問でござ

いますが、要望とさせていただきます。飼

い犬登録及び狂犬病の予防注射の取組に

ついてお聞きしました。狂犬病は日本国内

では６０年以上発生はございませんが、発
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生すると有効な治療方法がなく、ほぼ１０

０％死に至る恐ろしい病だと認識してお

ります。今後も狂犬病を発生させないため

にも、予防注射の接種率向上の取組を続け

ていただきますよう要望とさせていただ

きます。 

 １０番目の質問でございますが、こちら

も要望とさせていただきます。水銀使用製

品は当面の間使用されると思われますの

で、水銀による環境に与えるリスクを低減

させるためにも確実な回収を要望いたし

ます。自治体によってはまだ燃えないごみ

と一緒に出しています。その中で摂津市は

平成３０年度からリサイクルに取り組み、

市民の安全や生活を守ってこられたとい

うことをこれからも続けていっていただ

きたいと思います。重ねますが、確実な回

収を要望といたします。 

 １１番目保健福祉課に係る質問ですが、

こちらも要望とさせていただきます。健都

イノベーションパーク企業立地推進事業

についてです。 

 売却に向けて具体的に動いているとい

うことは理解いたしました。現在のように

空き地のままでは何も生み出さないので、

なるべく早く周辺の方の理解を求めなが

らではございますけれども、売却に向けて

動いていただきたいと思います。 

 ただ、市の所有地は市民の財産でもある

ということを意識した上で、地元の方々の

理解を得ながら市民にとって有益である

事業者を選定し、健都のコンセプトにもき

ちんと合っている事業者を選定して事業

を進めていくことを要望しておきます。 

 １２番目の質問ですが、こちらも要望と

させていただきます。非常に多くの様々な

世代の方に参加いただいているイベント

であることは理解いたしました。まちのに

ぎわいづくりと健康増進をコラボしたイ

ベントという視点は非常に面白い取組だ

と思っております。今年度も今月開催され

ると聞いておりますが、今後も市民の健康

意識の向上のためにいろいろな仕掛けを

考えて盛り上げていっていただきたく、要

望とさせていただきます。 

 １４番目の高齢介護課に係る質問です

が、要望とさせていただきます。 

 重ねてになりますけれども、高齢化が進

む中、高齢者移送サービスは高齢者の外出

手段として重要なものであると考えてい

ます。できる限り多くの方が利用できるサ

ービスにしていただくとともに、移動手段

の確保に当たっては、誰もが使いやすい環

境を整備するために公共交通と福祉サー

ビスの役割分担と相互補完の強化に努め

ていただきますよう、要望させていただき

ます。 

 １５番目の質問でございますが、こちら

も要望とさせていただきます。ひとり暮ら

しの高齢者の安全対策事業についてです。 

 技術革新によりまして、近年では通報装

置がＡＩや通信技術と連携することでよ

り高い精度で緊急状況を察知、検知し、迅

速な対応を可能にすることができるよう

になってきています。高齢者が安心して在

宅で暮らすことができる環境づくりに効

果的に取り組めるよう、デジタル技術の研

究も進めていただきますよう、重ねてお願

いしておきたいと思います。 

 １６番目の障害福祉課に係る質問です。

身体障害者の方の更生医療制度事業のこ

とですけれども、どの障害をお持ちの方が

多いかと、医療費負担額については理解い

たしました。この医療費についての国、ま

た大阪府からの負担金についてはどのよ

うになっているのか、教えていただけます
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でしょうか。 

 １７番目の質問ですが、こちらは要望と

させていただきます。 

 本市の中で障害をお持ちの方の有無に

かかわらず、一緒になって協働で頑張って

いらっしゃるということはよく認識いた

しました。また、一般就労を推進するため

に様々な努力をされていることも認識い

たしました。チャレンジドオフィスでほか

の課からいただいたお仕事を持つだけで

はなく、実験的な要素も含まれるかもしれ

ませんが、少しずつ月に１回でも、１週間

に１回でも構いませんので、就労に来られ

ている方々が、他課で１日だけでも一緒に

皆さんと働くような、そういう仕事だけじ

ゃなくて人間関係としても交流を持てる

ようなことになれば、さらに健常者の方も

障害をお持ちの方もそういうことにとら

われることなく非常にいい空気、いい循環

が生まれるのではないかと思います。実施

に向けてのハードルは高いかもしれませ

んが、取り組んでいっていただきたいと思

い、要望させていただきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 質問１点です。 

 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

障害福祉に関わります３回目の御質問に

お答えさせていただきます。 

 更生医療についてですが、国の国庫負担

金として２分の１、府負担金として４分の

１となっております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。医療機関で手術や治療等を受け、障害

の軽減や機能回復になることができる治

療を受けることについて、公的医療費があ

ることは安心できることだと思われます。 

 今後もこの障害サービスについて、該当

される方について周知いただけることを

要望といたします。 

 これで私からの質問及び要望は終わら

せていただきます。 

○光好博幸委員長 光田委員の質問は終

わりました。 

 ほかに質疑はございますか。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 それでは、１６点御質問

させていただきます。担当課ごとにまとめ

ておりますので、どうぞお願いいたします。 

 まず、１点目、決算概要の６２ページに

あります自治振興課の中で、摂津まつり振

興会補助事業と記載されております。 

 まず確認ですが、この摂津まつり振興会

とはどのような団体なのか、構成や役割に

ついてお聞かせ願います。 

 ２点目、決算概要６６ページにあります、

自治振興課の中で、市民活動情報共有サイ

トの運営に関してお伺いいたします。 

 決算概要に市民活動情報共有サイト運

営として業務委託料の計上がありますが、

これはどのような内容の事業でしょうか、

具体的にどのような目的で、どのような形

で運営されているのか、お聞かせください。 

 ３点目、決算概要７０ページ、市民課の

証明書交付等事業についてお尋ねいたし

ます。 

 マイナンバーカード制度が始まってお

よそ１０年が経過し、マイナンバーカード

の普及してきたことかと思われます。マイ

ナンバーカードを利用したコンビニ交付

は、市役所に来庁する必要はなく、自宅近

くのコンビニエンスストアで住民票など

が取得でき、非常に便利であると感じてい

ますが、摂津市における令和６年度のコン
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ビニ交付の利用状況についてお聞かせく

ださい。 

 ４点目、決算概要６４ページ、文化スポ

ーツ課の全国大会等出場激励金について

お伺いします。 

 まず、この全国大会等とは具体的にどの

ような種目やジャンルが対象となってい

るのか、教えてください。 

 また、令和６年度はどのくらいの申請件

数、人数への交付があったのかについても

お伺いいたします。 

 ５点目、産業振興課の事業者支援制度の

周知についてお伺いいたします。 

 市内には、およそ４，０００もの事業所

があり、日々様々な課題や支障を抱えなが

ら事業運営を行っておられます。そうした

事業所に対し、市では様々な支援制度を設

けておられますが、これらの制度について

どのような方法で周知を行っているのか、

お伺いいたします。 

 ６点目、決算概要１１６ページから１１

８ページにかけて、産業振興課の所管で、

農業委員会運営事業であったり、農業団体

育成事業など、農業に関する事業が掲載さ

れております。事業の具体的な決算状況を

お聞きする前に、まず１回目の質問として、

本市の農業全般がどのようなものなのか、

概要をお聞かせ願います。 

 ７点目、決算概要１１０ページ、環境政

策課の温暖化対策事業についてお伺いい

たします。 

 省エネ住宅支援補助金についてですが、

予算額１，０００万円に対し決算額は約５

２５万円と半分程度の執行にとどまって

おります。その申請件数及び補助対象件数

の状況についてお聞かせください。 

 また、利用が伸びなかった要因について

もお伺いいたします。 

 ８点目、決算概要１１４ページ、環境業

務課のごみ収集処理事業の広域廃棄物埋

立処分場整備委託料についてお伺いいた

します。 

 この委託料の内容について、具体的にど

のような業務を委託されたのか、お聞かせ

ください。 

 ９点目、決算概要１０６ページ、保健福

祉課の歯科健康診査事業についてお伺い

いたします。 

 令和５年度と比べて決算額が約７０万

円ほど増加しておりますが、その要因につ

いてお聞かせ願います。 

 １０点目、決算概要１０６ページ、保健

福祉課のまちごとフィットネスヘルシー

タウン事業についてお伺いいたします。 

 令和６年度に新たにウォーキングイベ

ント委託料が執行されておりますが、その

内容についてお聞かせ願います。 

 １１点目、決算概要８２ページ、生活支

援課の生活困窮者自立支援事業について

お伺いいたします。 

 事務報告書１７５ページに、生活困窮者

自立相談の項目があり、新規相談件数が２

３９件と記載されております。直近の相談

件数と相談があった方に対してどのよう

な支援を行っているのか、お教えください。 

 １２点目、決算概要１０４ページ、生活

支援課の生活保護事業についてお伺いい

たします。 

 まず、生活保護の受給世帯数及び人数の

推移についてお聞かせ願います。 

 １３点目、決算概要８４ページ、高齢介

護課のひとり暮らし高齢者等安全対策事

業についてお伺いいたします。 

 ライフサポーター業務委託料について、

どのような体制でどの程度訪問されてい

るのか、お教え願います。 
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 １４点目、決算概要８６ページ、高齢介

護課の介護予防・ふれあい事業についてお

伺いいたします。 

 地域福祉活動支援委託料について、内容

と令和６年度の実績についてお聞かせ願

います。 

 １５点目、決算概要８８ページ、障害福

祉課の介護給付・訓練等給付事業の障害福

祉サービス費等給付費についてお伺いい

たします。 

 決算額は約２２億４，７００万円であり、

また令和５年度の執行額と比較すると約

２億５，０００万円の増額で１２．５％の

増額となっております。そのサービス内容

と要因をお聞かせ願います。 

 １６点目、決算概要９０ページ、軽度難

聴児補聴器交付事業についてお伺いいた

します。 

 先日の委員会で、加齢性難聴者の補聴器

購入の助成を求める請願がありました。高

齢者だけではなく、子供の耳の聞こえが悪

いかなと不安に思われる親御さんもおら

れることと思います。この軽度難聴児補聴

器交付事業について、まず事業内容をお聞

かせください。 

 また、対象者はどのような場合に該当す

るのかもお教え願います。 

 以上、１回目の質問です。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、摂津まつり振興会についての御

質問にお答え申し上げます。 

 まず、摂津まつりは、広く市民に憩いと

安らぎを与え、ふるさと意識を醸成し、市

民相互の交流とふれあいを図ることを目

的に市民まつりとして実施されておりま

す。 

 摂津まつり振興会は、その摂津まつりを

主催する実行委員会形式の任意団体で、市

をはじめ、自治連合会や商工会、青年会議

所、防犯協会などの団体で構成されており

ます。 

 質問番号２番、市民活動支援事業の市民

活動情報共有サイト運営等業務委託料の

内容についてでございます。 

 これは摂津市イベントナビの運営等の

委託料でございます。摂津市イベントナビ

は、市内等で開催されるイベント情報を集

約して掲載することができる専用サイト

でございます。 

 市民活動団体等が行うイベント情報を

掲載することで、団体等の活動内容を広く

市民に知ってもらうとともに、イベント等

への参加の促進を図り、地域の活性化につ

なげていくことを目的としております。令

和６年１月からサイトの運営を開始して

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、市民課に係り

ます御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号３番の証明書交付等事業にお

けるコンビニ交付の状況でございますが、

コンビニ交付は市民課業務におきまして

は、住民票、印鑑証明、戸籍、戸籍附票の

４種類が取得可能となっております。 

 市民課窓口も含めました全体の証明書

交付数のうち、コンビニ交付が占める割合

でございますが、令和６年度は３１．３％

となりまして、前年度より４ポイント増加

しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 質問番号４番

の全国大会等出場激励金に関する御質問

にお答えいたします。 
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 こちらは、摂津市民を対象にいたしまし

て、文化芸術やスポーツにおいて全国大会

や、世界大会に出場された方々の活動を支

援する目的で一定額の激励金を交付する

ものでございます。 

 令和６年度におきましては３８件の申

請がありまして、令和６年度は全てスポー

ツ関連になりますけれども、種目の内訳と

いたしまして、主なもので少林寺拳法、ゴ

ルフ、スケートボード、アイスホッケー、

チアダンス、キンボールなど、非常に多岐

にわたる種目で多くの市民の方々が活躍

しておられます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

５番の事業者支援制度の周知方法につい

てお答えさせていただきます。 

 まず、基本的に市のホームページや広報

紙などの媒体で周知を行っております。 

 そのほか事業者支援制度などを記載し

ました冊子、便利帳というのを作成してお

りまして、市役所をはじめ、商工会、摂津

ビジネスサポートセンターや各展示会な

どで配布しております。 

 また、新規で取り組む事業などにつきま

しては、約１，９００の会員数を持つ摂津

市商工会に依頼をいたしまして、隔月で発

行されています会報でも周知に協力して

いただいております。 

 加えまして、令和６年度につきましては、

産業振興アクションプラン策定に当たり

まして事業所ニーズ調査を市内２，４４８

事業所に対して行っておりまして、その調

査票とともに摂津市の事業者向け制度の

紹介チラシを同封して送付いたしており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 質問番号６番

でございます、摂津市の農業全般の概要と

いう御質問でございます。 

 国の統計データであります農業センサ

スからの数字ですが、本市の令和６年度末

の農地面積は約４２ヘクタールで、農家の

件数は１６１農家でございます。 

 淀川の沖積平野という立地条件を生か

しまして米作り主体の農業が展開されて

おります。ただ、都市型の土地利用が進展

いたしまして、兼業農家が増加しておりま

す。また、高齢化とともに農業の担い手不

足が深刻でございまして、結果的に農地面

積は年々減少しております。 

 具体的に言えば、平成３０年度で農地面

積約５０ヘクタール、それが令和６年度で

約４４ヘクタールまで減少しております。 

 また、農作物ですが、主に自家消費され

るようなつくり方をされている方がほと

んどでありまして、販売目的で農作物をつ

くられている方は本当にごく僅かでござ

います。 

 厳しい状況下の摂津の農業ですが、農家

の方、有志の皆さんが集まりまして、摂津

市農業振興会を組織されまして、農業の活

性化を目的に地域の皆さんに気軽に農業

に触れていただいて、農業への理解を深め

ていただけるような取組を頑張って活動

されておられます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、７番目の

御質問で、省エネ住宅支援補助金の申請件

数等に関する御質問にお答えいたします。 

 省エネ住宅支援補助金は市内のＣＯ₂ 

排出量全体の約２割を占める家庭部門で

の削減を図るため、市民向けに太陽光発電
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システム、家庭用蓄電システム、家庭用燃

料電池の導入に際しての補助を令和５年

度より実施しております。 

 令和６年度実績は、太陽光発電システム

が３３件、家庭用蓄電システムが２５件、

家庭用燃料電池が２３件の合計８１件で

ございました。令和５年度の合計申請件数

は６６件で執行額は４２７万円でござい

まして、令和５年度の執行額から令和６年

度は９８万８，０００円伸びている状況で

ございますので、補助制度も徐々に浸透し

ているものと認識しております。 

 また、令和７年度からは新たな補助メニ

ューとしまして宅配ボックスの設置補助

を加えておりますので、市民の皆様により

地球温暖化対策に御協力いただきますよ

う、市広報等を活用した周知、啓発を継続

いたしまして、執行率の向上に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

８番、広域廃棄物埋立処分場整備委託料の

御質問にお答えいたします。 

 本委託料は、長期安定的に広域の廃棄物

を処理するという観点から、大阪湾に最終

処分場を確保する大阪湾広域廃棄物埋立

処分場整備事業、いわゆるフェニックスの

運営に係る経費の団体負担金で、フェニッ

クス２期計画である神戸沖埋立処分場や

大阪沖埋立処分場等の延命化のための施

設整備に係る経費でございます。 

 本市では令和５年度より茨木市とのご

み処理の広域化が始まったことで、直接フ

ェニックスへ廃棄物や焼却灰を搬入する

ことはなくなりましたが、摂津市の廃棄物

を茨木市で処理した際に発生する灰がフ

ェニックスに搬入されるため、負担金が必

要となってまいります。 

 なお、令和６年度の本市の負担金につき

ましては３２２万２，０００円でございま

した。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 それでは、保健福祉

課に係ります二つの質問にお答えいたし

ます。質問番号９番です。 

 歯科健康診査事業の決算額の増額の原

因についてお答えいたします。 

 令和６年度は、健康増進法に基づく健康

増進事業実施要領が一部改正となり、２０

歳、３０歳が新たに歯周疾患健診の対象と

なりました。 

 本市におきましてもこれまで市の成人

歯科健診の対象であった４０歳から７４

歳に加えまして、８月から、４月１日時点

で２０歳、３０歳であった市民の方を無料

で、４月１日以降に２０歳、３０歳になっ

た市民の方を自己負担額５００円で対象

として加えたことにより、その周知や実施

の委託料などの各種の経費が増となった

ため、決算額が７０万円ほど増額となって

おります。 

 続きまして、質問番号１０番、ウォーキ

ングイベントの委託料についての質問に

お答えいたします。 

 本市ではウォーキングによる健康づく

りを始めるきっかけとして、毎月第１月曜

日にうきうきせっつウォーキングという

イベントを実施しておりますが、近年の酷

暑により、熱中症予防対策として７月、８

月、９月は事業を休止しております。令和

６年度よりこの期間におきましても、運動

習慣を継続していただくことを目的とし

まして、空調の整備された体育館でウォー

キングについての基礎を学ぶようなイベ
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ントを開催したことによる委託料になり

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 それでは、生活支援

課に係ります２点の質問にお答えさせて

いただきます。 

 質問番号１１番、生活困窮者自立支援事

業についての御質問にお答えいたします。 

 新規相談件数は、令和５年度は２１３件、

令和６年度は２３９件、令和７年度は９月

末現在ですが１２７件と、緩やかな増加傾

向でございます。 

 相談者の相談内容に応じて情報提供や

助言などを行うとともに、具体的な支援が

必要な方に対しましては、相談者とともに

課題解決に向けた支援プランを作成して

おります。 

 具体的には、就職活動の支援や住居を失

うことなく安定した就職活動ができるよ

う、居住する住宅の家賃の支援、雇用によ

る就業が困難な生活困窮者に対しまして

は就労に必要な知識や能力向上を行う就

労準備支援事業などの取組を行っており

ます。 

 なお、相談や助言だけではなく、具体的

な支援を行うために自立支援プランを作

成した件数は、令和５年度は３２件、令和

６年度は５８件、令和７年度は９月末で１

５件でございます。 

 続きまして、質問番号１２番、生活保護

事業についての御質問にお答えします。 

 被保護世帯の状況につきまして、年間の

平均被保護世帯数と被保護人員で申し上

げますと、令和５年度は１，２２５世帯で

１，５３４人、令和６年度は１，２８１世

帯で１，５９６人となっております。 

 なお、令和７年度は９月末現在で１，３

０５世帯１，６１１人と増加傾向となって

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１３番目

でございます。 

 ライフサポーター業務は社会福祉協議

会の訪問介護員の有資格者５名体制で実

施しておりまして、令和６年度はひとり暮

らし等登録１，２２７人で、訪問回数６，

０９６回、令和５年度と比べますと、対象

者が８人、訪問回数が１４回減少しており

ます。 

 次に、７５歳到達者訪問は１，０９４人、

訪問回数１，５０４回で、令和５年度と比

較し対象者が６０人、訪問回数が７２回減

少しております。 

 続きまして、質問番号１４番目でござい

ます。 

 地域福祉活動支援委託料は、市内各旧小

学校区で開催しておりますふれあいサロ

ン、リハサロンに対し、社会福祉協議会の

訪問介護員の資格を持つ職員を派遣いた

だき、高齢者の支援に当たっていただいて

いるものでございます。 

 令和６年度はリハサロン１０８回、サロ

ンを３８回と令和５年度の１０６回、３９

回と比べ開催回数はほぼ横ばいで推移し

ておりますが、参加人数は令和６年度２，

６１５人となっておりまして、令和５年度

と比べて４８５人増加している状況にご

ざいます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 それでは、障害福

祉に係ります１５番、１６番の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、障害福祉サービス費等給付費は、
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訪問系と呼ばれる居宅介護、重度訪問介護

等、日中活動系と呼ばれる短期入所、療養

介護、生活介護、施設入所支援、訓練等給

付としてグループホームである共同生活

援助、就労継続支援Ａ型・Ｂ型というよう

なサービスがあります。年々利用者が増え

ている状況ではあります。特に就労系のＡ

型が令和５年度と比較し１６人の増、就労

系のＢ型が５６人の増、共同生活援助のグ

ループホームが１５人増えている状況で

あります。 

 続きまして、質問番号１６番の軽度難聴

児補聴器交付事業でありますが、この事業

に関しましては、平成２８年度より開始し

た事業でありまして、身体障害者手帳の対

象とならない難聴児の言語の発達や生活

適応訓練を促進することを目的として実

施しております。 

 対象としましては、両耳の聴力レベルが

３０デシベル以上、６０デシベル未満の１

８歳未満の難聴児の方となります。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○光好博幸委員長 それでは、再開します。 

大川委員。 

○大川ゆり委員 １回目の御答弁どうも

ありがとうございました。 

 それでは、２回目の質問をさせていただ

きます。 

 まず、１点目の摂津まつり振興会補助事

業の件です。予算額８００万円、執行率１

００％とありますが、摂津まつり全体の開

催にかかる費用として、この金額で賄えて

いるのか、お聞かせ願えますでしょうか。 

 ２点目の市民活動情報共有サイト運営

の件についてです。実際の利用状況につい

てお伺いいたします。年間でどれぐらいの

閲覧数や、また、掲載件数があったのか、

月平均でも結構ですので、お聞かせ願えま

すでしょうか。 

 さらに、掲載されている内容について、

イベント情報以外にも、どのような情報が

掲載・発信されているのか、併せてお伺い

いたします。 

 ３点目の令和６年度のコンビニ交付利

用率が３１．３％であるとお聞かせいただ

きました。このコンビニ交付は、市民の利

便性を高めるとともに、職員側の負担軽減

にもつながってくると思われます。双方の

観点から、ぜひ、コンビニ交付をさらに推

進していってもらいたいと考えますが、市

民に対する周知はどのようにされている

のか、お聞かせください。 

 ４点目は要望になります。文化スポーツ

課の全国大会等出場激励金についてです

が、この激励金は、全国大会を目指す市民

や子供たちにとって、とても大きな励みに

なるすごくよい取組だと思います。 

 さらに、多くの方に知ってもらえるよう

に、制度の周知を進めていただくよう要望

をいたしまして、この質問は終わります。 

 ５点目、産業振興課の事業所のニーズ調

査についてお伺いいたします。調査を実施

されたとのことですけれども、その結果、

具体的にどのような声や意見が寄せられ

たのか、お聞かせ願います。 

 ６点目、本市の農業の状態はよく分かり

ましたが、御説明の中で、本市の農業推進

に御活躍されている摂津市農業振興会の

お話しが出てまいりました。これは、決算

概要１１８ページ、農業団体育成事業の中

で、農業振興会補助金として、決算額５３

万３，０００円を支出している団体ですが、

具体的にどのような御活動をされている
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団体でしょうか。詳しく御説明をお願いい

たします。 

 ７点目は要望とさせていただきます。温

暖化対策は、喫緊の課題でありまして、市

民の関心も大変高まっております。今後は、

より多くの方に制度を知っていただける

よう、周知・啓発に一層努めていただきま

すようお願い申し上げて、この質問は終わ

らせていただきます。 

 ８点目のフェニックスの事業につきま

して、おおむね理解いたしました。 

 では、フェニックスにおける令和６年度

の進捗状況についてお教え願います。 

 ９点目の歯科健康診査事業についてで

す。追加となった２０歳、３０歳の市民を

対象とした健診についてお伺いいたしま

す。それぞれの対象者数、受診者数、受診

率、そして、全体の受診率についてお聞か

せ願います。 

 １０点目のウォーキングイベントです

けれども、具体的な内容、また参加者数や

参加者の反応についてお聞かせください。 

 １１点目の生活困窮者自立支援事業の

取組状況について理解いたしました。相談

者とともに、自立支援プランを作成してい

るとのことですが、このプランに沿った支

援を行うことによって、どれくらい就労に

つながっているのか。お教え願います。 

 １２点目、多くの生活保護受給者がいる

ことや、年々増加傾向にある状況も理解い

たしました。 

 そこで、お伺いいたします。生活保護受

給者に対して、相談支援を行うケースワー

カーの人数と、ケースワーカー１人当たり

の担当世帯数はどのような状況になって

おりますでしょうか。 

 １３点目のひとり暮らし等登録者及び

７５歳到達者に対する訪問実績は理解い

たしました。 

 こういった訪問による効果はどのよう

なものであったか、分かる範囲でお教え願

います。 

 １４点目は要望といたします。介護予防

ふれあい事業の地域福祉活動支援委託料

について、参加人数が増加しているとのこ

とで理解いたしました。 

 ふれあいサロンやリハサロンは、地域の

つながりを深めるための重要な活動であ

り、地域活動を通じて孤独や孤立を防ぎ、

また、総合支援の環境を築くことができる

ものと考えます。高齢者一人一人が安心し

て暮らせる基盤をつくり、それを地域全体

で守ることで、住み慣れた地域での生活が、

さらに充実できるよう、支え合う地域づく

りの推進に努めていただくよう要望して、

この質問を終わります。 

 １５点目の緊急通報装置の周知につき

ましては、年々利用者が増えているという

ことで、利用するサービスが、本人に見合

っているものかどうか、また、適正な支給

量についても判断ができている状態なの

かどうか、お聞かせ願えますでしょうか。 

 １６点目の軽度難聴児補聴器交付事業

についてですが、対象者については理解い

たしました。ありがとうございます。 

 決算の執行状況を見ますと、購入費につ

いては執行額がなく、修理費についてのみ

執行額がある状況です。このような状況と

なっている、考えられる要因についてお伺

いいたします。 

 以上、２回目の質問と要望を終わります。 

○光好博幸委員長 要望３件、質問１３で

す。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、摂津まつり振興会補助金で、摂
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津まつり全体を賄っているのかというお

問いでございます。摂津まつりの運営に関

する経費につきましては、摂津まつり振興

会の会計で処理をされております。 

 令和６年度の第４８回摂津まつりでは、

会場設営費や会場警備費、タレント出演料

など、総額で約１，６００万円の経費がか

かっております。その支出に対しまして８

００万円の市の補助金をはじめ、構成団体

の負担金や企業からの協賛金、夜店の出店

料などで賄っているところでございます。 

 続きまして、質問番号２番の摂津市イベ

ントナビのイベント掲載件数や閲覧回数

という御質問でございます。令和６年度に

おきましては、年間６１０件のイベント情

報の掲載がございました。また、サイトの

閲覧回数につきましては、年間１６万２，

９６０回、月平均しますと、月１万３，５

８０回の閲覧があり、非常に多くの皆様に

御利用をいただいているところでござい

ます。 

 イベント情報以外にも掲載をしている

のかという御質問でございます。摂津市イ

ベントナビの開設当初は、イベント情報の

みの掲載でございましたが、令和６年７月

からは、市民活動団体の活動内容や企業が

行う地域貢献活動をインタビュー形式で

紹介するページも作成しております。令和

６年度中は９団体の活動内容を掲載して

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、質問番号３番

でございます。コンビニ交付の周知につい

てでございますが、市民課窓口での周知チ

ラシの配布のほか、市ホームページや広報

紙を通じて、利用の促進を図っております。

また、市民課で使用しております住民票等

の持ち帰り用封筒の表面にも、コンビニ交

付の制度や利便性について印刷をしてお

りまして、目に留まる工夫をしているとこ

ろでございます。 

 ただ、一番効果のある周知方法といたし

ましては、やはり対面での御案内であると

捉えておりまして、マイナンバーカードの

新規申請や更新のお手続に来庁された方

に対しまして、チラシをお渡しするととも

に、制度の説明をさせていただいていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

５番の事業所ニーズ調査における声、御意

見でございます。主な結果を御説明させて

いただきます。 

 まず、自社の強みに関しての設問では、

ものづくり系企業では、技術力、製造加工

精度が４４．６％、熟練技術者が３３．１％

あり、商業系企業では、サービスが４６．

１％と高い割合を占めております。 

 経営課題といたしましては、人材、労働

力の確保・育成が４２．４％と、人材不足

に対する課題意識が高く、次いで、顧客市

場開拓・販売力強化が２７．６％という結

果になりました。これらの調査結果を踏ま

え、経営力、競争力の強化及び連携の強化

をキーワードといたしまして、施策展開を

図っていくこととしております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 質問番号６番

の２回目でございます。摂津市農業振興会

の内容でございますけれども、市内農家の

繁栄を図りまして、また、摂津市の農業振

興に寄与することを目的に発足した団体

でございまして、現在２７名の方が活動を
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されておられます。 

 主な活動といたしましては、４月に野菜

苗・花の即売会の開催、７月に農産物品評

会の開催をされますとともに、毎年１１月

の農業祭でも、主催団体の一つとして参画

されておられます。 

 また、鳥飼なすの摂津市からの栽培委託

先として摂津市農業振興会の方に、受けて

いただいておりまして、鳥飼なすの保存に

も取り組まれておられます。 

 このように、摂津市の農業の牽引役とし

て御活躍される団体でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

８番でございます。フェニックスは、近畿

２府４県１６９市町村から発生する廃棄

物などを受け入れる最終処分場であり、現

在、尼崎沖、泉大津沖、神戸沖、大阪沖の

四つの埋立処分場がございます。それぞれ

の状況でございますが、令和７年３月末現

在、泉大津沖が９８．５％、神戸沖が８６．

４％、大阪沖が５８．０％の埋立率となっ

ており、尼崎沖につきましては埋立てが完

了し、廃棄物の受入れを終了しております。 

 現在２期事業として、主に神戸沖、大阪

沖の処分場の埋立てが行われております

が、３Ｒの推進によるごみの減量化や民間

最終処分場の成長等により、フェニックス

への廃棄物の搬入量が減少しております。

また、フェニックスそのものの延命化も図

られておりますことから、現在、令和１４

年度までの受入れ予定となっておりまし

たが、それ以降も延命される見込みと聞い

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 質問番号９番、歯科

健康診査事業の追加となった２０歳、３０

歳の方の受診者数や受診率についての質

問にお答えいたします。２０歳の方は対象

者が１，７７８人で、受診者数は８９人、

受診率は５．０％でした。３０歳の方は対

象者が２，１４７人で、受診者数１６５人

の受診率は７．７％、２０歳、３０歳、４

０歳から７４歳全体の受診率は６．９％と

なっております。 

 続きまして、質問番号１０番、ウォーキ

ングイベントの具体的な内容等について

の質問にお答えいたします。体育館を指定

管理している業者に委託しまして、健康運

動指導士による正しいウォーキングフォ

ームによる歩き方、ウォーキングのコツ、

消費カロリーについて、またウォーキング

に適した靴の選び方等についての講義と

実技を取り入れて実施いただきました。参

加者数は６１名で、アンケートの結果９

８％の方が満足であったと回答をいただ

きました。 

 また、今後もこのようなイベントがあれ

ば、参加したいと思われますかという質問

につきましては、１００％の方が参加した

いとお答えいただき、そのほかにも、これ

まで自己流で歩いていたため、勉強になっ

たや楽しかった等肯定的な意見を多くい

ただきました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号１１番、自

立支援プランを作成したことで就労につ

ながった実績についてお答えさせていた

だきます。 

 先ほど、御答弁させていただきました自

立支援プランの件数につきましては、家計

改善支援事業のように、直接就労につなが

るものではない支援プランの作成件数も
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含まれております。 

 その上で、就労につながった件数につき

ましては、令和５年度は１５件、令和６年

度は２２件でございました。 

 なお、令和７年度は、現在までに７件が

就労につながっております。 

 続きまして、質問番号１２番、生活保護

業務に従事するケースワーカーの配置状

況についてお答えいたします。令和７年９

月末時点におきまして、１３人のケースワ

ーカーを配置しており、被保護世帯数は１，

３０５世帯で、ケースワーカー１人当たり

の平均は、約１００世帯でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１３番、ラ

イフサポーターの効果についてでござい

ます。ひとり暮らし等登録者では、令和６

年度、介護保険につながった件数は５７件

で、前年度比２５件増加、介護保険以外の

高齢福祉サービスにつながった件数は７

３件で、前年度比３０件の増加となってお

ります。 

 また、７５歳到達者訪問におきましては、

介護保険につながった件数３件で、前年に

比べて皆増、介護保険以外の高齢福祉サー

ビスにつながった件数は２７件で、前年度

比７件、全て増加しております。 

 ライフサポーターにおきましては、支援

が必要と判断される方に対し、日常生活の

困り事の聞き取りや相談など、しっかりと

時間を取りながら丁寧に対応できるよう、

工夫を講じながら、訪問をしていただいて

おり、心身の状況等に応じて、介護保険や

介護保険以外の福祉サービス等の支援に

つなげていただいているものと認識して

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

１５番、１６番の障害福祉に関わります御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１５番の利用するサービスが本人

に見合っているものなのかとか、適正な支

給量について判断ができている状態なの

かという御質問ですが、本市においては、

障害福祉サービスの利用を行う際に必要

となる、サービス等利用計画案を作成した

り、サービス利用開始後にモニタリングを

行い、計画の見直しを行ったりするなどの

支援を行う計画相談支援を、ほぼ１００％

導入しております。 

 そのようなことから、本人に合ったサー

ビス選択や適切なサービス量の判断が可

能となっております。 

 続きまして、質問番号１６番についてで

すが、まず、修理費のみ執行額があるがと

いう問いであったかと思いますが、修理に

ついては、令和４年度より対象としており、

耐用年数については、５年となっておりま

す。６０デシベル以上である児童について

は、大阪府において同様の制度があります。

そのため、該当となるデシベル値である児

童が少ないことが考えられます。北摂他市

の状況を見ましても、豊中市が交付が３件、

修理が４件、池田市が交付が３件、修理が

１件、吹田市が交付が９件、修理が７件、

高槻市が交付が３件、修理が５件、茨木市

が交付が３件、修理が１件、箕面市が交付

が４件、修理が２件であり、北摂において

は、どの市においても１０件未満となって

おります。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 大川委員。 

○大川ゆり委員 御答弁ありがとうござ

います。 
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 それでは、３回目の質問をさせていただ

きます。 

 １点目は要望とさせていただきます。摂

津まつりは、市民の皆さんが毎年とても楽

しみにしている大きなイベントです。地域

の活気づく貴重な場でもありますので、ぜ

ひ今後とも、継続・発展していただけるよ

うお願いいたします。この質問は終了いた

します。 

 ２点目も要望とさせていただきます。市

民活動情報共有サイト、このサイトが市民

活動団体や地域の皆さんにとって活動を

知ってもらう、また、つながるための応援

サイトとなるよう、今後も使いやすさや情

報発信の工夫を重ねていただきたいと思

い、要望とさせていただきます。 

 ３点目も要望とさせていただきます。コ

ンビニ交付は、市役所まで来るのに時間が

かかる地域の方や、また、開庁時間内に来

ることが難しい方にとって、とても便利な

制度だと思います。そういった方々にもこ

の制度のよさがしっかりと伝わるように

周知を進めていただきながら、取組を進め

ていただきたいと思います。 

 ５点目も要望とさせていただきます。私

自身もかつて中小企業で働いていた経験

があります。現場の方々の努力や御苦労を

肌で感じてまいりました。また、摂津市は、

中小企業が多くを占めるまちでもありま

す。こうした地域の実情を踏まえ、事業者

の皆様の声をしっかりと受け止めていた

だき、実態に即した支援制度のさらなる充

実と、より一層の周知拡大に努めていただ

くよう、要望いたします。 

 ６点目も要望とさせていただきます。本

市の農業の概要、そして、摂津市農業振興

会の皆様の取組について理解を深めるこ

とができました。ありがとうございます。 

 本市は、都市部の自治体であり、市民の

皆様が農業に触れる機会は少ないと思わ

れますけれども、そうした中で、農業振興

会の皆様が、様々な場面で農業の普及や啓

発に努められていることがよく分かりま

した。今後もこのような取組をさらに展開

していただきまして、農業の振興と普及に

努められますよう要望とさせていただき

ます。 

 ８点目も要望とさせていただきます。フ

ェニックスは、貴重な海面を埋め立てて整

備された最終処分場でございます。限りあ

る最終処分場を少しでも長く、また、有効

に活用するためにも、ごみの減量化やリサ

イクルの推進がより重要になってまいり

ます。引き続き、ごみの減量にしっかりと

努めていただきますよう要望いたします。 

 ９点目も要望とさせていただきます。歯

科健診の決算額の増額理由や受診率につ

いては、理解いたしました。 

 歯科医院にはどうしても歯が痛くなっ

てから治療目的で行く方が多いと考えら

れますけれども、今年度からは、１８歳か

ら７４歳までの市民が無料で健診を受け

ることができる「はなまる歯科健診」が実

施されております。歯周病の予防は、糖尿

病などの生活習慣病の予防にもつながる

とされており、この取組は、市民の健康寿

命の延伸のために非常に重要であり、全国

的にも先進的なものだと思います。 

 今後は、より多くの市民の方が治療に至

る前の段階で、年に１回の健診を受けられ

るよう、周知や啓発の工夫を重ねていただ

くよう要望いたしまして、質問を終了いた

します。 

 １０点目も要望とさせていただきます。

最近の夏は異常とも言える暑さが続いて

おり、外での運動が厳しい時期もあります。
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そのような中で、市民の皆さんが、熱中症

を気にせずに安全に運動継続できる機会

を、新たに生み出されたということは、大

変評価できることだと思います。高齢にな

ってから、介護状態に陥らずに元気に過ご

していただくためには、４０代や５０代と

いった比較的若い世代のうちから、運動習

慣を身につけておくことが、非常に重要だ

と考えております。今後は、こういった若

い世代の方にも気軽に参加していただけ

るよう、様々な工夫を重ねながら、市民の

健康寿命の延伸につながる取組を進めて

いただきますようお願い申し上げまして、

この質問は終了いたします。 

 １１点目も要望とさせていただきます。

生活に困っておられる方に対しまして、具

体的な支援プランを作成し、また、就労支

援をはじめ、様々な支援を行っておられる

ことが理解できました。 

 相談に来られる方は、それぞれ異なる課

題を抱えておられると思います。ぜひ、相

談者一人一人にしっかりと寄り添い、その

方に合った支援を今後も継続して行って

いただきますよう、御要望いたしまして、

この質問は終了いたします。 

 １２番目、こちらは質問させていただき

ます。ケースワーカー１人当たり８０世帯

が標準的な受持ち数と認識しております

が、現状では約１００世帯を担当している

との御答弁でした。ケースワーカーの負担

は非常に大きいと思われますが、人員不足

によって生じる課題をどのように捉えて

おられるのか、見解をお聞かせ願います。 

 １３点目も要望とさせていただきます。

今後７５歳以上の後期高齢者の増加が予

想される中、ライフサポーターによる訪問

については、今まで以上に負担が出てくる

と考えます。体制整備をはじめ、本当に支

援が必要な方に、より多く接する機会をつ

くることができるよう、工夫の検討をお願

いいたしまして、この質問は終了いたしま

す。 

 １５点目も要望とさせていただきます。 

利用者が増えているということですので、

事務の負担も大変増えている状況である

かと思います。適正な事務執行が担保でき

るような体制を確保していただきたいと

思います。 

 また、先ほどの御答弁でサービス利用開

始後にモニタリングを行っているとのこ

とでした。今後もサービスの利用開始後も

利用者に寄り添っていただきながら、利用

状況の見直しを行って、また、サービス選

択などを継続していってもらいたいと思

っております。 

 １６点目については質問させていただ

きます。北摂各市の状況や執行額について

理解いたしました。ありがとうございます。 

 そこでお伺いいたします。より多くの方

にこの制度を利用していただくために、制

度の見直しや改正など、考えておられるの

か、お聞かせ願えますでしょうか。 

 以上、３回目の質問と要望を終わります。 

○光好博幸委員長 質問２件です。 

 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 それでは、質問番号

１２番、生活保護のケースワーカーに対す

る課題についてお答えさせていただきま

す。ケースワーカーが受け持つ世帯が増え

れば、生活保護費の計算や生活実態把握の

ための家庭訪問、医療介護に関する事務な

どが増えることによりまして、ケースワー

カーの負担そのものが大きくなってまい

ります。様々な相談を受ける中で、困難な

事例もありますが、担当者１人が抱え込む

のではなく、組織として対応できるよう、
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風通しのよい職場環境づくりに取り組み、

報告、連絡、相談がしっかりと行える協力

体制が図れるよう努めているところでご

ざいます。 

 ケースワーカーの人員配置につきまし

ては、被保護世帯の増加も続いていること

から、引き続き、人事課と状況の共有を図

りまして、体制の充実に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 そうしましたら、

制度改正についての御質問にお答えさせ

ていただきます。これまでは、生活保護世

帯については全額、その他の世帯について

は３分の２を補助しておりました。保護者

の属する住民基本台帳世帯の中に、市町村

民税所得割が４６万円以上の方は、交付対

象外でした。令和７年度からは所得制限は

撤廃しております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 大川委員。 

○大川ゆり委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 それでは、１２番目は要望とさせていた

だきます。ケースワーカー１人当たりの受

持ち世帯数を減らすためには、根本的には、

人員の増員が必要だと考えます。 

 現状の課題について、関係各課で共有を

図り、ケースワーカーの負担軽減に向けた

体制の構築に取り組まれるよう要望いた

しまして、この質問を終了いたします。 

 続きまして、１６番目も要望とさせてい

ただきます。子供の難聴は早期発見・早期

治療が非常に重要だと考えます。早期に気

づき、補聴器の使用や言語訓練などの支援

を始めることが、将来の発達や生活にも大

きく影響いたします。今後も、この事業を

継続して実施し、保護者への周知にも力を

入れていただきたいと思います。 

 以上、要望といたしまして、全ての私の

質問を終わります。 

○光好博幸委員長 大川委員の質問は終

わりました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 順番に沿って質問させ

ていただきます。 

 まず、一番目、自治振興課、決算概要の

６６ページ、市民活動支援事業について、

その中で、市民活動中間支援体制整備支援

業務委託料があります。まずは、内容をお

聞かせください。 

 次に、２番目、葬儀会館の駐車場につい

てお伺いします。決算概要の１１２ページ、

葬儀会館管理運営事業について、令和６年

度に、メモリアルホールから少し離れた場

所にあった立体駐車場が解体されていま

すが、その経緯についてお伺いいたします。 

 ３番目、文化スポーツ課、摂津ふれあい

マラソンについてお伺いいたします。決算

書６３ページ、雑入の摂津ふれあいマラソ

ン参加料を前年度と比較すると、令和５年

度は９５万８，５００円であったのが、令

和６年度では１５３万６，５００円と６

０％の増加です。要因は何なのかを、お教

えください。 

 ４番目、文化スポーツ課、決算概要の７

８ページ、スポーツ推進委員活動事業につ

いてですが、備考欄にスポーツ振興と記載

されていますが、内容をお伺いいたします。 

 ５番目、産業振興課について、決算概要

１２０ページの産業振興アクションプラ

ン推進事業について、第２期計画の振り返

り及び第３期計画の概要についてお伺い

いたします。 

 ６番目、産業振興課、決算概要１２２ペ
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ージの地域活性化事業の具体的な取組に

ついてお伺いいたします。 

 ７番目、産業振興課の農政係、決算概要

１１８ページの鳥飼なす保存奨励事業に

ついて、本市の特産品である鳥飼なすをど

のように保存し、次世代へとつなげていの

か。また、どのようにして多くの皆様に鳥

飼なすを知っていただこうと思っている

のか。普及の方法をお伺いいたします。 

 ８番目、産業振興課の農政係、決算概要

１１８ページの市民農園設置事業につい

て、備考欄に、市民に土との触れ合いの機

会を提供とあります。本市にどれぐらいの

市民農園があり、どのような利用形態にな

っているのか、お伺いいたします。 

 ９番目、環境政策課、事務報告書１５５

ページ、鳥獣飼養登録等事務事業として、

令和６年度はアライグマを１０頭捕獲し

ています。まずは、近年の捕獲数の推移を

お伺いいたします。 

 １０番目、環境業務課、車両管理事業に

ついて、決算概要の１１４ページ、環境業

務課、車両管理事業の修繕料ですが、先日

の民生常任委員会で、令和６年度予算のう

ち、車両管理事業の機械器具費の繰越しに

ついて説明がありました。その際、既存の

ごみ収集車両に故障が頻発しているとの

説明を伺いましたが、令和６年度において

は、どのような故障があり、補償の修繕に

全部で幾らかかったのか、お伺いいたしま

す。 

 １１番目、保健福祉課、地域福祉計画推

進事業についてお伺いします。決算概要８

０ページのコミュニティソーシャルワー

カー業務委託料について、昨年度と比較し

ますと増加しております。その業務内容と

増加になった要因をお伺いいたします。 

 １２番目、保健福祉課、健都イノベーシ

ョンパーク企業立地推進事業についてお

伺いします。決算概要１０４ページですが、

本市所有の土地については、先ほど、光田

委員の質問内容で分かりましたが、先日の

第３回定例会の一般質問で答弁がありま

したが、吹田市の土地において、その後何

か動きがあったのか、お伺いいたします。 

 １３番目、高齢介護課、決算概要８４ペ

ージ、敬老事業、敬老祝い品についてです

が、令和５年度に事業見直しされたと思い

ますが、その際の経緯について、改めてお

伺いいたします。 

 １４番目、高齢介護課、老人クラブ活動

事業についてお伺いします。決算概要８６

ページですが、令和６年度の老人クラブ数

と会員数について、前年度と比較してどの

ような状況なのか、お伺いいたします。ま

た、近隣他市のクラブ加入率の状況につい

ても、お伺いいたします。 

 １５番目、高齢介護課、シルバー人材セ

ンター事業についてお伺いします。決算概

要８６ページですが、令和６年度のシルバ

ー人材センターの会員数の状況について

お伺いいたします。また、会員の平均年齢

についてもお伺いいたします。 

 １６番目、障害福祉課、福祉タクシー事

業についてお伺いします。決算概要８８ペ

ージ、福祉タクシー利用助成費という項目

がありますが、この事業の内容、また対象

者についてお伺いいたします。 

 １７番目、障害福祉課、障害者権利擁護

事業についてお伺いします。決算概要９０

ページですが、障害のある方の権利擁護や

虐待防止と備考欄に記載があります。障害

者虐待などのニュースについて報道され

ていることがありますが、虐待に関してど

のような事業を実施されたのか、お伺いい

たします。 



- 37 - 

 

 最後に、１８番目、同じく障害者権利擁

護事業についてお伺いします。成年後見制

度利用助成費の執行率が、２１％ほどとな

っていますが、理由をお伺いいたします。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、市民活動支援事業の市民活動中

間支援体制整備支援業務委託料の内容に

ついての御質問にお答え申し上げます。 

 まず、中間支援組織とは、地域活動や市

民活動を行う様々な団体と、それを支える

行政や事業者、市民などの間に立って、中

立的な立場で双方の橋渡しや調整を行う

ことを目的とする組織でございます。 

 その主な役割は、人材、資金、情報とい

った資源のマッチングや、ネットワークの

構築、専門的な相談、助言など、活動の活

性化を支援することでございます。 

 北摂の他市では、公設の市民活動支援セ

ンターを運営するＮＰＯ法人などの団体

が、その役割を担っておる状況でございま

す。本市では、中間支援組織がないことか

ら、令和６年度において、他市で中間支援

組織として実績のあるＮＰＯ法人に委託

し、その法人が持つノウハウや情報を活用

して中間支援業務を行ってもらいながら、

中間支援の必要性や本市にふさわしい支

援の在り方について検証を行ってまいり

ました。 

 具体的には、市民公益活動のさらなる促

進や地域人材の育成を図ることを目的に、

参加型の講座や交流会を定期的に開催し

たほか、市民公益活動団体の組織基盤の強

化を図るため、市民公益活動に関する困り

事などの相談に応じて、課題解決に向けた

伴走支援などを行ってまいりました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、市民課に関わ

ります御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号２番の葬儀会館の立体駐車場

解体の経緯でございますが、近年家族葬に

代表されますように、葬儀の小規模化が顕

著になっており、通夜式や告別式への参列

者数も非常に少なくなっておりまして、令

和４年度、５年度、６年度ともに、全体の

７割の告別式におきまして、参列者が３０

名未満となっております。このことから、

近年立体駐車場の利用台数も大幅に減少

しており、解体前の令和４年度、５年度と

もに、駐車台数が年間３００台程度となっ

ておりまして、葬儀会館裏にございます４

５台駐車できる平面駐車場のみであって

も、十分に駐車台数は確保できるという判

断を行いまして、立体駐車場を解体したと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号４番の摂津ふれあいマラソン大会に

ついての御質問にお答えいたします。令和

５年度と令和６年度で歳入比較いたしま

すと、５７万８，０００円の増加となって

おります。こちらは、昨今の物価高騰です

とか、参加者サービスの向上に対応するべ

く、参加料の改定を行ったものでございま

す。具体的には、これまで無料としており

ました１キロ親子チャレンジランについ

ては、２人１組で５００円、また、一般及

び壮年の部で２，０００円だったところ、

３，０００円としたものでございます。一

部の参加料を改定いたしましたけれども、

小中学生、高校生については据え置いてお

ります。 

 それから、質問番号４番でございます。

スポーツ推進委員の活動内容についてお
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答えいたします。スポーツ推進委員は、地

域スポーツ活動の促進のため、実技の指導

や啓発、また、連絡調整などの職務といた

しまして、具体的には、ニュースポーツの

体験会や大会、また、市民ハイキングの実

施、それから、地区市民体育祭など地域活

動の協力を担っていただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

５番、産業振興アクションプランの第２期

計画の振り返り及び第３期計画の概要に

ついてお答えいたします。令和２年度から

令和６年度を計画期間といたします第２

期計画の取組としまして、令和３年度に、

摂津ビジネスサポートセンターを開設い

たしましたほか、摂津ブランド事業におき

まして、令和４年度から新たに摂津優技の

認定を開始しております。また、令和２年

から流行いたしました新型コロナウイル

ス感染症対応をはじめ、原油価格や物価の

高騰に対応するため、商品券や割引チケッ

トなどの事業を通して、市民、事業者に対

する支援を行いました。 

 第３期計画につきましては、中小企業の

経営力、競争力向上の促進と事業者間の交

流、連携の促進、支援機関との連携強化を、

特に注力すべき施策展開と位置づけてお

ります。 

 摂津市商工会や摂津ビジネスサポート

センターなどの関係機関との連携を強化

し、令和６年度から実施しております、せ

っつキッズファクトリーや摂津ブランド

事業などを通じて、企業の支援に取り組ん

でまいります。 

 続きまして、質問番号６番目の地域活性

化事業の具体的取組でございます。阪急電

鉄株式会社と阪急沿線の１６自治体で構

成いたします阪急沿線観光あるき実行委

員会におきまして、ガイドツアーや阪急大

阪梅田駅構内での観光ＰＲフェアを実施

しております。 

 ガイドツアーにつきましては、各自治体

でツアーを企画しておりまして、本市では、

阪急電鉄正雀工場から、公園、神社・仏閣

などの名所を散策する約４．５キロのコー

スを設定し、ふるさと摂津案内人の会に、

ボランティアガイドをしていただいてお

ります。また、阪急電鉄が提供いたします

ａｒｕｋｕ＆というアプリにおきまして、

阪急摂津市駅から公園や神社・仏閣などを

巡り、ＪＲ千里丘駅をゴールといたします

ウオーキングコースを登録しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 では、質問番号

７番、鳥飼なす保存奨励事業についてでご

ざいます。鳥飼なすは、品種改良を行って

おりません。オリジナルの品種のため、大

変水分を必要といたしますし、病気にも非

常に弱い品種でございます。このため、栽

培が非常に難しく、販売目的で栽培される

市内の農家は、今僅か３世帯になっており

ます。そこで、摂津市では、この３世帯と

は別に、摂津市農業振興会に鳥飼なすの栽

培を委託いたしまして、何とか安定して収

穫ができる体制を取っております。 

 また、最も大切な部分、種の採取であっ

たり、苗の栽培、この辺りも市内の専門の

農家に委託しておりまして、鳥飼なすが途

絶えないように万全を期しております。 

 続いて、鳥飼なすを知っていただくため

の方法というお問いだったんですけれど

も、まず、市庁舎の売店で鳥飼なすの販売

をしております。それ以外にも、市内の全

小学校の３年生を対象に、鳥飼なすを学校
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の敷地に植えて、栽培してもらう体験授業、

また、小学校の給食で鳥飼なすをメインに

したメニューの提供、商工会の協力の下、

摂津市内のレストランで鳥飼なすを使っ

たメニューで競い合っていただく、なすワ

ングランプリなど、様々な機会を通じまし

て、鳥飼なすの普及に努めております。 

 続きまして、質問番号８番の市民農園設

置事業でございます。摂津市内の市民農園

なんですけども、摂津市が運営するものが

１７か所、民間の方が経営されるものが３

か所ございます。市が管理する１７か所で

は、利用料といたしまして、１平米当たり

３４０円を頂戴しております。現在５４団

体が、野菜や果物の栽培を楽しんでおられ

ます。禁止事項といたしまして、農園内で

の建物の設置や営利目的での農作物の栽

培はやめてくださいという形を取りまし

て、あくまでも気楽に農業を体験いただく

ために、市民農園を運営しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、９番目の

質問、アライグマの捕獲数の推移に関する

御質問にお答えいたします。アライグマの

捕獲数は、令和元年度が２頭、令和２年度

が７頭、令和３年度が２５頭、令和４年度

が１３頭、令和５年度が１５頭でございま

した。捕獲数の結果からは、令和３年度以

降１０頭以上の捕獲があり、増加傾向がう

かがえる状況にございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

１０番、車両管理事業の修繕料に係る御質

問にお答えいたします。令和６年度のごみ

収集車の修繕料でございますが、ごみを積

載する架装部の修理が１台で１２２万７，

３６４円、ボディの穴開きが４台で７３万

４，２４５円、パワーゲートの修理が１台

で３５万２，０００円、バックモニターの

修理が２台で２５万５，０００円、そのほ

かテールゲートスイッチ１６万２，２５２

円や、クラッチ１３万８，６７７円、排気

装置１３万６，２３５円、飛散防止ゴム１

０万２，９７３円となっており、これにタ

イヤの消耗やパンクに伴う交換５１本、９

６万７，７８０円などを合わせると、車両

の修理だけで４９３万５，０９４円となっ

ており、修繕料の５７％を占めております。

これに車検時の追加整備を含めると、６

４％を占めることとなっております。 

 なお、令和５年度においては、車両修理

に要した費用が４７７万５，７５５円で５

４．７％、車検時の追加整備を含めると６

７．３％を占めております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 保健福祉課に係り

ます２問の質問にお答えいたします。 

 質問番号１１番、コミュニティソーシャ

ルワーカー設置委託の内容と決算額の増

額要因についての質問にお答えいたしま

す。コミュニティソーシャルワーカーは、

地域における高齢者、障害者、外国人、ひ

とり親家庭など、社会的援助を要するあら

ゆる市民が地域で孤立することなく、安心

して暮らすために、自立生活の支援と地域

福祉の向上を目的として、実施主体はあく

までも市として、社会福祉協議会に委託す

る形で配置をしております。 

 具体的な業務の内容といたしましては、

要支援者や、その家族の相談に応じ、課題

解決することや各種保健福祉サービスな

どの支援サービスにおつなぎすること、要

支援者の発見や継続的な見守り、困難な福
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祉課題を抱える要支援者に対するケース

検討会議の開催など、コーディネーターと

して多岐にわたる業務に当たっていただ

いております。 

 令和６年度増額となった理由につきま

しては、こういった取組をさらに推し進め

るために、体制強化を図ることを目的に、

コミュニティソーシャルワーカーを３名

から４名に１名増員したことが、要因とな

っております。 

 続きまして、質問番号１２番、健都イノ

ベーションパークの吹田市の土地におけ

る動きについてのお問いにお答えさせて

いただきます。令和７年１０月２９日の夕

方に、優先交渉権者が選定された旨の発表

が、吹田市のホームページでございました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 高齢介護課に係り

ます３点の質問にお答えいたします。 

 質問番号１３番、敬老事業です。令和４

年度まで実施しておりました敬老金、敬老

祝い品につきましては、長寿の節目を迎え

た高齢者を祝福するとともに、高齢者の福

祉を増進することを目的として、７７歳、

８８歳、９９歳、１００歳、１０１歳以上、

最高齢の方に祝金を、９０歳、１００歳、

最高齢の方に祝い品をお渡ししておりま

した。この見直しにより、長寿を祝うとい

う制度の趣旨はそのままにして、これまで

の敬老金制度と長寿訪問事業を統合し、対

象者及び贈呈方法の再構築によりまして、

８８歳、９９歳及び１００歳以上の方に、

長寿を祝福する上で、記念として形に残る

祝い品とさせていただいたものでござい

ます。 

 続きまして、質問番号１４番、老人クラ

ブについてでございます。令和６年度は４

２クラブ１，６７９人で、６５歳以上の高

齢者の加入率は７．６％と、令和５年度の

４７クラブ１，９４６人、加入率８．８％

に対して、５クラブ２６７名、加入率は１．

２ポイント減少している状況にございま

す。 

 他市の状況についてでございますが、令

和６年５月３０日現在の北摂他市の状況

となりますが、大阪府老人クラブ連合会に

加入していない茨木市、高槻市、吹田市を

除く３市の状況は、箕面市が６．１％、池

田市が５．９％、豊中市が５．０％となっ

てございます。 

 質問番号１５番、シルバー人材センター

でございます。令和６年度末の会員数は９

０３人で、うち就業者数６９５人、待機者

数２０８人、就業率は７７．０％となって

おります。令和５年度末の会員数は９４６

人で、うち就業者数７１５人、待機者数２

３１人、就業率は７５．６％でございまし

たので、会員数は４３人、就業者数２０人、

ともに減少となっており、就業者数が２３

人減少したこともございまして、就業率は

１．４ポイントの増加となっております。 

 会員の平均年齢につきましては、平成２

４年度は７０歳、平成２９年度は７３歳、

令和６年度が７６．３歳となっており、

年々高齢化が進んでいる状況にございま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 障害福祉課に関

わります３点、１６番から１８番の御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、福祉タクシー事業についての内容

や対象者等のお問いであったかと思いま

すが、在宅の身体障害者手帳１・２級、療

育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級保
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持者に対して、基本料金である初乗り運賃

相当額を助成し、障害者の日常生活の利便

と社会参加の促進を図り、もって、障害福

祉の向上に資することを目的とした事業

であります。 

 利用する際の条件や目的は特に限定し

ておりません。買物、通院等でも御使用い

ただけます。市と契約したタクシー会社の

み、利用が可能となっており、年間２４枚

つづりの利用券を交付させていただいて

います。助成制限として、世帯の生計中心

者の市民税所得割額が２０万円以上の世

帯の方、市外に居住されている方、特別養

護老人ホーム、障害者支援施設、児童福祉

施設に入所されている方については、対象

外とさせていただいております。 

 続きまして、２点目、障害者権利擁護事

業の虐待に関しての市の取組についての

お問いであったかと思います。障害福祉サ

ービスの事業者や障害児通所支援事業者

等を対象に、虐待防止研修を開催して、令

和６年度は８６名の事業従事者に御参加

いただきました。法令遵守と障害者虐待防

止を図るもので、令和４年度より実施して

おります。 

 地域で受講する機会を設けることで、参

加者同士の顔の見える関係づくりや支援

の質の向上にもつながるものと考えてお

ります。その講師謝礼として報償金を決算

で計上しております。 

 続きまして、３点目、成年後見制度利用

助成の内容についてのお問いであったか

と思います。成年後見制度は、知的障害、

精神障害などにより、判断能力が不十分な

方の権利を守るために、後見人等が財産管

理や契約などを支援する制度です。判断能

力が十分ではない知的障害者または精神

障害者の福祉を図るため、市長が特に必要

があると認めたときに、成年後見開始の審

判の申立てを、家庭裁判所に行います。 

 成年後見制度利用助成費は、市長が成年

後見等の開始審判申立を行い、家庭裁判所

において後見等の開始が決定された生活

保護等の方の後見等に伴う報酬に必要な

経費として計上しているものです。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目質問させてもらいます。 

 まず、１番目、自治振興課の中間支援体

制の支援業務委託料についてなんですが、

業務委託をし、成果はどういうふうに上が

っているのか、しっかりあったのか。それ

についてお伺いしたいと思います。 

 ２番目、市民課の葬儀会館の件ですが、

今は立体駐車場がない状況で、先ほど答弁

されましたけれども、この駐車場は立体駐

車場がなくなったことで、うまく運営でき

ているのか、その点についてお伺いいたし

ます。 

 ３番目、文化スポーツ課の摂津ふれあい

マラソンの件ですが、参加料が一部値上げ

して、エントリー数が減少することがなか

ったのか、お伺いしたいと思います。 

 ４番目、文化スポーツ課のスポーツ推進

委員についてですが、スポーツ推進委員に

は、どうしたらなれるのか。要件はどうな

っているのか、お伺いいたします。 

 ５番目、産業振興課のアクションプラン

の件ですが、特徴的な取組である摂津ビジ

ネスサポートセンターや、摂津キッズファ

クトリーについて、詳しく内容をお伺いい

たします。 

 ６番目、産業振興課の地域活性化事業で

す。内容はいろいろお伺いしたんですけど、

どういうふうに実績が上がったのかお伺
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いしたいと思います。 

 ７番目、産業振興課の鳥飼なすについて

ですが、保存の方法などはよく分かりまし

た。この数年、鳥飼なすがどれぐらい栽培

できたのか、収穫量や鳥飼なすの栽培での

今後の課題についてお伺いいたします。 

 ８番目、産業振興課の市民農園の状況は

よく分かりました。本市は工業が盛んなも

のづくりのまちですが、そんな本市にあっ

て、気軽に安価で農業体験ができる市民農

園は、とても貴重だと思います。今後もっ

と市民農園を増やすべきと考えますが、予

定などはあるのか、お伺いいたします。 

 ９番目、環境政策課のアライグマの捕獲

数が増加傾向ということなんですけれど

も、本市はどのように対応されていくのか、

お伺いしたいと思います。 

 １０番目、環境業務課の車両の件ですが、

車両の修理にかなりの金額がかかってい

ることは、よく分かりました。先日の委員

会でも、車両の故障で収集業務に影響が出

ている、また、初年度登録からかなりの年

数が経過している車両が多くあると説明

されており、今後一、二年で、１年に２台

ずつ更新したいとおっしゃっておられま

した。更新される車両はパッカー車だと思

いますが、それ以外のダンプ車などを含め、

現在の車両の状況と今後の更新計画をお

伺いいたします。 

 １１番目、保健福祉課のコミュニティソ

ーシャルワーカーの件ですが、内容は分か

りました。コミュニティソーシャルワーカ

ーの相談件数や相談内容についてお伺い

いたします。 

 １２番目、保健福祉課の健都イノベーシ

ョンパークの件ですが、今問題になってる

件だと思うんですけど、吹田市において、

優先交渉権者が決定したということです

が、今後摂津市としてどのように対応して

いくのか、お教えください。 

 １３番目、高齢介護課の敬老祝金の件で

すが、当時の経過は分かりました。 

 それでは、現在の長寿祝い品についてお

伺いいたします。現在の長寿祝い品になっ

てからの市民の方々の御意見など、ありま

したら教えてください。 

 １４番目、高齢介護課の老人クラブ活動

事業についてですが、他市も含め、加入率

の状況を見ると、老人クラブの現状の厳し

さについて分かりました。その要因と課題

の認識と加入促進について、今後どのよう

にしていくのか、お伺いいたします。 

 次に、シルバー人材センターについてで

すが、これは要望です。昨今、少子高齢化

を背景として、人口が減少傾向にあること

に加え、生産年齢人口が減少していること

により、人手不足は深刻になることが見込

まれる中、高齢者においては、介護福祉分

野や地域のまちづくりなどで、地域社会の

担い手として活躍されることが期待され

ています。高齢者の健康で生きがいのある

生活の実現と地域社会の福祉の向上のた

めにも、様々な社会参加を通じて高齢者が

その能力を十分発揮し、活躍する場として

シルバー人材センターの役割が、これまで

以上に重要なものとなっています。 

 近年の現状を伺うと、シルバー人材セン

ターを取り巻く環境は、年々厳しいものと

なっているようです。市としても、現状を

打開するために、効果的な対策を講じ、定

年退職後も豊かな経験と能力を生かして、

職業を通じて社会へ参加したいと希望さ

れる高齢者の方々に、就業の機会を提供し

続けられるよう、頑張っていただくことを

要望しておきます。 

 次に、１６番目、障害福祉課の福祉タク
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シーですが、執行率が６４．２％と低いん

ですが、どのような理由なのか、要因をお

伺いいたします。 

 １７番目、障害福祉課の障害者権利擁護

事業ですが、研修を事業所向けに実施した

ことは理解しましたが、虐待件数は近年増

加しているのかお伺いいたします。 

 最後に、１８番目の、障害福祉課、権利

擁護事業の成年後見制度利用助成ですが、

内容は理解しました。簡単に人数と金額に

ついてお伺いいたします。 

 ２回目の質問を終わります。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、中間支援体制整備支援の委託事

業の成果というお問いでございます。 

 まず、相談対応につきましては、年間２

１件の相談があり、細やかな伴走支援を行

っていただいておりました。 

 参加型の講座・交流会には、２種類の事

業がございまして、一つは、子育てや、福

祉、団体の運営など、毎回異なるテーマを

設けて集う「学びあいカフェ」と、もう一

つは、本市における市民公益活動と居場所

づくりのさらなる発展を目的に、本市内外

の好事例や知見などの共有を図った「せっ

つ居場所サミット」でございます。 

 学びあいカフェを２か月に１回定期的

に実施する中で、各分野に関心や課題意識

を持っている参加者がつながって、その参

加者が、今度は、１１月に実施しました居

場所サミットの企画運営に携わって、その

企画運営のメンバーにより、市民公益活動

団体同士の協働を促進することを目的と

する新たな団体が立ち上げられました。こ

のような団体が自発的に立ち上がったと

いうことが、この事業の大きな成果である

と考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 質問番号２番、葬儀会館

立体駐車場解体後の運営状況でございま

すが、令和６年７月より、立体駐車場を閉

鎖いたしまして、解体工事を実施いたしま

した。それ以降、平面駐車場４５台での運

用を行っております。 

 立体駐車場閉鎖後の令和６年度に二度

駐車場が満車になる案件が生じました。そ

の際は満車になった後に来られた方の駐

車をお断りいたしまして、近隣民間パーキ

ングの御案内をさせていただきましたが、

苦情や大きな混乱等はなく、また、警備員

の複数配置によりまして、近隣道路の渋滞

や路上駐車等もございませんでした。 

 それ以外につきましては、令和６年度に

おきましても、参列者が１００名を超える

ような大型葬儀の利用は非常に少な

くなっておりまして、平面駐車場のみで、

スムーズな運用が行われているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号３番の摂津ふれあいマラソン大会エ

ントリー数の増減についてということで

ございます。令和５年度は、総数が８２４

名、そのうち無料としておりました親子チ

ャレンジランが３００名の参加でござい

ました。令和６年度は、総数が９０５名、

有料化いたしました親子チャレンジラン

は３３６名の参加でございました。 

 また、価格改定を行った一般の部及び壮

年の部についても、エントリー数は増加傾

向でございました。価格改定につきまして

は、ゼッケンや参加Ｔシャツ等配布物を全

て事前発送して、当日の受付を廃止するな
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ど、参加者にとって安全でスムーズな運営

につながるものでございます。エントリー

数の減少がなかったということは、これら

の取組が一定評価いただいているものと

認識をしております。 

 質問番号４番のスポーツ推進委員の要

件、どうやったらなれるかというお問いで

ございます。スポーツ推進委員は、スポー

ツ基本法第３２条に基づき、市町村が委嘱

するものでございまして、社会的信望があ

り、スポーツに関する深い関心と理解を有

し、職務を行うのに必要な熱意と能力を持

つ者の中から委嘱することとされており

ます。現在は、広報紙の募集ですとか、各

種イベントでのお声がけを行いまして、市

民の皆様に応募いただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

５番の摂津ビジネスサポートセンター及

びせっつキッズファクトリーについての

内容でございます。摂津ビジネスサポート

センターの主な実績といたしましては、令

和５年度には、市内事業所１７社が開発い

たしました２０商品のクラウドファンデ

ィングを行う摂津市オンライン催事を開

催いたしました。 

 また、ビジネスサポートセンターでの相

談を通して設立された団体によりまして、

大阪モノレール南摂津駅前広場で３０を

超えるブースが出店するイベントが開催

され、今年度も開催されています。 

 直近では、大手航空会社のマイレージ交

換サイトでの取扱いや、鳥飼銘木町で実施

されておりますナイトマーケットの開催

など、企業の販路開拓の支援につながって

おります。 

 せっつキッズファクトリーにつきまし

ては、令和６年度に鳥飼エリアの５工場で

初めて開催いたしました。工場の見学だけ

ではなく、ワークショップやキッチンカー

の出店など、各工場で魅力的なイベントが

行われ、５９４名の方に来場いただきまし

た。 

 参加事業者からは、チームワークが強化

されたや、新しいアイデアの創出につなが

ったなどの声がございました。また、市民

からは、工場の仕事を知り、いろいろな体

験を通して、子供の視野が広がったや、地

域一体となっている感じがしたという声

をいただいております。 

 続きまして、質問番号６番、地域活性化

事業の令和６年度の実績でございます。令

和６年度のガイドツアーにつきましては、

毎年２０名の定員を超える多くの方に御

応募をいただいておりまして、令和６年度

につきましては３７名の応募者の中から、

２０名の方に参加いただいております。ま

た、阪急大阪梅田駅構内で行いましたＰＲ

フェアにつきましては、用意したチラシ１，

０００部を全て配布し、市外の多くの方に

摂津市をＰＲする機会となりました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 では、質問番号

７番の２回目の御答弁でございます。鳥飼

なすの収穫量というお問いでございます

が、現在こちらで把握しております鳥飼な

すの生なすで、令和４年、５年、６年の３

か年で御説明いたします。 

 まず、市が栽培を委託しております摂津

市農業振興会が収穫した分で、令和４年は

１，４３８個、令和５年は１，８４８個、

令和６年は１，２５３個でございました。 

 また、市内の農家３世帯が大阪府の中央

卸売市場に、鳥飼なす、生なすを卸されて
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おられます。その個数３世帯合計で令和４

年が１，９６２個、令和５年が１，５５１

個、令和６年が９０９個でございました。 

 続きまして、鳥飼なす栽培の課題という

お問いですが、生産者の高齢化が最も大き

な課題でございます。市が栽培委託してお

ります摂津市の農業振興会、平均年齢、今

７４歳でございます。この先、栽培をして

いただく方の人材確保、これは一層課題に

なってくると認識しております。 

 続きまして、質問番号８番でございます

が、市民農園をこれから増やす予定はある

のかというお問いでございます。現状では、

市民農園が空くのを待機されている団体

はおられません。また、摂津市の行政経営

戦略の令和６年度の進捗管理におきまし

ても、市民農園の目標面積１万３，０００

平米を目標にしていますが、これに対しま

して、令和６年度末には１万５，５６４平

米ということで、目標面積をもう既に上回

っております。このため、我々といたしま

しては、市民農園の一定の供給責務はもう

果たしておるということでございますの

で、今のところは、市民農園の拡大、拡充

の予定はございません。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、９番目の

アライグマに関する再度の御質問にお答

えいたします。市の対応として、アライグ

マの駆除につきましては、大阪府が策定い

たしました大阪府アライグマ防除実施計

画に基づき、大阪府、市、市民、それぞれ

の役割分担の下、市が市民からアライグマ

の目撃情報や相談を受けた際には、捕獲檻

の貸出しを行い、捕獲の協力をお願いして

おります。また、近年のアライグマの相談

件数が増加傾向であることを鑑み、貸し出

しする捕獲檻の保有数の増強を行うとと

もに、市広報紙やホームページを活用して、

啓発活動を実施しているところでござい

ます。引き続き、市民の皆様の協力の下、

適切な防除を推進してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

１０番、車両管理事業に係る御質問にお答

えいたします。令和６年度末におきまして、

２トンパッカー車が１３台、２トンダンプ

車が９台、１トンダンプ車が２台、軽ダン

プ車が３台、２トンバキューム車が１台の

合計２８台の車両でごみの収集を行って

おります。 

 そのうち、初年度登録から１５年を経過

した車両は、パッカー車が５台、２トンダ

ンプ車が８台、１トンダンプ車が２台の１

５台となっております。パッカー車につき

ましては、令和３年度以降、少しずつでは

ありますが、更新しておりますが、ダンプ

車は、平成２４年度以降一切更新ができて

おりません。 

 また、市内の狭隘道路のごみの収集に対

応するための１トンダンプ車については、

既に市場に新車がないと聞いております。

そのため、１トンダンプ車の代わりとして、

軽ダンプ車の活用も視野に入れながら、パ

ッカー車とダンプ車のバランスを考慮し

つつ、毎年２台程度を更新したいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 保健福祉課に係り

ます２回目の質問にお答えいたします。 

 質問番号１１番、コミュニティソーシャ

ルワーカーの相談件数や相談内容につい
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てのお問いにお答えいたします。令和６年

度における相談件数につきましては２，６

９４件であり、相談対象者は、高齢者が最

も多く、次いで、障害者、子育て、青少年

となっており、その他外国人からの相談も

増加傾向にございます。 

 また、相談内容といたしましては、日常

生活におけるちょっとした困り事など、生

活に関する身近な相談が最も多くなって

おります。次いで、健康・医療に関する相

談、福祉制度サービスに関する相談、生活

費に関する相談と続いております。そのほ

かにも住宅に関する相談や就労に関する

相談、ＤＶ・虐待に関する相談、子育て、

子供の教育に関する相談、ひきこもりに関

する相談など、多岐にわたる課題について

幅広く多くの市民の皆様の相談に乗って

いただいている状況でございます。 

 続きまして、質問番号１２番、健都イノ

ベーションパークの吹田市の土地におけ

る動きについて、今後の本市の対応につい

ての質問にお答えいたします。現段階では、

事業者の詳細な提案内容などについて、分

かりかねますが、本市といたしまして、今

後、吹田市に対しては発注者としての責任

において、優先交渉権者に対しては事業実

施者としての責任において、健都の健康・

医療のまちづくりというコンセプトに合

致した事業とすること、また、事業を進め

る上では、近隣の摂津市民の方への説明責

任をしっかりと果たしていただき、十分に

理解を得た上で、事業を展開していくこと

を申し入れてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１３番の

長寿祝い品でございますが、現在８８歳、

９９歳の方に、木製プレートやマグカップ

を、１００歳以上の方にカタログギフトを

贈呈しているところでございます。 

 米寿の記念になりうれしいというお声

であったり、友人にもプレゼントしたいと

いうようなお喜びの御意見もいただいて

おります。 

 また、令和６年度につきましては、個人

で同じプレートを発注された方もいらっ

しゃるということも伺っております。 

 しかしながら、以前の現金での贈呈がな

くなったということに対し残念との声を

聞いてるのも、確かでございます。 

 次に、質問番号１４番目の老人クラブに

つきまして、会員数の減少の主な要因とし

ましては、定年延長や定年後も再雇用で就

労される方などの増加、また、趣味や地域

活動、ボランティアなど、社会参加の方法

の多様化に加えまして、会長職の担い手不

足から、会員クラブの解散に至っていると

いう現状もございます。 

 加入促進につきましては、市役所１階の

ロビーに、つながりのまち摂津の啓発コー

ナーを設置し、機関誌なごみや広報せっつ

への活動紹介の記事掲載、機関誌なごみを

自治会回覧して活動を周知するほか、老人

クラブの会員増強プロジェクトチームに

おきまして、新規加入者１人につき５００

円を、会員クラブに還元するワンコインキ

ャンペーンなどを実施しているところで

ございます。 

 また、ボッチャ体験会や万博ウォーキン

グなど、会員以外でも参加できるイベント

を実施するほか、大阪府内でも先駆けてニ

ュースポーツを取り入れた事業を行うな

どの積極的な展開をされておりますので、

事務局といたしましても、必要となる支援

を行いながら、加入促進につなげてまいり
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たいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 中川委員の２回

目の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、福祉タクシーの執行率が低いが、

その理由はというお問いであったかと思

います。先ほど申し上げましたとおり、２

４枚つづりの利用券を交付しております

が、１回の乗車につき１枚の初乗り運賃分

のみ使用できることとなっておりました。

近年、運賃改定により、１乗車の初乗り運

賃分の乗車距離が短くなっていることか

ら、利用する市民の追加の乗車分の負担額

が増えており、利用率の低迷になっていた

ものだと思われます。 

 令和７年度からは、より利用しやすくす

るために、利用券１枚当たり５００円の定

額、１乗車について２枚まで使用可と変更

をしました。 

 参考にお伝えさせていただきますと、令

和６年度の上半期の利用率については１

４．８％でありましたが、本年度の上半期

については１９．９％と上昇しております。

また、各タクシー会社により、初乗り運賃

料金に違いがあったことから、定額になっ

たことで、請求書の処理事務についても事

務の効率化が図れたと思っております。 

 続きまして、１７番目の２回目の御質問

にお答えさせていただきます。虐待通報件

数が近年増加しているのかというお問い

であったかと思いますが、令和４年度が２

３件、令和５年度も２３件、令和６年度は

３４件と増加しております。全国的に通報

件数は増加傾向にあり、令和５年度のデー

タとはなりますが、人口当たりの本市の通

報件数が、全国平均の２倍程度、大阪府平

均の３分の２程度を示しております。 

 虐待対応については、先ほどの研修以外

にも、虐待等の防止啓発パネル展の開催で

すとか、障害者虐待の防止や早期発見、早

期対応を図ることを目的として、摂津市障

害者虐待防止ネットワーク会議を開催し、

関係機関と連携を取っております。 

 最後に、１８番目の御質問の成年後見制

度の人数と金額についてのお問いにお答

えさせていただきます。令和６年度の成年

後見制度の利用者数については２名であ

ります。制度としての助成の金額は、家庭

裁判所が決定した報酬額の範囲内で、対象

者の生活の場が在宅の助成対象者につい

ては、月額２万８，０００円、その他の助

成対象者については、月額１万８，０００

円を限度としております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 ここからは、３回目について質問と要望

をさせていただきます。 

 まず、１番目、自治振興課の中間支援体

制なんですけど、この事業はいろんな議員

の方々が関心を持っておられます。私は詳

しくないのですが、中間支援制度について、

一つ一つの講座などの充実をさらに図っ

ていただいて、もっと関心を持ってもらい

たいと要望しておきます。 

 二番目、市民課の葬儀会館の件ですが、

葬儀会館において駐車場は絶対に必要な

ものであると思います。答弁の中では、近

年葬儀の小規模化が進んでおり、参列者が

以前と比較し、少ないとのことでしたが、

もし大きな葬儀が入って参列者が多い場

合、駐車場があふれないような工夫はしっ

かりと考えていただきたいと思います。 

 葬儀業者と事前協議をして、参列者に乗

り合いで来てもらうなど、周辺道路に路上
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駐車や交通渋滞が生じないよう対策をし

てもらいたいと思います。 

 また、もう一点、近年、摂津市でも摂津

市の周りでも多くの葬儀会社ができてき

たと感じています。その中で、葬儀会館を

摂津市として運営しなければならないの

か。民間に任せることはできないのか。民

間に売却することはできないのかなど、

様々な運営方法を検討していただきたい

と要望させていただきます。 

 ３番目、文化スポーツ課の摂津ふれあい

マラソンですが、私も、今年ふれあいマラ

ソンに参加させていただきました。親子チ

ャレンジランに参加したのですが、いい思

い出になりました。でも、少し残念だった

のは、先導車が市民の方と接触したと聞い

ています。実際その場は見てないんですけ

ど、そこで、今後の対応、なぜそういうこ

とが起きたのか。これからの対策、これか

らどうしていくのか。本当に多くの方に来

ていただいてるんで、安全対策と今後の検

討というのはすごい重要なことなんで、こ

れは質問としてお答えいただきたいと思

います。 

 ４番目、スポーツ推進員活動費の件です

が、どこの団体組織も人手不足に悩まされ

ていると思います。高齢社会の中で、規約

に定年制があると聞いております。今の時

代の流れの中で、この定年制というのは必

要なんでしょうか、撤廃されないんでしょ

うか。それに７５歳の線引きに何か根拠が

あるのか、不都合があるのか、お教えいた

だきたいと思います。これは質問です。 

 ５番目、産業振興課の第３期計画の概要

についてですが、鳥飼で実施しているナイ

トマーケットに、今年行かせていただきま

した。印象は、若い方々が主体的に運営さ

れていると感心しました。 

 また、昨年行われた摂津キッズファクト

リーは、地域と事業所が接点を持ついい機

会となり、子供たちを中心に大好評だった

と聞いております。その活力を鳥飼全体の

活力につなげてほしいと要望しておきま

す。 

 次に、６番目、産業振興課の地域活性化

事業ですが、私は、摂津市に観光課ができ

たらいいと思っております。それが、地域

活性化事業の最たるものだと思っており

ます。もっと摂津の魅力を発信していき、

新しい観光スポットを見つけ、つくる。例

えば、阪急電車が持っている車両や基地を

生かして魅力をＰＲし、観光化していく、

これが一番の地域活性化策だと思います

ので、しっかりとした対応を要望しておき

ます。 

 ７番目、産業振興課の農政係の鳥飼なす

についてですが、摂津市で鳥飼なすとよく

言われるんですけど、あまり自分自身気に

しておらず、販売してるところがなかなか

ないのか、食べる機会がないので、イベン

トなどで鳥飼なすを売ってるというとこ

ろで食べるぐらいです。とりかい高等支援

学校でも、栽培して販売されてると思いま

す。このような取組をもっと広げて、摂津

市を鳥飼をＰＲしていっていただきたい

ということを要望します。 

 ８番目、産業振興課の農園設置の件です

が、私は、土に触れ合うことが大事だと思

っております。 

 しかし、こういうふうに農園を借りるデ

メリットとして、しっかりと管理しないと

草が生い茂り、野菜づくりには水やりや草

むしり、害虫対策もしなければいけません。

農園を借りるときに周知徹底してもらい

たいことを要望しておきます。 

 ９番目、環境政策課のアライグマの件で
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すが、子供を幼稚園に送る午前中に、かお

り幼稚園と薫英学園の間のところで、最初

は、犬か、猫かと思ったんですけれどアラ

イグマを見たことがあります。市街地にま

で、アライグマが来てると思うので、先ほ

ど、増加傾向という話もありましたので、

もう少し対策を強化していただいたほう

がいいんじゃないかと思います。熊のよう

に大きな被害はないかもしれませんが、し

っかり対策を取っていただきたいことを

要望しておきます。 

 １０番目、環境業務課の車両事業は、市

民が健康かつ衛生的な生活をする上で、ご

みの収集及び処分は、非常に重要な業務と

考えております。その業務を遂行するため

に、必要なごみ収集車両について計画に沿

って、確実に車両を入れ替えていくととも

に、今後も適切に維持管理することで、ご

み収集業務に支障が出ないよう、取り組ん

でいただくことを要望させていただきま

す。 

 １１番目、保健福祉課のコミュニティソ

ーシャルワーカーの件ですが、多くの市民

の多岐にわたる相談に乗っていただいて

いるということは、分かりました。新型コ

ロナウイルス感染症により、地域のつなが

りは分断されたままの部分も多く、これま

で以上に、少子高齢化が進んでいくことか

ら、今後対応をしなければならない地域福

祉課題は増えていくことが想定できます。 

 そこで、コミュニティソーシャルワーカ

ーは、さらに重要になってくると考えます。

令和６年度より人数を増やして対応に当

たっていることは評価しますが、市民に寄

り添った相談業務を展開するためには、人

当たりのよさや、市民との関係性を構築す

るためのコミュニケーション能力など、

様々な資質のある方に業務に当たってい

ただくことも非常に重要であると考えま

す。 

 また、できることなら相談を受けた方か

ら評価もいただくようにしてはどうかと

思います。そして、頻繁に担当者を入れ替

えるのではなく、様々な経験を積み、それ

を新たに後輩に伝えるといったサイクル

を構築し、全体でこの重要な業務に当たれ

るよう、体制構築をしていっていただきた

いと思います。 

 市としても、コミュニティソーシャルワ

ーカーとしっかり連携を取って、課題解決

に取り組んでいただくよう要望させてい

ただきます。 

 １２番目、保健福祉課の健都イノベーシ

ョンパークについてですが、今後の摂津市

の動きについては、分かりました。この件

につきましては、私にも多くの市民の方々

から白紙撤回を求める御意見をいただい

ております。 

 これまで事業者が決まっていなかった

ため、具体的な事業内容について健都のコ

ンセプトとの整合性を確認することがで

きなかったと思いますが、今後具体的な提

案が出た際には、大阪府などとも連携して

しっかり内容を確認し、健都のコンセプト

に合致していないということであれば、白

紙撤回を求めることなど、検討してくださ

い。 

 また、地元自治会や近隣マンションの住

民が懸念している騒音や振動、臭気などの

生活環境に及ぼす影響についても、摂津市

民が納得できるように、大阪府などと連携

して、吹田市と優先交渉権者に対して、具

体的な対策についてしっかりと説明をい

ただくように、申し入れていただくよう要

望させていただきます。 

 １３番目、高齢介護課の敬老事業につい
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てですが、現在の長寿祝い品について、制

度見直し後の取組状況についてよく分か

りました。私は、個人的には現金がいいと

いう考え方なんですけれども、今後は、高

齢者福祉に限らず、市を取り巻く様々な情

勢を背景として、財源確保が難しさを増す

中、増大するニーズに対応する経費を捻出

していかなければならない厳しい状況に

おいては、既存の事業で優先順位の低い事

業に要するコストを削減する取組も、必要

となってくるものと考えます。市の限りあ

る財源を有効活用し、適宜必要な事業へ、

必要な予算を配分していくため、選択と集

中による行政サービスの最適化を図って

いただきますよう、要望しておきます。 

 １４番目、高齢介護課の老人クラブの件

ですけれども、社会状況の変化により、高

齢者の社会参加の機会が増えていること

はいいことでありますが、一方、地域のつ

ながりも重要と考えます。老人クラブの活

性化及び認知度向上を推進していけるよ

う、これからも引き続き、よろしくお願い

したいと思います。 

 １５番目、高齢介護課のシルバー人材セ

ンターの件は、先ほど要望させていただき

ました。 

 １６番目、障害福祉課のタクシーのチケ

ットについてお聞きしました。１枚しか使

えなかったところを２枚使えるだけで、利

用率が上がったという答弁だったと思い

ます。ちょっとした心遣いや、気遣いがし

っかりと分かって、こういう制度に変更し

たということは、本当にすばらしいことだ

と思っております。 

 このような気持ちで、障害福祉並びにサ

ービス全体に取り組んでいただきたいこ

とを要望しておきます。 

 １７番目、障害福祉課の権利擁護の件で

すが、虐待について増加していること、ま

た、関係機関と連携を取りながら取り組ん

でいることは分かりました。虐待は発生す

れば、対応に時間を要することが考えられ

ます。今後も虐待防止についても、しっか

りと取り組んでいただくことを要望して

おきます。 

 最後、１８番目、障害福祉課の知的障害、

精神障害などによって、物事を判断する能

力が十分でない人たちを支える仕組みと

しての成年後見制度は、権利を擁護するた

めに設けられた制度であり、とても大切な

制度だと思います。 

 成年後見制度の利用が必要な状態に追

い込まれてから、市民が制度を知る努力を

始めることがないよう、制度についての周

知啓発を行っていただくことを要望して

おきます。 

 ３回目、終わります。 

○光好博幸委員長 暫時休憩します。 

（午後２時３９分 休憩） 

（午後２時４０分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 質問２件でございます。 

 ただ、２件目の４番につきましては、所

管を超えるということになりますので、後

ほど、副市長から御答弁いただくことにし

ます。 

 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号３番の摂津ふれあいマラソン大会の

安全対策についてでございます。令和７年

２月に実施いたしました摂津ふれあいマ

ラソン大会では、３キロの部で先導する自

転車が、親子チャレンジランの出走者と接

触をする事案がございました。幸い大事に

は至りませんでしたが、これを踏まえまし

て、令和７年度の大会におきましては、陸
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上競技の豊富な経験をお持ちの実行委員

会メンバーに多くの御助言を仰ぎながら、

コースの見直しや部門ごとの出走時間を

変更し、コース上にランナーが錯綜しない

よう、安全により一層配慮したシミュレー

ションを行うなど、出場者の皆様に安心し

て走っていただけるよう改めたところで

ございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 副市長、お願いします。 

○山本副市長 非常勤特別職の方の定年

制の御質問でございました。担当は、政策

推進課になりますけども、私、出席させて

いただいておりますので、御答弁させてい

ただきます。 

 スタート時点は、定年はございませんで

した。６０歳定年の時代に、やはり新しい

人材がどんどん出てきてる時代でありま

したので、７５歳定年を設け、次期任期中

に７５歳になられる方は御勇退いただこ

うということで、スタートをいたしました。 

 その後、６５歳定年制が世の常になって

まいりましたので、ちょうど更新時点で７

５歳になっておられる方は、そこで御勇退

いただいて、新しい方々に入っていただく

というようなことで、現在、その制度が進

行中でございます。 

 ただ、団体推薦の方につきましては、年

齢等は問わず、定年制というような形は取

っておりません。 

 今、委員から御質問がありましたように、

世間的に、定年が７０歳ということが進ん

でまいりました。時代はそのように変わっ

ておりますので、いろんなことを考えてい

くべき時期に来ているということも、我々

は認識しております。現在、担当でいろい

ろ検討をしているというような状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 今、副市長から答弁いた

だいて、理解しました。 

 時代に合わせて、定年制や、この問題を

進めていってもらいたいと思います。今、

担当で検討しているということですが、そ

の検討が長引かないよう、お願いしておき

ます。 

 回答が前後しましたが、摂津ふれあいマ

ラソン大会の安全対策で、先導者やってた

方が、去年か一昨年ぐらいに変わったと思

います。先導者は、簡単そうで結構難しい

と思います。安全対策と言いましたけども、

ただ単にやりますと手を挙げたところに

お願いするのではなく、自転車の経歴等、

細かいことを言うわけではありませんが、

自転車に熟練した人ではなかったら、何か

そういうふうなことを、これから決めてい

かなくても大丈夫かなということを、最後

一言でいいんで答えていただけたら、終わ

ります。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 令和６年度の

実施のときから、先導を担当いただく方が

変わっておりますけれども、それが直接的

な原因ということではなく、やはり１キロ、

３キロ等々いろんな部門の方がコース上

に時間の都合で、同時に走ってるような状

況があったというところが、一つの原因か

と思いますので、時間をできるだけ区切っ

て、いろんな部門の方が、同一コース上に

いるようなことがないような時間割で、今

年度は検討してまいります。 

 以上でございます。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございまし

た。 

○光好博幸委員長 中川委員の質問は、終
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わりました。 

 暫時休憩したいと思います。 

（午後２時４６分 休憩） 

（午後３時１４分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 質疑に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、令和６年度の

決算について、２８項目質問させていただ

きたいと思います。 

 立場的には、令和６年度の予算のときに

も承認というか、賛成した立場ということ

も含めまして質問させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 私は、全て決算書でいきますので、お願

いいたします。 

 １番目が歳入でございます。決算書の３

２ページで、高齢介護課になるかと思いま

すが、社会福祉費負担金の中に、老人保護

施設入所負担金というのがあります。これ

につきましては、高齢者保護は必要と認め

た場合に、養護老人ホームへの入所措置に

関することでの個人負担分であると思い

ます。これが予算が７５６万円に対しまし

て、決算が約半額ぐらいになったというこ

とですので、その差額の内容について１回

目お尋ねをさせていただきます。 

 ２番目、歳入の３６ページでございます。

これも午前から質疑が若干ございました

けども、飼犬登録手数料の件でございます。 

 この件につきましては、狂犬病予防法と

いう中にあって、犬を取得した日及び生後

９０日を経過した日から３０日以内にそ

の市町村に登録しなければいけないとい

うことになっているかと思いますが、その

中にあって予算は１４万円ほどだったん

ですが、決算は３２万円ということで２倍

強の決算になったということでございま

す。その内容とこの決算額が倍ぐらいにな

ったということでの認識についてお尋ね

をさせていただきたいと思います。 

 ３番目、歳入の３６ページでございます。 

 これも飼い犬の件でございますけども、

狂犬病の予防注射の交付手数料がありま

す。予算よりも若干増えた決算になってい

るかと思いますけども、この中で今、狂犬

病予防注射に当たっては、公民館とか、公

園とか、集会所も含めた市内１９か所でさ

れていると思いますし、また市内の動物病

院でも３か所それぞれされていると思い

ますが、この病院と公民館、公園、集会所

など１９か所との比率について１回目お

尋ねをさせていただきたいと思います。 

 ４番目、歳入で４４ページでございます。

都市計画費補助金の中で、都市構造再編集

中支援事業補助金というのがあります。こ

れにつきましては味生コミュニティセン

ターの整備という中にあって、周辺道路の

障害者の点字ブロックの件だとか、またカ

ラー舗装の部分だとかいうことで、これは

国からの支出ということになっているか

と思いますが、決算が１億１，６１０万円

となっておりますので、この使途について

お尋ねをさせていただきます。 

 ５番目、歳入で４８ページでございます。 

 市民課になるんですが、権限移譲交付金

というのがあります。これは旅券発給事務

の権限移譲に係る交付金ということだっ

たと思います。これにつきまして、予算は

１０３万円ほどなんですが、決算は２１２

万円ということで金額的には倍に伸びて

いるということもございます。この内容も

そうなんですが、業務量が多分増えたのか

なという思いもしましたので、業務量の認

識についてお尋ねをさせていただきます。 

 ６番目、歳入で５６ページでございます
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が、款１８の寄附金に、環境政策課の部分

がございます。これは指定寄附金というこ

とでございますので、寄附者がこの事業と

か活動、使途についてはこういうことで使

ってほしいということでの寄附金になっ

ているかと思います。環境政策課につきま

しては９万１，７３２円が寄附されたとい

うことでございますので、この内容と使い

道について、お尋ねをさせていただきたい

と思います。 

 ７番目、同じく保健福祉課においてもこ

の指定寄附金というのがあります。これも

寄附額が１０５万円ということでござい

ますので、この内容についてお尋ねをさせ

ていただきます。 

 次から歳出でございます。８番目、９０

ページでございます。 

 節１２の委託料という中で、外国人市民

相談業務委託料というのがあります。これ

につきましては決算４万円ということで

ございますが、予算では１０万円になって

おり、決算額が半分以下になっております。

市民相談の件数につきましても、令和４年

度が２０件、令和５年が３３件と少し増え

たんですが、令和６年度がまた２０件とい

うことで少し減ったと思います。この質問

といたしまして、相談内容と、令和５年度

に対しての件数の減の分析をどうされて

いるのかお尋ねをさせていただきます。 

 ９番目、歳出で９６ページでございます。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１３自

治振興費という中で、節７報償費内に報償

金というのがあります。この報償金の中は、

地区振興委員への報償という部分と、各自

治会の回覧や配布物、そしてまた防犯活動

等々の事業での報償金ということになっ

ております。１回目の質問といたしまして

は、今までの回覧とか配布物に令和５年度

から防災や、防犯活動、環境美化活動とい

う事業がプラスになったというふうに認

識をしているんですが、この２年目の認識

について、お尋ねをさせていただきます。 

 １０番目、決算書の９６ページのところ

で、節１１の役務費という中で通信運搬費

があります。これにつきましては市政モニ

ター、アンケートの郵送費とかいうものだ

と思います。この決算が１９万９，２１６

円なんですが、各年度、市政モニターのア

ンケートは上期と下期という形で２回に

分けてされていると思います。その中で令

和６年度の市政モニター事業で得られた

内容について、１回目お尋ねをさせていた

だきます。 

１１番目、決算書の９６ページで、地域

活性化事業補助金というのがあります。予

算が７６２万円に対しまして決算が約６

０８万円ということであったと思います

が、その差額の理由についてということと、

使われた内容についてどういう認識をさ

れているのかということをお尋ねさせて

いただきます。 

 １２番目、決算書の９６ページのところ

で、文化振興計画推進審議会委員報酬があ

ります。これは予算が４０万円ほどだった

んですが、決算が約半分の２０万円ほどと

いうことになりました。令和６年度は委員

数が１５名で、会議を２回開催されたと思

いますが、これは令和５年度とほぼ同じだ

というふうに思いますけれども、この予算、

決算の差額の理由ということと、審議会の

内容について１回目お尋ねをさせていた

だきたいと思います。 

 １３番目、市民課になるかと思いますが、

決算書の１０８ページの、目１戸籍住民基

本台帳費という中に節１７備品購入費が

あります。今日質疑があったかというふう
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に思いますけども、この庁用器具費は、そ

のほとんどが旅券事務事業での器具費だ

ったと思いますが、購入器具の内容につい

て１回目お尋ねをさせていただきます。 

 １４番目、文化スポーツ課で、決算書の

１１８ページ、これも先ほどありましたけ

れども、報酬の中にスポーツ推進委員報酬

というのがあります。このスポーツ推進委

員の方におきましては、地域のスポーツ振

興という意味も含めて各小学校区に配置

をされていると思いますが、１回目は予算

が３６７万円ほどであったものに対して

決算が１９０万円ほどと約半額になった

ということでありますので、この予算、決

算の差額について、理由をお尋ねをさせて

いただきます。 

 １５番目、文化スポーツ課で、１２０ペ

ージでございますが、地区市民体育祭実施

補助金がございます。予算につきましては

６００万円だったんですが、決算が約４６

１万円でございますので、この予算、決算

の差額の理由についてお尋ねをさせてい

ただきます。 

 １６番目、生活支援課で、決算書の１２

６ページ、就労準備支援等事業負担金があ

ります。ほぼ予算どおりの執行額になった

と思うんですが、この事業につきましては、

ひきこもりの方や長期間就労しておられ

ない方を対象に手を差し伸べようという

事業だったと思います。令和６年度に事業

として実施した内容と、どういう認識でお

られるのかということでお尋ねをさせて

いただきます。 

 １７番目、高齢介護課で、同じく決算書

の１２６ページ、これも今日あったかと思

いますが、独居老人愛の一声訪問事業委託

料というのがあります。これも予算２５万

２，０００円に対しまして、決算が２４万

４，５２４円ということで令和６年度の予

算を立てたときのとおりほぼ内容的にも

進んだのかというふうに思います。利用者

につきましては月平均で令和６年度は９

９名、令和５年度は７６名で、令和６年度

は増えてきたということありますが、令和

６年度の実施した内容と人数等も含めた

この認識についてお尋ねをさせていただ

きたいと思います。 

 １８番目、高齢介護課で、同じく決算書

１２６ページ、緊急通報装置設置委託料と

いうのがあります。これは携帯型を導入し

て２年目だったと思います。その中で７６

５万円ほどの予算に対しまして決算が２

５８万円ほどということでちょっと差が

あると思いましたので、この差額の理由に

ついてお尋ねをさせていただきます。 

 次、１９番目、障害福祉課で、決算書１

２８ページでございます。 

 節１の報酬で、会計年度任用職員報酬は

チャレンジドオフィス事業ということで

あります。これも今日、質疑がありました

ので、これについては、私も要望させてい

ただこうと思います。令和６年度は６名の

うち４名の方が一般就労に結びついたと

いうことでありますので、そういう意味で

は一定の効果があったと御答弁がありま

した。一般企業もそうなんですが、庁内も

含めて就労に結びつけていくというのは

本当に必要なことだと思います。また、特

に障害を持っておられる方等々につきま

しては、業務量もそうなんですが、特に人

間関係というか、対人関係の調整がなかな

か困難な方も中にはおられるて、長期就労

に結びついていないということもお聞き

をしています。やはり業務量や、賃金も本

当に必要な部分なんですけど、それ以上に

就職先の人間関係も含めてフォローして
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いっていただけたらと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、２０番目、生活支援課で、決算書

の１５０ページ、生活保護費というのがあ

ります。これも午前中から若干質疑がござ

いましたけれども、予算が約３４億円とい

うことに対して、この決算が約２９億円で

５億円ほど差額が出たということでござ

いますので、この差額分をどう分析してお

られるのか１回目お尋ねをさせていただ

きたいと思います。 

 次、２１番目、保健福祉課で、決算書の

１５２ページに、産学官民連携プラットフ

ォーム運営負担金というのがあります。こ

れは決算として３９６万２，０４８円とい

うのがあります。これは吹田市に負担金を

支払うという仕組みの中で、摂津市につき

ましては面積案分等々で約３２％がこの

決算額として計上されていると思います

が、この運営に当たりまして、サポーター

数とか、地域実証の事業について１回目お

尋ねをさせていただきたいと思います。 

 ２２番目、保健福祉課で、決算書の１５

２ページに、健康づくり推進協議会委員報

酬というのがあります。決算額４１万４，

０００円ということでございますが、この

協議会の内容について、１回目お尋ねをさ

せていただきます。 

 ２３番目、環境政策課で、決算書の１５

８ページに、節１２委託料で、地盤沈下１

級水準測量委託料というのがあります。こ

れも本会議であったかと思いますけども、

予算が３５０万円に対して決算が２２０

万円ということでございます。この差額の

理由と測量結果の分析について、１回目で

お尋ねをさせていただきます。 

 ２４番目、環境業務課で、決算書の１６

２ページ、節１２委託料にごみ種調査委託

料というのがあります。決算額１４８万６

００円ということでありますが、１回目の

質問として内容と目的、そして、若干減っ

たというような御答弁もあったかと思い

ますが、排出状況についてお尋ねをさせて

いただきます。 

 ２５番目、環境政策課で、決算書１６４

ページ、節１２委託料の中で、し尿収集運

搬委託料というのがあります。決算額では

４，０７４万１７２円となっておりますし、

また、事務報告書によりますと、し尿処理

が６４５．２キロリットル、そして浄化槽

の汚泥が１，４５１．８１キロリットルに

なっておりますが、この収集内容と委託先、

そして今の契約はどうなっているのか、何

年まで契約なのかということを１回目お

尋ねさせていただきます。 

 ２６番目、環境業務課で、決算書１６６

ページでございますが、節１２委託料で、

環境センター土壌汚染深度調査等委託料

というのがあります。予算が８，４

９１万円ほどでございますが、決算は

１，９４７万９，９００円ということだと

思いますので、この予算との差額内容につ

いてお尋ねをさせていただきます。 

 次に、２７番目、産業振興課農政係で、

決算書１６８ページ、節１８負担金、補助

及び交付金という中に、摂津市地域農業再

生協議会補助金というのがあります。これ

も今日、農業の件は様々な議論をされたと

いう思いますので、決算額の２８万９，０

４９円ということで、令和６年度の取組に

ついて１回目お尋ねをさせていただきま

す。 

 最後の２８番目、産業振興課で、１７２

ページ、節１８負担金、補助及び交付金の

中にスクラッチカード交付金というのが

あります。このスクラッチカードは、令和
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６年度で９回目になるかと思います。これ

まで商工会や、各商店街等の協力を得なが

らこの事業をやってきたということでし

た。決算額５１８万７，４００円で、この

事業効果についてどういうふうに捉まえ

ておられるのかお尋ねをさせていただき

ます。 

 １回目は以上でございます。 

○光好博幸委員長 まず、質問は２８点で

すけども、１９番目が要望ということで、

実質は２７件です。答弁を求めますけれど

も、質問をまとめてではなくて、一つずつ

御答弁いただきますようによろしくお願

いいたします。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番です。 

 老人保護施設入所負担金についてでご

ざいます。 

 こちらにつきましては、経済的・環境

的理由のほか、虐待といった理由により、

自宅で生活することが困難な高齢者を老

人福祉法に基づき養護老人ホームに入所

措置を行っているもので、日常生活等に要

する費用のうち、本人の収入に応じて負担

すべき金額を納付いただいているもので

ございます。 

 老人保護施設入所負担金の予算額と決

算額の乖離につきましては、措置入所者数、

入所しておられる方の収入により、支払っ

ていただく負担金も変動してまいります。

また、措置入所は虐待など緊急性が高く、

分離保護が必要な場合に行うもので、事案

の性質上、緊急での対応を求められるため、

必要時に迅速に対応できるよう、一定予算

を持って備えておく必要があります。令和

６年度当初は９名分の予算を確保してお

りましたが、死亡による措置解除などもあ

り、令和６年度末で５名となっておりまし

て、それに応じて入所負担金も減少してい

るものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、環境政策

課に係ります２番目の飼い犬の登録手数

料に係る御質問にお答えいたします。 

 この手数料は狂犬病予防法に基づく犬

の登録及び犬の鑑札の再交付に係る手数

料で、登録には１頭当たり３，０００円、

再交付には１頭当たり１，６００円を飼い

主から徴収しております。 

 光田委員にもお答えいたしましたとお

り、本市では令和６年６月からワンストッ

プサービスに参加しており、このサービス

に参加すると、マイクロチップを装着した

犬は犬の登録に際し市役所窓口等での登

録の手続が不要となります。このような実

情から令和６年６月以降の登録手数料の

歳入の減少を見越し、令和５年度の当初予

算８１万２，０００円から令年６年度は１

４万１，０００円を予算計上しておりまし

た。しかしながら、６月以降もマイクロチ

ップを装着していない犬、例えばペットシ

ョップ等から購入した犬以外で譲渡を受

けた犬等の登録が予想よりも多かったこ

とから差が生じたものと認識しておりま

す。 

 続きまして、３番目の狂犬病予防注射済

票の交付手数料に係る御質問にお答えい

たします。 

 まず、令和６年度の狂犬病予防注射済票

の交付の総数は２，３４４頭でござい

ました。公民館等の集合注射が９１７頭、

集合注射を除く市内３病院に委託してお

りますものが６５１頭でございましたの

で、それぞれの総数からの比率は３９．

１％と２７．７％となっております。 
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 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号４番、都市構造再編集中支援事業補助

金の使途についての御質問にお答え申し

上げます。 

 都市構造再編集中支援事業補助金は、国

土交通省所管の補助金で、市町村や民間事

業者等が行う都市機能や居住環境の

向上に資する公共・公益施設の誘導整備、

防災力の強化、居住の誘導の取組等に対し

て集中的な支援を行い、持続可能で強靱な

都市構造へ再編を図ることを目的に交付

されるものでございます。 

 令和６年度の補助金１億１，６１０万円

につきましては、コミュニティセンター建

設用地の土地購入費の一部に充てており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、質問番号５番、

権限移譲交付金についてでございます。 

 市民課において受けております権限移

譲交付金は、旅券事務事業に対するもので

ございまして、交付額はその年度の旅券取

扱件数によってまいります。新型コロナウ

イルス感染症感染拡大の影響で海外への

渡航制限がかかったことなどによりまし

て、ここ数年は旅券取扱件数が大きく減少

しておりましたが、令和５年度の途中に新

型コロナウイルス感染症が第５類感染症

に位置づけられて以降、徐々に旅券の取扱

いも回復してきておりまして、令和６年度

に関しましてはコロナ前の９割程度まで

回復したところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、６番目の

環境政策課の指定寄附金に係る御質問に

お答えいたします。 

 こちらの寄附金は、環境に係る事業に活

用してほしいとの思いから、企業２社から

いただいた寄附金でございます。 

 この寄附金は環境基金に積み立て、環境

基金は摂津市環境基金条例第６条に地球

温暖化防止に関する事業、生活環境の保全

に関する事業などの財源に充てることが

できるとあることから、当課の事業では環

境教育学習事業、環境美化事業、温暖化対

策事業の財源の一部として活用させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 質問番号７番、保健

福祉課に係ります指定寄附金の使途につ

いての質問にお答えいたします。 

 指定寄附金１０５万円のうち５万円に

つきましては、手芸ボランティアサークル

から、地域福祉の推進に対しての寄附でご

ざいます。 

 こちらの使途につきましては、社会福祉

協議会での地域福祉活動に関わる事業の

ほうに充てさせていただいております。 

 残りの１００万円につきましては、保健

センターからの寄附でございまして、これ

につきましては、平成２５年度に保健セン

ターが一般財団法人に移行する際に、従来

の公益法人が税制上の優遇などにより法

人内部に留保した財産を本来の目的であ

ります公益目的に使用する必要が生じま

した。保健センターにおきましては年間１

００万円を１５年間にわたって摂津市に

寄附するという公益目的支出計画書が作

成されており、これに基づき本市が寄附を

受けているものでございます。 

 こちらの使途といたしましては、毎年全
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戸配布しております健康づくり年間日程

表の作成費用など、保健事業に充てさせて

いただいております。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号８番、外国人市民相談の相談内容と前

年度からの減をどのように分析している

かというお問いでございます。 

 外国人市民相談につきましては、本市の

外国人市民を対象に、毎週火曜日、木曜日、

金曜日に国際交流協会の窓口や電話で受

け付けております。 

 令和６年度におきましては２０件あっ

た相談のうち、日本語教室に関する相談が

１１件と約半数を占めております。それ以

外は年金や就労、在留資格、転入の手続、

自転車事故などの相談でございました。 

 相談件数が、令和５年度は３３件で、令

和６年度が２０件と件数が減少している

という分析でございますが、その前の

令和４年度が２１件でございましたので、

令和５年度がなぜか多かったという見方

もできるというふうに思いますが、分析が

難しいところではございます。 

 ただ、外国人市民相談については、相談

専用窓口とか、専用ダイヤルを設けている

わけではなく、国際交流協会の通常の業務

の中で受け付けておりますので、一般的な

問合せとの線引きが難しい部分もござい

ます。対応した職員によっては外国人市民

相談としてカウントするのかどうか、そう

いったところも多少は影響していると考

えております。 

 続きまして、質問番号９番で、自治会活

動報償金の２年目の認識というお問いで

あったかと思います。 

 令和５年度から自治会活動報償金とし

て、これまでは行政からの配布物の配布の

みだったのですが、それに加え、日頃から

行う防災・防犯活動や環境美化活動に対し

ましても報償金として支給することとし、

単位自治会の運営のさらなる支援を行っ

ているところでございます。 

 自治会活動報償金につきましては、３年

目となる今年度の初めに、全自治会長に対

しまして、アンケート調査を実施しました

ところ、３分の１の自治会で、新たに自治

会活動報償金の支給を受けて、自治会で新

たな取組を行ったと回答されております。

また、自治会長から単位自治会に直接支援

してもらえるようになったのは非常にあ

りがたいという声をいただいているとこ

ろでございますので、一定の効果を感じて

おります。 

 続きまして、質問番号１０番、市政モニ

ターアンケート調査で得られた内容につ

いてのお問いであったかと思います。 

 市政モニターアンケート調査は、市民の

皆様から市政に関する意見や要望をお聴

きし、行政の施策の参考とさせていただく

ことを目的に年に２回、無作為抽出の１８

歳以上の市民１，０００人を対象に実施し

ているものでございます。 

 調査内容につきましては、毎年継続して

調査しておりますのが、市の取組に対する

市民の意識や自治会・町会について、それ

から、行政に期待する取組について聞いて

おりますが、令和６年度下半期におきまし

ては、地域活動、市民活動や協働のまちづ

くりについても調査を実施いたしました。 

 調査の結果を二、三紹介しますと、「今

後行政に期待する取組は何ですか」という

問いには、毎回、「道路・交通」が高い数値

となっており、次いで「防災、高齢福祉」

と続いておるところでございます。 

 また、協働のまちづくりについての調査
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では、「協働のまちづくりが進んでいると

思いますか」という問いには、「どちらか

といえばいいえ」というのが約４６％、次

いで、「どちらかといえばはい」とお答え

いただいたのが約２９％となっておりま

す。「協働のまちづくりを進めるに当たり、

市民ができることはどのようなことだと

思いますか」という問いには、「身近な地

域活動に参加する」や、「市政や地域活動

の情報を収集する」というのが上位となっ

ているところでございます。 

 続きまして、質問番号１１番の地域活性

化事業補助金で、予算と決算の差というこ

とと、あと事業の内容はというお問いだっ

たかと思います。 

 地域活性化事業補助金につきましては

１２の校区・地区連合自治会に対しまして、

それぞれの校区、地区内における世帯数に

応じて、年度当初に限度額を設定し、配分

をしております。限度額まで補助金の交付

を受ける連合自治会もございますが、限度

額に達しないところもございますので、そ

ういったことから残額が生じている状況

になっております。執行率といたしまして

は、全体でおおむね８０％となっておりま

す。 

 補助の内容ということでございますが、

令和６年度におきましては、各校区・地区

連合自治会が行った２６の事業に対しま

して補助金を交付しております。その内訳

は、緑化推進や環境美化活動が５件となっ

ており、防災訓練が９件、防犯活動が３件、

健康増進に関する活動が４件、お祭りなど

の地域活性化につながるイベントが５件

という状況でございました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号１２番の文化振興計画推進審議会委

員報酬の御質問にお答えいたします。 

 当該予算につきましては、審議会を年２

回程度開催しておりますけれども、万が一

さらに開催する必要が生じた際にも対応

できるよう、当初予算で３回分を計上して

おりました。 

 実際には２回の開催となり、不用額につ

いては減額補正といたしましたが、この２

回の審議会において欠席者もございまし

たため、差異が生じたものでございます。 

 審議の内容につきましては、第３期文化

振興計画における各種施策の令和５年度

進捗状況及び令和６年度の取組について

御意見をいただいたほか、審議会委員の

方々は文化ですとか、スポーツの分野で普

段から活動されている団体から輩出して

いただいておりますので、活動状況や、そ

れぞれの団体が抱える課題、また改善につ

いて情報共有していただく等でございま

した。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 質問番号１３番、旅券事

務事業における庁用器具費のその内容に

ついてでございます。 

 旅券事務事業において使用するパスポ

ート交付用端末機が令和６年９月で保守

期間満了となったことやオンライン対応

ができない機種であったため、交付用端末

機とそれに附随するバーコードリーダー

を購入したものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号１４番のスポーツ推進委員報酬の御

質問にお答えいたします。 

 スポーツ推進委員は定員を３４名とし
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ておりまして、年間でニュースポーツの普

及に関する活動や指導力向上を目的にし

た研修会など、様々な事業がございます。 

 現在、スポーツ推進委員の定員に欠員が

あること、また、これらの活動においてそ

れぞれの御都合で欠席される場合もござ

いまして差異が生じたものでございます。 

 続きまして、質問番号１５番の地区市民

体育祭実施補助金の御質問でございます。 

 地区市民体育祭は１１地区を対象に実

施を呼びかけているものでございまして、

対象地区全てで実施されることを想定し

て予算編成をしております。 

 令和６年度については様々な事情で開

催されない地区が３地区ございましたこ

とから、当初予算と決算とで差異が生じて

いるものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号１６番、就

労準備支援等事業負担金についてお答え

いたします。 

 就労に向けた複合的な課題を抱えてお

り、直ちに就労を目指すことができない就

労支援対象者に対して、生活習慣の形成や

対人コミュニケーション能力の向上、社会

的な場への参加を促すなど、就労準備過程

の支援を目的に事業を実施しております。 

 長期的に自宅に引き籠っていたり、対人

コミュニケーションに課題を抱える方な

どに対して、社会参加の第一歩となるよう

な支援が必要と考えております。 

 このような方は、体を動かす機会も減っ

ており、気軽に楽しんでいただける環境づ

くりを行えるよう、市内農園に御協力いた

だき、令和６年度には餅つき体験を開催さ

せていただきました。 

 それ以外にも、女性も参加しやすいよう

アロマの講座、ストラップの作成の講座を

行わせていただきまして、延べ１８名が参

加されました。 

 事業実施した認識につきましては、令和

６年度に就労準備支援講座を受講された

方の中で２名の方が就労に結びつき、うち

１名が生活保護からの自立にもつながり

ました。 

 また、今年度の話になりますが、長年引

き籠っていた方が就労準備支援講座を受

講して、何年かぶりかに外に出て実際に企

業で就労体験を行った事例もございまし

た。 

 自ら就労につながれない方を支援し、実

際に就労につなげられるよう、これからも

取り組んでまいりたいと考えております。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１７番で

す。 

 愛の一声訪問事業委託料は、ひとり暮ら

し登録者のうち、見守りが必要な方を対象

に週１回乳酸菌飲料をお届けし、併せて安

否確認を行うもので、近畿中央ヤクルト販

売株式会社への委託により実施しており

ます。 

 取組を通じまして、ひとり暮らし高齢者

が安心できる在宅生活の確保につなげる

ことができる一方、安否確認のための事業

でございますので、配達員が乳酸菌飲料を

手渡しをすることが原則となっておりま

すので、その分負担も出てきており、配達

員の確保といったところが課題になりつ

つあると認識しております。 

 委員の御質問の中で利用件数が伸びて

いると御紹介いただきましたけども、そう

いった点も踏まえ、高齢者の見守りに関す

る施策全般におきまして、効果的かつ効率

的な手法について研究していく必要があ
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ると認識しております。 

 続きまして、１８番、緊急通報装置につ

きましては、携帯型の導入及び要件緩和以

降、利用者数は伸びているものの、令和６

年度末の利用者数は１７６人にとどまっ

ております。令和６年度当初予算である７

６５万６，０００円に対し、執行額２５８

万７，３６０円となっている状況にござい

ます。 

 このような状況にございますが、ホーム

ページへの掲載ほか、ライフサポーターや

ケアマネジャーにも紹介をいただいてお

りますので、そちらからの案内も利用につ

ながった状況でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号２０番、生

活保護費についてお答えいたします。 

 生活保護費の予算の算定に当たりまし

ては、国から生活保護費の負担金の積算に

て示されております前年度や２年度前の

執行額を参照して積算させていただいて

おります。 

 令和４年度に比べまして、令和５年度は

入院などにより、医療扶助で約１億５，０

００万円ほど増加しておりました。 

 また、年間の被保護世帯数で申し上げま

すと、令和３年度は１，１７５世帯、令和

４年度は１，１７９世帯と大きな動きはあ

りませんでしたが、令和５年度は６月には

１，２０４世帯と大幅な増加傾向がござい

ました。被保護世帯数と医療扶助の増加に

より生活保護費の予算が不足するおそれ

が生じたため、増額の補正予算を計上させ

ていただく状況でもございました。その後、

令和６年度の生活保護費につきましても、

令和５年度と同様に増加傾向にあると見

込んでおりましたが、医療扶助など想定以

上の増加はなかったことから不用額が生

じたものでございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 質問番号２１番、保

健福祉課に係ります産学官民連携プラッ

トフォーム運営負担金のサポーターの人

数と地域実証事業の実施についての質問

にお答えいたします。 

 健都ヘルスサポーターの人数につきま

しては、令和５年度で２，０４０人でござ

いましたが、令和６年度には２，４５５人

となっており、４１５人の増となっており

ます。 

 また、令和６年度の健都ヘルスサポータ

ーの会員等を対象とした地域実証事業で、

本市をフィールドとした事業につきまし

ては１件実施をしております。 

 続きまして、質問番号２２番、健康づく

り推進協議会の内容についての質問にお

答えいたします。 

 健康づくり推進協議会は、摂津市健康増

進計画の策定、その他市民の健康づくりの

総合的な推進のため、必要な事項について

の調査、審議をするために実施をしており

ます。 

 健康寿命の延伸、健康格差の縮小を目標

に、摂津市の健康課題であります栄養食生

活、身体活動、運動、喫煙、飲酒、がん検

診等の検診の受診、フレイル予防などにつ

いて、医療関係者や学識経験者、保健所、

保健センター、社会福祉協議会、学校保健

会、市民委員等の多岐にわたる委員からの

意見を聴取し、施策の振り返りや今後の展

開について反映しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、２３番目
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の地盤沈下１級水準測量委託料について

の御質問にお答えいたします。 

 まず、予算額と決算額の差額の要因でご

ざいますが、年度当初予算は過去の委託料

の実績等を踏まえ３５０万円を計上して

おりましたが、入札の結果、２２０万円で

委託することができた次第でございます。 

 次に、測量結果についてでございますが、

市内８か所の水準点を測量し、令和５年度

の測量結果と比較できる地点との分析で

は、環境省の見解の地盤沈下の注意を要す

る１年間に２センチを上回る沈降は見ら

れておりませんので、これまでと同様の結

果であり、現在のところ、地盤沈下の発生

は見られないと分析しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

２４番、ごみ種調査委託料に係る御質問に

お答えいたします。 

 本委託は家庭から排出される普通ごみ

と事業所から排出される一般廃棄物をそ

れぞれ１日ずつ抽出し、パッカー車１台分

のごみを展開し、その内訳を調査している

ものでございます。 

 実施の目的といたしましては、本来資源

として分別すべきごみや、複雑ごみとして

排出されるべきごみ等の普通ごみへの混

在状況、過剰除去や直接廃棄された食材や

未使用食材の排出状況などを確認し、今後

のごみ減量や分別啓発の取組について検

討するための材料とするものでございま

す。 

 また、ごみの排出状況についてでござい

ますが、普通ごみは令和５年度が２万３，

１７６トン、令和６年度が２万３，１２０

トン、複雑ごみは令和５年度は６１３トン、

令和６年度が５６６トンとなっており、缶、

ビン、ペットボトル等の資源ごみ及び集団

回収の実施などにより資源化できた量が

令和５年度は５，３４６トン、令和６年度

は５，３４７トンとなっており、普通ごみ、

複雑ごみは減少傾向、資源ごみは横ばいの

状況となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、２５番目

のし尿収集運搬委託料に関する御質問に

お答えいたします。 

 まず内容につきましては市内の一般家

庭や事業所、仮設トイレ等から発生するし

尿を収集し、豊能町衛生センターへ運搬す

る業務の委託料で、現在は木本興産株式会

社に委託しており、契約期間は１年ごとと

なっておりまして、契約期限は令和８年３

月末となっております。 

 また、浄化槽汚泥のお話もございました

ので、こちらの運搬につきましては、市は

運搬事業者に対して運搬を許可する立場

にあり、現在２１社を許可しております。

浄化槽の設置者と運搬事業者との契約に

基づき、茨木市環境衛生センターへ運搬が

行われております。許可の期間は２年とな

っておりまして、期限は令和９年３月末ま

でとなっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 質問番号２６番、環

境センター土壌汚染深度調査等委託料の

予算、決算の差額の理由についてでござい

ます。 

 本委託料は令和５年度に実施いたしま

した土壌汚染の表層土壌調査の結果に基

づき、土壌汚染の深さを調査したものとな

っております。予算計上時点ではまだ表層

土壌調査の結果が出ておらず、汚染区画が
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確定していなかったことから、深度調査費

用としては環境センター全区域を調査最

大深度である１０メートルまで調査する

想定で積算しておりました。しかし、結果

的には汚染区画は環境センター敷地の約

４割に収まり、汚染深度も１０メートルに

達していない区画が多かったことから、調

査検体数が大幅に減少したことにより、決

算額が低くなったものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 では、質問番号

２７番でございます。摂津市地域農業再生

協議会の取組についてでございます。 

 この協議会なんですけれども、国が農家

に対して実施している所得安定対策事業

に関わる事務を行うものでございます。 

 国の所得安定対策事業というのは、国か

ら各農家に直接交付金を支出するもので、

市では直接お金の流れには関与しており

ませんが、事務を円滑に進めるために、各

都道府県と市町村に地域農業再生協議会

というものが設置されております。 

 この協議会の令和６年度の取組なんで

すが、農家が国に交付金をもらうために必

要な書類のやり取り、これを市が取りまと

めておりましたり、集計作業などの事務処

理を行っておりました。この事務処理とい

うのは毎年変わるものではございません。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

２８番、スクラッチカード交付金について、

スクラッチカード発行事業の事業効果で

ございます。 

 令和６年度の参加店舗は１８４店で令

和５年度から１１店減少し、参加店の協力

で実施していただいておりますハズレ券

の活用店舗も１６店減少しました。 

 参加店舗は減少しましたが、スクラッチ

カードの発行枚数は１，６８３枚増加して

おります。この増加の要因といたしまして

は、各店舗３０６枚を基本といたします基

本配布分は、この店舗の減少により３，７

２３枚減少いたしました一方で、追加販売

した分が５，４０６枚増加したことによる

ものでございます。 

 当たり券の換金総額は５１８万７，４０

０円で、換金率は７９．４６％となり、対

前年度比１６万２，４００円、０．９ポイ

ントの増加となっております。 

 参加店舗からは、単純な売上増だけでな

く、広報による新規顧客の獲得、地域の活

性化につながったというお声もいただい

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、２回目は要望をさ

せていただく項目もありますし、また質問

ということでもさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目の老人保護施設入所負担金

の件でございますが、これは先ほどありま

したように、入所者の収入で負担金をいた

だくことがあると思いますし、また９名を

想定をしていたものが、実績は５名になっ

たとのことなので、２回目の質問といたし

まして、支払い方法と納付状況についてお

尋ねをさせていただきます。 

 ２番目、飼い犬の登録の手数料の件でご

ざいます。 

 これは、摂津市の特例制度といたしまし

て、マイクロチップ装着の件で予算と決算

の乖離がございました。 

 この飼い犬の新規の登録が令和６年度
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が２６３件、令和５年度が１６５件だった

んですけど、令和６年度は約１００件程度

増えていますので、２回目の質問といたし

まして、今、総登録数とこの飼い犬のマイ

クロチップ装着数ということについてお

尋ねをさせていただきたいと思います。 

 ３番目、狂犬病の予防注射の件でござい

ます。 

 これにつきましては、予防注射の頭数が

令和５年度よりも４６件増え、合計２，３

４４頭になったということでございます

が、飼い犬の新規登録が２６３件というこ

とであります。やはり狂犬病の発生防止は

やらなければいけないと思います。人が感

染すると１００％命をなくす恐ろしいこ

とでございますので、全ての飼い犬は予防

接種をされているのかどうかということ

の確認も含めて質問させていただきます。 

 ４番目、都市構造再編集中支援事業補助

金は味生コミュニティセンターの土地購

入費の一部に充てられたということでご

ざいました。予算時の議事録を見ますと、

こういった補助金があると見つけてきた

と記載されていました。１億円という大き

なお金が摂津市の財政としては本当に助

かっていると思います。国全体で見れば、

皆さんの税金でありますので、同じく大切

なものですが、摂津市の財布から出すとい

うことではなくて、様々な補助金を見つけ、

活用していくことは本当に必要なことだ

と思います。これから味生コミュニティセ

ンターの建設工事に向けて地元説明会

等々もしっかりと行っていただきながら、

スケジュールどおり進めていっていただ

きたいです。また、様々な観点で補助金を

見つけるなど、いろいろと模索をしながら

収入増につながるような施策の一つとし

て取り組んでいっていただきたいと要望

しておきます。 

 ５番目、権限移譲交付金の件でございま

す。 

 旅券発給業務の権限移譲ということで

ございますが、件数的にはコロナ前の約９

割程度まで戻ってきたということで、ある

面で好ましいことだと思いますが、市の職

員側としては業務量がだんだん増えてく

ることもございますので、しっかりと体制

を整えていって、滞りなく発券ができるよ

う進めていっていただきたいということ

で要望としておきます。 

 ６番目、環境政策課に関わる指定寄附金

の件でございます。これは企業２社からい

ただいたということでございまして、環境

基金に積まれたと思いますが、私の思いは

逆に寄附者がこういう環境に取り組む、使

ってくださいということで寄附をされた

という思いからすれば、単年度で何か事業

をやっていくのが必要なことだと思う一

面もございますので、そういう寄附者の思

いをしっかりと捉まえていっていただい

て、この寄附のありがたみというか、そう

いう執行をやっていっていただきたいと

思います。また、この寄附の環境の関係と

いっても、地域密着といったことも必要な

ことだと思いますので、その点も踏まえて

これからこの寄附をされた方の思いとい

うものに寄り添っていっていただきたい

ということで要望としておきます。 

 ７番目、保健福祉課に関わる指定寄付金

の件でございます。これは単年度で使われ

ていると思いますので、市民に健康づくり

事業に関する年間日程を記載したものを

配布されておりますので、直接市民に様々

な観点でメリットがあると思います。そう

いう意味では、先ほど申し上げましたが、

寄附されている保健センターの思いはし
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っかりと捉えていっていただいて、進めて

いっていただきたいということで要望と

しておきます。 

 ８番目、自治振興課の外国人の市民相談

の件でございます。これは、令和４年度か

ら国際交流協会に委託したと思いますし、

令和３年３月策定の外国人市民へのわか

りやすい情報提供ガイドラインを参考に、

職員にも検証されていると思いますので、

これからな国際交流協会と協働しながら、

外国人市民の方のニーズを分析して取り

組んでいっていただきたいと言いたいで

すが、今摂津市内も、外国の方が、約１，

０００人増えてきていると思いますし、実

際に私の近隣にも本当に様々な外国の方

が住んでおられます。 

 その一方で、外国の方で、複数人で一つ

の一軒家に住まれているところや、外国の

方が協力してくれている会社が地域に出

てきて、地域行事や、溝掃除とか、様々な

お手伝いをしてもらってるという一面も

あります。私の自治会もそうなんですが、

外国の方とコンタクトを取っていただき

ながら、共に協力し合って、地域と一体と

なるような地域の活性化につながる取組

を、国際交流という観点で取り組んでいっ

ていただきたいということで、要望として

おきます。 

 ９番目、報償金の件でございます。これ

は、先ほど御答弁ありましたけども、３分

の１の自治会で、新たな活動に使われたと

思いますので、人と連携し、さらに事業を

頑張ろうという思いになったと思う面も

ございますが、要は自治会があるところに、

この報償金がいくと思います。今どちらか

というと、自治会がなくなってきており、

解散されているところもありますので、そ

の地域は、この報償金は使えないと思いま

す。たとえ自治会がなくなったとしても、

一定の地域で、そこの地域の責任者の方が、

ずっと持ち回りで担当を回っておられて、

回覧物や、広報を一軒一軒配布されてると

か、ここの要望を、市に届ける地域もあり

ます。そういう地域にも報償金というよう

な形で、何かできたらと思いますので、今

後考えていっていただきたいと思います。

また、令和６年度の進捗管理におきまして

も、自治会の加入率は、令和７年の４月１

日現在で、４０％を切って、３８．６％で

あったと思います。これは住民基本台帳か

ら引っ張ってきた世帯数を、会員数で割っ

ているということだと、私は認識していま

す。鳥飼東小学校区では、自治会加入率と、

今５０％強あります。鳥飼小学校も４６％

ぐらいの自治会加入率になっていますの

で、この地域活性化や報償金の使い方、配

布の仕方を、今後考えていってほしいとい

うことで、要望とさせていただきます。 

 １０番目、役務費の通信運搬費の件でご

ざいます。内容は、市政モニターアンケー

トということでございました。その一方で、

市民の声の件数が、令和６年度は１３３件

あったと思います。これは、令和５年度よ

りも６０件増えております。やはりこの市

民の声は、行政としては直接市民の意見を

感じることができます。さらに広く声をお

聞きする手段の一つが、市政モニターアン

ケートの実施だと思いますので、アンケー

トを調査分析され、この活用内容について、

２回目お尋ねさせていただきます。 

 １１番目、地域活性化事業補助金でござ

います。これは、自治連合会や地区への補

助金だと思いますが、２回目の質問といた

しまして、この補助金を支出した地域の活

性化の効果を、どういう形で認識をされて

いるのかということで、お尋ねをさせてい
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ただきたいと思います。 

 １２番目、第３期摂津市文化振興計画の

件でございます。令和６年度はこの計画の

２年目となるかと思いますが、計画の進捗

状況について、２回目にお尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 １３番目、市民課の備品購入の件でござ

います。パスポート等々のオンライン対応

ができる機器を購入されたということで

ございますけども、２回目の質問といたし

まして、このパスポートは、偽造・変造対

策を大幅に強化するという観点の中で、新

型のＩＣチップを搭載した旅券で、２０２

５年３月２４日の申請受理分から導入さ

れ６件とございます。この旅券の事務事業

におきましても、オンラインと窓口の金額

が違ったり、また、交付までの日数が長く

なったりもあるかと思いますが、２回目の

質問といたしまして、市民への混乱の回避

や、どういう周知をされたのかということ

をお尋ねさせていただきます。 

 １４番目、スポーツ推進委員の件でござ

います。予算決算の差額につきましてお聞

きをいたしました。２回目の質問としまし

て、定数３４名に対して、現在の人数も言

われておられましたけれども、この指導員

の方々は、ずっと何年も継続してされてい

る方が、結構おられると思います。年齢が

高くなっていると思いますので、それの年

齢構成の認識について、お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 １５番目、地区市民体育祭の実施補助金

でございます。令和６年度は３地区が実施

しなかったということで決算額が予算額

に対して少ない差額だと思います。各地区

におきまして、やはり体育祭を行うという

のは、労力的に、マンパワー的にしんどい

というお声も、結構お聞きしながら、ずっ

と開催をされてきています。その一方で、

事務報告書を見ると、延べ参加人数が、令

和５年度に対して、約７割強増えています。

参加人数は増えていますが、やはりこの体

育祭や、先ほどの報償金もですが、事業ご

とでの補助金ではなく、この地域活性化事

業補助金なども含めながら、この体育祭の

補助金と合体をさせて使っていくという

のが、必要なことではないかという思いま

すので、そういう意味では、併せ持って、

幅広く使える補助金の構築を考えていっ

ていただきたいということで、要望とさせ

ていただきます。 

 １６番目、就労準備支援事業負担金の件

でございます。２名の方が就労へつながっ

たため、一定評価できるのかと思います。

一人一人しっかりと焦点を当てて、この人

ならこういう職業が適しているとしっか

りと就労先を見据えていっていただいて、

継続した就労となっていくような就労支

援として取り組んでいってほしいと、要望

とさせていただきます。 

 １７番目、独居老人愛の一声訪問事業委

託料の件でございます。今まで週何回か行

っていただいたものが、週１回になったと

いうことで、議会の中でも議論になった記

憶もございます。やはりこの独居老人とい

った方々は、本当に、摂津市でもだんだん

増えていくと思いますので、そういう方々

を外出支援というか、外につないでいくと

いうのは、本当に必要なことだと思います。

例えば、街角デイハウスや集い場、福祉委

員会が開催しているサロンが、支援につな

いでいくことも必要だと思いますので、独

居の方々の安否確認云々ということに止

まらずに、その次といったことも含めて、

この事業展開については、福祉全体として

訪問事業も含めて見直してほしいと御要
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望とさせていただきます。 

 １８番目、緊急通報装置の件でございま

す。これは、携帯型も導入から２年目とい

うことだったと思います。令和６年度の利

用者は９人増えて１３９名と言われてお

られましたが、この携帯型は、令和５年度

に対して２３名増えましたが、２回目の質

問といたしまして、今後、固定型と携帯型

の設置数の認識について、お尋ねをさせて

いただきたいと思います。 

 ２０番目、生活保護の件でございます。

先ほど、令和６年度については、この医療

費が想定よりも伸びなかったという実績

でございます。確かに令和５年度のこの扶

助費の中で、医療費が５０．５％、令和５

年度が、これが令和６年度は５０．４％に、

０．１％だけ下がったということでありま

すし、また、その中で生活扶助費も生活保

護費という中で２８％を占めているとか

ありますが、その中で、２回目の質問とい

たしまして、扶助費の中で一番大きい医療

費という割合が、ここ数年５０％強で推移

していると思いますので、その辺りの認識

を、お尋ねをさせていただきたいと思いま

す。 

 ２１番目、産学官民連携プラットフォー

ム運営負担金の件でございます。健康につ

ながるということで、実証実験も１件あっ

たというようなことでございます。市民の

健康づくりと企業や研究機関の実証事業

をサポートするという意味合いもあるか

と思いますが、この負担金を渡すに当たっ

て、健康づくりにつながることへ、どう認

識をされているのかということを、２回目

質問させていただきます。 

 ２２番目、健康づくり推進協議会委員報

酬の件でございます。様々な健康づくりの

審議をしていく中の栄養や健診、フレイル

予防ということで、先ほど御答弁もござい

ました。２回目の質問といたしまして、が

ん検診における受診者数が、事務報告書の

中の全ての種目で、対令和５年度で減って

いるということに、数字上はなっています。

令和６年度の検診率の向上への取組につ

いて、お尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

 ２３番目、地盤沈下の件でございます。

測量された後で、この８か所分の報告を、

我々ももらっています。先ほど、環境省の

見解で、年間で２センチ上回るということ

であれば、注意を要することでありますけ

ども、令和６年度でいけば、最大値で０．

０７センチの沈下で収まっております。ま

た、この平成２９年度からの累計でも、マ

イナス１．９３センチで、この８年の間で、

２センチの沈下に至っていない沈下量で

ございますので、これからも測量していた

だいて、この地盤沈下の面については、注

視していっていただきたいということで、

要望としておきます。 

 ２４番目、ごみ種調査委託料の件でござ

います。家庭から排出される燃やせるごみ

の量は、若干ではありますが減ってきてい

ます。摂津市民の方々の協力も得ながら、

市民環境フェスティバルでの啓発や、分別

もされている中で、再生資源集中回収の登

録団体数が減ってきています。今後の分別

や減量化の啓発についてのお考えを、お尋

ねをさせていただきたいと思います。 

 ２５番目、し尿収集の件でございます。

し尿につきましては、豊能町でありますし、

浄化槽汚泥につきましては、茨木市へとい

う現状でございます。確かに、摂津市の中

で処分をするところがないという面では、

こういう業務を引き受けていただいてい

るのは、本当にありがたいと思います。 
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 ただ、距離的にも少しあるかと思います

ので、運搬や経費などを含めた中では、や

はり近隣市での処理といったものも、これ

からやっていかなければいけないと思い

ますので、し尿と汚泥処理の取組について、

近隣市での処理の考え方について、２回目

お尋ねをさせていただきたいと思います。 

 ２６番目、環境センターの土壌汚染の深

度の件でございます。これは、環境センタ

ー全体を見据えた中でやっていこうとい

うことでした。また、深度１０メートルま

での予算組みであったけども、面積的にも

約４割の調査で済んだとお聞きしていま

す。その一方で、大阪府が鶴野地区におけ

るこの地下水の調査結果を、２０２５年９

月１６日に公表されております。これは、

おおむねこの環境センターから５００メ

ートル以内の範囲内に存在する採取可能

な２か所の井戸において、摂津市と茨木市

がヒ素及びフッ素について、地下水の調査

をしたところ、いずれも環境基準以下であ

ったということが公表されておられまし

た。２回目の質問といたしまして、この環

境センターでの調査の内容について、その

結果をお聞きできればと思います。 

 ２７番目、摂津市の農業の件でございま

す。国と農家の間で直接やり取りするとい

うことも言われておられました。先ほど、

質疑にもありましたが、市民農園の面積は

令和６年度と全く同じということでござ

いますが、やはり農業は、全国的にも高齢

化の課題があって、農家数も減ってくると

言われております。農家は、命を支えても

らってる一つの食の部分でございますの

で、農家の方々の経営所得の安定などいろ

いろ課題があるかも分からないけども、し

っかりと農業の安定についてやっていか

なければいけないと思います。２回目の質

問といたしまして、経営所得の安定化など

を含めた課題についての認識をお尋ねを

させていただきたいと思います。 

 ２８番目、最後でございますが、スクラ

ッチカードの件で、先ほどもありましたよ

うに、店舗の中でも、カード以外の補助的

な購買意欲があったというような認識で

あったと思います。参加店舗が減ってきた

というのもありますし、現金との引換えを、

様々に指導して、期間の短縮や、取組をさ

れてこられたと思います。そういう中では、

２回目の質問といたしまして、今後の商工

振興の考え方について、お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 ２回目、以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 質問１７件です。細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番でご

ざいます。老人保護施設負担金につきまし

て、本人において負担すべき金額を、毎月

納付書にてお支払いをいただいており、措

置を受けておられている５名全員におき

まして、現在滞納なく納付をいただいてい

る状況にございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、質問番号

２番の再度の御質問にお答えをいたしま

す。内容は、飼い犬の登録者数とマイクロ

チップの装着犬の割合というお問いであ

ったかと思います。令和６年度末時点の犬

の登録総数は３，３７１頭で、うちマイク

ロチップとして登録している犬は３０５

頭でございまして、割合は９％ほどでござ

います。 

 また、令和７年度のお話しになりますが、

令和７年９月末時点での犬の登録頭数は

３，４３９頭で、うちマイクロチップとし
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て登録しているのは５０３頭ということ

で、割合は１４．６％ほどとなっておりま

す。ワンストップサービスへの参加に伴い、

今後、マイクロチップとしての登録割合が

増えてくるものと考えております。 

 続きまして、質問番号３番の御質問でご

ざいます。狂犬病の予防注射の割合として、

全頭実施しているのかというお問いであ

ったかと思います。午前中に御答弁したと

おり、令和６年度の接種率は６９．７％と

なり、全頭が予防注射をしていない状況に

なっております。そのため、接種率向上に

向けて、飼い主に対しては、集合注射の案

内であったり、再接種の勧奨を行いながら、

また、登録者数の分母でいけば、高齢の犬

は、本当に生存しているのか、その点につ

いても確認する必要がございますので、そ

ちらの高齢犬につきましては、徐々に年齢

を下げながら、現地調査等も行っている次

第でございます。 

 今後も、予防注射の接種勧奨等を行い、

狂犬病を発生させないために、啓発等を行

いながらこの事業を進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１０番、アンケート調査の活用内容と

いうお問いでございます。アンケート調査

の結果は、市のホームページで掲載してい

るほか、庁内におきましても、部長会議で

報告の上、庁内ＬＡＮにアップをし、庁内

で調査結果の共有を図っているところで

ございます。 

 調査結果は、市政運営の基礎資料として

活用されるほか、行政経営戦略をはじめ、

各分野計画の目標値の進捗管理にも活用

されております。また、令和６年度下半期

に調査しました地域活動、市民活動、協働

のまちづくりについては、今年度から協働

のまちづくり推進計画の策定作業を進め

ておりますので、計画の中で、本市の現状

を分析する際に、今回のアンケート調査の

結果を活用する予定でございます。 

 続きまして、質問番号１１番、地域活性

化事業補助金の支出における活性化への

認識というお問いであったかと思います。

地域活性化事業補助金は、校区・地区連合

自治会に対し交付するものでございます

が、対象となる事業は、自治会員だけでな

く、地域住民の福祉の増進と地域の活性化

につながるものとしております。補助金の

執行率は８０％でございますが、１２全て

の校区・地区連合自治会で何らかの事業が

展開されておられます。こういった事業を、

着実に継続して行っていただくことで、地

域の活性化につながっていくものである

と考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 １２番目の御

質問の文化振興計画に関する御質問でご

ざいます。第３期の文化振興計画では、市

民の自主的な文化及びスポーツの活動で

すとか、横のつながりを育むような活動の

推進についても記載をしております。 

 令和６年度の活動で一例を挙げますと、

この審議会の委員の中に、大阪人間科学大

学の先生にも就任いただいておりまして、

大学祭で地域との交流をテーマの一つと

して開催されたことから、摂津市民の参加

について協力の依頼がございました。これ

を受けまして、市内の文化活動団体に参加

を呼びかけまして、７団体が何らかの形で

参加をされました。今後もこのような機会

を捉えまして、文化やスポーツを通じた地
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域連携の支援をしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 質問番号１３番の旅券

事務事業におけるパスポートに関する御

質問についてでございます。パスポート制

度につきましては、２０２５年旅券といた

しまして、令和６年度末に制度が大きく変

更されまして、パスポートの申請から受け

取りまでの期間が、従来よりも長くなった

ことや申請手数料も変更になったことか

ら、申請時に窓口で個別に御案内するとと

もに、市ホームページへの掲載やチラシ配

布を行いまして、パスポートを必要とされ

る方が不便に感じられないよう努めたと

ころでございます。また、この制度の改正

に合わせまして、申請の利便性向上を図る

ために、令和７年２月より、オンライン申

請を導入し、同じように周知を図ったとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 １４番目の御

質問のスポーツ推進委員の人数と年齢構

成ということでございます。スポーツ推進

委員の定員を３４名としておりますが、令

和６年度では、欠員が生じておりまして２

４名でございました。 

 年齢構成といたしましては、７０代が５

名、６０代が７名、５０代が６名、４０代

以下が６名となっておりまして、仕事を引

退された後、スポーツを通じた地域貢献と

してスポーツ推進委員になっていただく

方が多いのかというふうに感じておりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１８番で

ございます。緊急通報装置につきましては、

携帯型・固定型ともに利用は伸びている状

況にございます。特に、携帯型は、以前よ

り、お話しがございました振り込め詐欺等

特殊詐欺被害防止のため固定電話を解約

された方が、安心して利用できるようにな

ったとの声もいただいております。 

 ただ、携帯型の導入及び要件緩和につい

て、まだ御存じでない高齢者もおられると

考えられます。そのため、引き続き周知に

取り組んでいく必要があると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号２０番、生

活保護費における医療扶助の割合の認識

についての御質問にお答えいたします。 

委員御指摘のとおり、例年ほぼ半分を占め

ております。医療扶助の支出額では、令和

４年度は約１３億３００万円でしたが、令

和６年度には約１４億７，０００万円と、

１億６，０００万円以上の増加となってお

ります。 

 医療が必要となる可能性が高くなる高

齢者世帯につきまして、令和４年度は７２

１世帯、令和５年度７３８世帯、令和６年

度７７５世帯と増加してきておりますの

で、今後も、医療扶助自体は増加するもの

と認識しております。 

 医療扶助の抑制に向けて、レセプト点検

による医療費の適正化や健康管理支援事

業による頻回受診の指導、病気の早期発

見・早期治療につなげられるよう、ケース

ワーカーと連携し、家庭訪問などによる保

健指導や病院同行など、被保護世帯の健康

づくりの推進や病気の重症化予防の取組

などを実施しており、今後も医療扶助の動
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向については、注視してまいりたいと考え

ております。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 質問番号２１番、健

都推進事業の地域実証を通じて、市民の健

康づくりにつながる認識についてのお問

いにお答えいたします。令和６年度は、健

都ヘルスサポーターの会員などを対象に、

秋フェスｉｎ明和池公園のイベントで、保

険会社による地域実証事業を行いました。

内容といたしましては、イベント来場者に

血管年齢測定を体験いただき、自身の実年

齢と血管年齢を比較することで、相対的な

自身の老化度について知っていただくと

ともに、生活習慣の改善に関する意識を高

め、改善しようという動機づけを行うこと

ができたと考えております。 

 また、測定後には、生活習慣の改善等に

関するアンケートを実施し、実証事業を実

施した企業へのフィードバックにもつな

がったと考えております。 

 続きまして、質問番号２２番、がん検診

の受診率が、令和５年度に比べて全てのが

ん種で減っているという内容でございま

すが、委員おっしゃるとおり、受診者数で

は減となっておりますが、受診率ではほぼ

横ばいとなっております。 

 しかしながら、その中でも、胃がん検診

につきましては、受診率でも経年的に減少

傾向が見られる状況です。現在、本市にお

ける胃がん検診はバリウムを用いた胃部

エックス線検査のみであり、バリウムを飲

むこと自体や撮影時に上下左右に体勢を

入れ替えることなどが、高齢者など、体力

的にも厳しい方に敬遠されていることが

原因かと考えております。平成２８年に、

厚生労働省が発出した、がん予防重点健康

教育及びがん検診のための指針におきま

して、対策型がん検診の検査方法に、胃内

視鏡検査が追加されました。本市において

も、令和９年度の導入を目標に、がん検診

運営委員会を立ち上げて、胃内視鏡検査の

導入に向けた検討を進めているところで

ございます。 

 このような取組を進めることで、胃がん

検診の受診率向上につなげたいと考えて

おります。また、各種対象者への周知や受

診可能医療機関の充実、出張バス健診の実

施などとも併せて、ほかのがん種につきま

しても周知を図っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

２４番、ごみ減量化や分別排出の啓発内容

についてでございますが、小学４年生を対

象とした環境教育の実施により、子供の頃

からリサイクル、リユース、リデュースに

興味を持ってもらうよう取り組んでおり

ます。また、フードドライブの実施など、

食品ロスの削減にも取り組んでおります。

今年度にはなりますが、さきの本会議でも

御答弁させていただきましたが、おいくら

や、リネットジャパン等の民間企業と協定

を締結し、リユースやリサイクルを促進す

る基盤を整備いたしました。 

 加えて、つい先日の１０月３１日には、

民間企業のジモティーとも新たに協定を

締結し、地元で個人間の不用品譲渡ができ

るようになり、住民それぞれのニーズに応

じた選択をしていただけるように、リユー

スやリサイクルの選択肢を増やしてまい

りました。 

 今後は、これらの選択肢を市民の皆様に

知っていただき、利用していただくための

ＰＲを進めていく必要があると考えてお
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り、今週末に開催される環境フェスティバ

ルでもＰＲする予定としております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、２５番目、

し尿処理と汚泥処理の一元化管理、近隣他

市についてもお問いであったかと思いま

す。近隣他市とは既存施設の老朽化に伴い、

今後のし尿等の処理施設の在り方につい

て、広域化も含めて、議論があるところで

ございます。 

 し尿浄化槽汚泥の処理は、必要ではござ

いますが、年々処理量も減っていき、処理

施設の設置場所等難しい問題もございま

す。今後、他市の状況や処理量の推移を見

ながら、本市にとっての適切な処理方法を

検討してまいりたいと考えている次第で

ございます。 

 以上でございます 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 質問番号２６番で

す。令和５年度に実施いたしました土壌汚

染の表層土壌調査の結果、鉛、ヒ素及びフ

ッ素については、土壌溶出量基準を超過し

ていたことから、地下水質への影響が想定

されるため、今回地下水調査を行ったもの

です。調査の結果、ヒ素及びフッ素につい

ては地下水においても基準の超過が確認

されました。地下水の流向でございますが、

調査の結果、北から南へ、川の流れに沿っ

て、安威川と大正川の合流点に向かって流

れていると推察されるため、鶴野地域の住

宅側への地下水汚染の拡大はないものと

考えております。 

 また、環境センター周辺には、飲用井戸

がないことから、人の健康への影響につい

てもないものと考えております。 

 また、土壌汚染につきましては、鉛、ヒ

素、フッ素、ダイオキシン類が土壌溶出量

及び含有量基準を超過しており、超過した

区画は環境センター敷地全体に面積１万

１，４２０．２平米に対し、４，３３２．

７平米となっております。また、基準を超

過した区画の合計体積は１万４，６９９．

１立米となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事 ２７番の御質

問でございます。農家の経営所得の安定へ

の課題でございますが、例えば、転作作物

や高付加価値の農作物を栽培したといた

しましても、本市の農家は、他府県に比べ

まして、農家１軒当たりの耕作面積そのも

のが非常に小さいため、なかなか利益が上

がりにくい状態でございます。このように、

本市の農業所得安定の一番の課題は、耕作

面積が極めて小さいことにあると考えて

おります。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、２８番の

今後の商業振興への考え方ということで

ございます。商業振興策といたしまして、

継続的に実施しておりますのは、商工業活

性化対策補助事業及びスクラッチカード

事業でございます。 

 商工業活性化対策補助事業につきまし

ては、近年、商店街のイベントへの補助を

主に行っておりますが、同一内容への補助

につきましては、原則３年間を限度として

おります。 

 スクラッチカード事業は、今年度で１０

回目を迎え、参加店舗におきましては、毎

年恒例の取組として定着し、満足度も高い

ですが、一時的な集客支援にとどまってい

るとも考えられるため、効果的かつ持続可
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能な施策の検討が必要と考えております。 

 今年８月に、ことぶき商店会の主催で開

催されました「ことぶき縁日」は、市から

の補助を受けず、自前で財源を捻出され、

当日も大変なにぎわいでございました。こ

のようなノウハウを、他の商店街でも生か

すことができないかなど、摂津市商工会や

各商店会とともに、今後の商業活性化につ

いて検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後４時５５分 休憩） 

（午後４時５６分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、３回目の質問

について大分絞っていきたいと思います。 

 １番目の老人施設の件につきまして、高

齢者を保護するという観点で、この事業に

しっかりと取り組んでいっていただきた

いとお願いをしておきます。 

 ２番目の飼い犬の件でございますが、マ

イクロチップ数がだんだんこれから増え

てくると思いますので、その他しっかりと

管理ができるようにやっていってほしい

ということで、要望としておきます。 

 ３番目、狂犬病の件でございますが、７

０％ぐらいということでありましたので、

しっかりと、この接種ができる体制に取り

組んでいっていただきたいと思います。今、

市内でも１９か所でやっておられますの

で、これ以上増やすというのは、なかなか

しんどいところがあると思いますから、し

っかりとＰＲをやっていってほしいとい

うことで要望としておきます。 

 １０番目の市政モニターの件でござい

ます。今までの５００人から１，０００人

に増やしたということであったと思いま

す。より多くの方々の御意見が聞けたと思

いますから、その御意見をしっかりと参考

にしていっていただいて、これからの市の

発展に、地域の振興も含めて取り組んでい

ってほしいということで、要望としておき

ます。 

 １１番目、地域活性化の件でございます。

やはりこれは校区連合の単一自治会とか、

ほかにも実行委員形式での事業をされて

いる団体というか、地域が、ございますの

で、そういうところにも活用できるような

施策といったものも、今後、検討してほし

いということで、要望としておきます。 

 １２番目の文化振興の件につきまして

は、令和７年度がちょうどこの計画の真ん

中になりまして、令和８年度、９年度が着

地に向けてということになりますので、計

画に載せた数字等々も検証していってい

ただいて、しっかりと着地ができるように

やっていってほしいということで、要望と

しておきます。 

 １３番目、質問なんですが、令和７年２

月からオンライン申請が可能になったと

いうことでございますので、その辺りの件

数増での業務負担について、３回目、お尋

ねをさせていただきたいと思います。 

 １４番目、スポーツ推進員の件でござい

ます。先ほど、年齢を聞くと、ほぼ同じよ

うな人数が並んでいると思います。市長杯

のスポーツ大会とか、地区市民体育祭など

も含めて、事務報告書を見ると、人数が増

えているということがありますので、そう

いう意味では、スポーツ推進員の方には、

スポーツだけじゃなくて、地域行事にもお

力をお借りしてる部分もありますから、若

い方を含めて、しっかりと増員に取り組ん

でいってほしいということで要望として
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おきます。 

 １８番目、緊急通報装置の件でございま

す。令和６年度の事務報告におきましても、

通報が年間３９０回であったと思います

し、また、今後携帯型というのも普及して

いくと思います。やっぱり御高齢の方々に

は、安心という面もありますので、ＰＲも

含めてしっかりと取り組んでいってほし

いということで要望としておきます。 

 ２０番目、生活保護の件でございます。

ケースワーカー１３名で約１，３００世帯

の方々を見ておられるということでござ

いますので、その辺りはしっかりとフォロ

ーしていって、令和６年度は生活保護の廃

止が１７６世帯あったかと思いますし、ま

た、就職につながったとか、先ほど報告も

ありましたので、そういう観点でしっかり

と一人一人に目線を向けて、個人の就労に

結びつけるとか、そういう手だてにもしっ

かりと取り組んでいってほしいというこ

とで、要望としておきます。 

 ２１番目、プラットフォーム運営の件で

ございます。やはり健康というのは、地域

もそうでございますし、また、行政として

も本当に大切なことだと思いますので、こ

れからも健康づくりにつながることに、し

っかりと取り組んでいってほしいという

ことで、要望としておきます。 

 ２２番目、この受診者数の件でございま

す。令和９年度の半ばぐらいですか、胃内

視鏡の取組をされるというのがあったと

思いま。やはり検診というのは、早期発見

が本当に大切なことだと思いますので、市

民の認識が高まっていくような施策も含

めて、取り組んでいってほしいということ

で要望としておきます。 

 ２４番目、ごみの件でございます。ごみ

袋の持参率が、摂津市は若干低いというこ

とが、報告書に載っておりましたけども、

市民の方の意識はだんだんと高まってき

ていると思いますので、減量化への取組を

進めていってほしいと思います。また、摂

津市内におきましても、毎日毎日ごみ拾い

されてる方がおられるんです。今年も、去

年もそうなんですが、熱中症になって倒れ

ても点滴打ってごみ拾いされてるとか、そ

ういう方々もおられるのが現実でござい

ますので、そういう方々のフォローも含め

ながら、分別や減量化といった取組を、進

めていってほしいということで、要望とし

ておきます。 

 ２５番のし尿の件でございます。先ほど

申し上げましたけど、摂津市内の現状を踏

まえれば、数十年先までも、やっぱり必要

な業務ということですので、そういう意味

でも、この近隣市の処理も含めて、しっか

りと検討していってほしいということで、

要望としておきます。 

 ２６番目の環境センターでの土壌汚染

の件でございます。現状として、大阪府の

調査結果を踏まえれば、地下水で広がって

いることはないという認識でおりますが、

ただ、この敷地内ではこの基準値を超えて

いるということでありますので、その辺り

しっかりと対策を行っていってほしいと

いうことで、要望としておきます。 

 ２７番目の農業の件でございます。これ

は、耕作面積が小さいという観点でござい

ます。私ども、田舎が農家でございますの

で、保育所とか幼稚園のときから、もみか

ら種を植えて、そこから稲刈りまでずっと

全部、十数年やってましたので、農家のし

んどさも、楽しさも分かってるつもりでご

ざいますので、農家の安定についてこれか

らも取り組んでいってほしいということ

で、要望としておきます。 
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 ２８ページの商工の関係でございます

が、地域の４，０００社を超える会社も含

めながら、また商店の活性化ということも

含めながら、これからも様々な観点で、商

工振興に取り組んでいってほしいという

ことで、要望としておきます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 質問１件。 

 それでは、坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、パスポートの

オンライン申請の状況と、その業務負担に

ついてでございます。パスポートのオンラ

イン申請につきましては、令和７年の２月

から開始いたしまして、３月末までの申請

件数は３１件となりました。２月から３月

の申請全体に占める割合は７．６％となっ

ております。 

 また、令和７年度にはなりますけれども、

９月末現在でオンライン申請が５６２件

ありまして、全体の４１．１％ということ

で、非常に大きく伸びております。市民の

方々にとって利便性の向上を図ることが

できたのではないかと捉えております。 

 また、業務負担につきましては、オンラ

インでのやり取りということで、もし訂正

事項が生じたとしても、目の前にいらっし

ゃらないので、即座に訂正を求めることが

できませんでして、何度かメールでやり取

りをする必要が生じるというところはご

ざいますが、誤りが多い事項につきまして

は、ホームページ上で周知するなどしてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ありがとうございます。

この旅券の件は、やはり事故がないという

のが、一番大切なことであります。オンラ

インが始まって間がないということでご

ざいますので、しっかりとこの業務、運営

していっていただきたいということで、要

望としておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ、散

会したいと思います。 

（午後５時７分 散会） 
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